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一
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
』
税
制
は
、
合
衆
国
一
九
一
一
一
四
年
証
券
取
引
所
法
（
旨
の
の
ｍ
・
日
旨
の
の
厚
，

。
ｇ
口
、
の
シ
８
．
口
の
壁
）
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
同
条
項
に
基
づ
き
、
合
衆
国
証
券
取
引
委
員
会
（
昏
の
、
の
目
国
威
の
、
固
潴
・
冨
口
、
の

○
・
日
目
、
巴
・
ロ
ー
以
下
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
い
う
）
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
規
則
一
○
ｂ
－
五
（
勾
巳
。
Ｓ
す
－
ｍ
１
以
下
、
一
○
条
ｂ
項

を
含
め
て
因
巳
の
ご
ワ
ー
、
と
い
う
）
を
根
拠
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
切
巨
］
の
Ｓ
す
－
ｍ
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
２
税
制
を
直
接
の
［
日
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
、
証
券
取
引
に
お
け
る
詐
欺
的
｛
け
為
を
規
制
す
る
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
詐

欺
禁
止
』
現
定
（
ｐ
ｍ
８
の
田
一
目
盆
‐
守
口
巳
Ｒ
・
ａ
、
】
・
口
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
勾
巨
］
の
己
ず
１
ｍ
が
明
文
で
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
駒
樺
艫
・
そ
れ
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
』
振
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
、
切
巳
の

』
ｓ
ｌ
ｍ
が
禁
じ
て
い
る
詐
鶴
郷
的
行
為
に
当
る
と
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
詐
欺
的
｛
ロ
為
に
当
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
、
役
員
ま
た
は
支
配
株
主
等
、
伝
統
的
に
会

社
内
部
者
（
８
日
・
Ｈ
ｇ
の
旨
、
匙
円
）
と
さ
れ
る
者
（
以
下
、
会
社
内
部
者
と
い
う
）
が
、
自
己
の
会
社
の
株
式
の
価
格
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
重
要
な
情
報
を
、
そ
の
地
位
に
あ
る
が
故
に
入
手
し
て
、
そ
の
情
報
が
公
表
さ
れ
る
以
前
に
、
そ
の
情
報

に
基
づ
い
て
、
自
社
の
株
式
を
一
頁
付
け
る
←
灯
為
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
詐
欺
（
守
口
目
・
門
口
ｇ
鼻
）
に
当
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、

問
題
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
。

二
、
取
引
に
関
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
法
理
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
買
主
危
険
倉
廻
官
ご
巴
呼
９
５
８
「
）
の
原
則
で
あ
麺
・
し
た

㈹
適
用
拡
大
の
時
期
ｌ
チ
ァ
レ
ラ
（
○
亘
貝
・
］
］
画
）
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
（
ロ
；
）
判
決
前

一
一
｜
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
カ
ニ
の
ご
ロ
ー
□

２
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が
っ
て
、
取
引
当
事
者
の
一
方
が
、
そ
の
取
引
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
情
報
を
知
っ
て
お
り
、
相
手
方
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
但
笈
ロ

で
も
、
特
に
虚
偽
表
示
等
の
積
極
的
手
段
を
講
じ
な
い
限
り
、
黙
っ
て
自
己
に
有
利
な
取
引
を
し
て
も
何
ら
違
法
と
は
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
単
な
る
沈
黙
（
・
・
ロ
８
口
］
日
の
ロ
ー
）
も
し
く
は
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
を
開
示
し
な
か
っ
た
（
ロ
。
ご
＆
ぬ
。
］
。
、
胃
の
）
と

い
う
だ
け
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
一
般
原
則
で
あ
っ
迩
・
た
だ
し
、
こ
の
一
般
原
則
に
は
、

い
く
つ
か
の
例
外
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
一
つ
が
、
例
え
ば
、
，
本
人
と
代
理
人
や
遺
言
執
行
者
と
受
益
者
の
関
係
の
よ
う
に
、
当
事
者

間
に
あ
る
種
の
信
任
関
係
（
８
国
臣
の
冒
旨
］
・
円
麓
巨
：
旦
旦
目
・
ロ
）
が
存
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
受
任
者
に
、

不
正
な
利
得
を
し
な
い
た
め
の
最
高
の
誠
実
性
が
要
求
さ
れ
、
取
引
に
影
響
す
る
重
要
な
情
報
を
相
手
方
に
開
示
す
る
義
務
が
生
ず

る
こ
と
に
な
り
、
沈
黙
や
不
開
示
で
も
詐
欺
に
な
る
と
さ
れ
魂
・

伝
統
的
な
会
社
内
部
者
が
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
い
て
株
主
か
ら
株
式
を
買
付
け
る
担
笈
８
会
社
内
部
者
と
株
主
と
の
関

係
が
、
右
の
い
わ
ゆ
る
信
任
関
係
に
当
り
、
し
た
が
っ
て
、
会
社
内
部
者
が
そ
の
情
報
を
相
手
方
た
る
株
主
に
開
示
し
な
い
で
取
引

す
る
こ
と
は
、
コ
モ
ン
。
ロ
ー
上
の
詐
欺
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
会
社
内
部
者
の
株
式
買
付
行
為
が
問
題
と
さ

れ
た
。
こ
の
場
合
に
、
会
社
内
部
者
の
側
に
開
示
義
務
が
生
ず
る
の
か
に
つ
き
、
判
例
は
、
開
示
義
務
な
し
と
す
る
多
数
説
（
日
Ｐ

）
・
同
旨
目
］
の
）
、
開
示
曇
務
あ
り
と
す
る
少
数
説
（
且
口
・
風
ご
目
の
）
お
よ
び
、
折
衷
説
と
で
も
言
う
べ
き
、
当
該
取
引
お
よ
び
当

事
署
簡
の
特
別
の
事
情
に
よ
っ
て
開
示
義
務
が
生
ず
る
と
す
る
特
別
事
情
説
（
の
己
の
：
］
甘
；
目
］
。
）
に
分
れ
て
い
池
・
た
だ
し
、

こ
れ
ら
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
法
理
は
、
す
べ
て
、
当
事
者
間
に
い
わ
ゆ
る
旨
く
昼
が
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
相
対
取
引
（
註
・
図
。
‐

旨
８
口
閃
・
一
旨
威
・
ロ
）
の
場
合
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
非
個
性
的
な
証
券
取
引
所
市
場
（
旨
ご
円
の
。
旨
］
ｍ
一
・
・
扉
日
日
庁
；
）

に
お
け
る
取
引
に
は
適
用
さ
れ
魂
、
ま
た
、
会
社
内
部
者
が
、
株
主
以
外
の
第
三
者
に
自
己
の
会
社
の
株
式
を
売
付
け
る
場
合
に
も

適
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
池
・

３
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コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
右
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
事
実
上
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
不
闇
不
を
理
由
と
し
て
、
株
式
を
買
付
け

た
会
社
内
部
者
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
た
と
え
、
少
数
説
あ
る
い
は
特
別
事
情
説
を
採
る
州
に

お
い
て
も
、
手
続
上
の
障
害
等
が
あ
っ
て
、
勝
訴
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
極
・

’
一
一
、
会
社
内
部
者
の
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
株
主
の
實
付
行
為
を
詐
欺
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

上
、
右
の
よ
う
な
制
約
が
あ
っ
た
が
、
右
の
行
為
を
、
一
般
的
詐
欺
禁
止
規
定
で
あ
る
罰
巳
の
ご
す
－
ｍ
が
禁
じ
て
い
る
詐
欺
的
行

為
に
当
る
と
し
て
、
そ
の
行
為
を
因
巳
の
ご
ワ
ー
ロ
の
下
で
問
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
存

在
が
直
接
の
背
景
に
な
っ
た
と
い
え
麺
。
し
か
も
、
そ
の
行
為
の
規
制
を
、
連
邦
法
と
し
て
の
勾
巳
の
こ
す
１
ｍ
を
根
拠
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
の
制
約
を
越
え
て
飛
躍
的
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
会
社
内
部
者
の
、
株
式
頁
付
行
為
に
当
っ
て
の
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
開
示
義
務
に
関
し
て
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
は
判
例
が
分
れ
て
い
た
が
、
こ
の
問
題
が
勾
巳
の
Ｓ
丘
－
ｍ
の
解
釈
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
示
蔑
務

が
肯
定
さ
れ
、
事
実
上
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
少
数
説
が
、
会
社
内
部
者
の
株
式
買
付
行
為
を
規
制
す
る
合
衆
国
法
と
し
て
定
着
す

る
こ
と
に
な
っ
極
・
そ
の
こ
と
は
、
罰
巳
の
ぢ
ず
１
ｍ
の
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
連
邦
法
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
、
罰
巨
］
の
ご
ケ
ー
ロ
が
そ
の
性
質
に
お
い
て
救
済
的
（
『
の
目
の
』
旨
］
）
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
解
釈
も
、
立
法
目
的
に
照
し

て
柔
軟
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
基
本
原
理
（
目
的
論
的
柔
軟
解
釈
）
が
採
ら
れ
た
こ
と
に
よ
麺
・

合
衆
国
に
お
い
て
は
、
会
社
内
部
者
の
権
利
義
務
に
関
し
て
は
、
会
社
法
と
し
て
の
各
州
法
が
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
会
社
内
部
者
の
株
式
買
付
に
際
し
て
の
開
示
義
務
の
存
在
を
会
社
法
上
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
だ
と
す
る
と
、
ま
さ
に
先

に
み
た
通
り
、
各
州
法
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
、
連
邦
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
場
合
で
も
、
州
法
に
拘
束
さ
れ
、
ど

の
州
法
を
適
用
す
る
か
に
よ
っ
て
結
果
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
連
邦
法
と
し
て
の
勾
已
の
ら
す
－
ｍ
の
問
題
だ

４
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と
す
る
と
､
州
法
に
拘
束
さ
れ
ず
に
連
邦
戦
目
の
判
断
が
可
能
に
な
る
｡
こ
の
場
合
に
は
､
会
社
内
部
者
の
株
式
要

が

Rule

tOb
I
5
で
い
う
詐
欺
的
行
為
に
当
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
'
単
な
る
連
邦
法
の
解
釈
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ

の
解
釈
が
会
社
内
部
者
の
開
示
費

の
存
否
と
い
う
'
本
来
'
会
社
法
で
規
制
す
べ
き
会
社
内
部
者
の
曇

帯
に
関
わ
る
場
合
で

も
､
連
邦
法
の
解
釈
と
い
う
こ
と
で
'
連
邦
独
自
の
判
断
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
結
果
'
連
邦
制
定
法
の
半
影

(a
penun

bra
)
と
し
て
の
,
い
わ
ゆ
る

｢連
邦
コ
モ
ン
･
了

｣
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
(a
).
そ
の
う
え
,
R
ute
tOb
-
5

●
●
●

の
規
定
が
'
幅
広
い
解
釈
の
余
地
を
残
す

一
般
的
詐
欺
蕪
止
規
定
で
あ
る
た
め
に
､
丁
度
'
伝
統
的
コ
モ
ン
･
ロ
ー
が
'
裁
判
官
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
法

(judg
e･m
a
d
?Law
)
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
t
Ru

t
e

tOb
-
5
の
下
で
t
u

R
ute
10b
I
5
革
命
"

と
で
も
呼
べ
(a
),
コ
モ
ン
･
ロ
ー
か
ら
解
放
さ
れ
た
,
統

高

連
邦
コ
モ
ン
.
ロ
ー
が
,
裁
判
官
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
響

会
社
内
部
者
の
株
式
男
僅
行
為
に
お
け
る
開
示
費

の
存
否
が
t
R
ul
e
10b
-
5
の
問
題
と
な
る
と
'
何
故
に
コ
モ
ン
･
ロ
ー
上

の
少
数
髄
の
立
場
'
す
な
わ
ち
'
開
示
薯

が
肯
定
さ
れ
'
不
開
示
が
詐
欺
と
な
る
と
さ
れ
る
の
か
｡
そ
れ
は
t
R
ute
tO
b
-
5

が
､

一
般
投
資
者
の
保
盛
を
目
的
と
す
る

一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
の
規
定
で
あ
り
'
同
法
の
目
的
の
一
つ
が
'
壊
報
を
知
ら
さ

れ
な
い
一
般
投
安
着
の
犠
牲
に
お
い
て
'
会
社
内
部
者
が
自
己
の
利
罫
の
た
め
に
内
聾

を
利
用
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
に
あ

る
と
し
て
,
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
必
要
な
柔
軟
な
解
釈
,
す
な
わ
ち
,
目
的
論
的
柔
軟
解
釈
が
採
ら
れ
る
か
ら
で
あ
(a
).

四
t
R
ul
e
tOb
-
5
の
下
で
'
会
社
内
部
者
の
開
示
妻

を
肯
定
L
t
重
要
な
未
公
開
情
報
を
開
示
せ
ず
に
株
式
を
買
付
け
る
こ

と
を
'
詐
欺
的
行
為
に
当
る
と
す
る
こ
と
は
'
こ
れ
を
R
ute
tOb
-
5
の
問
題
と
し
て
処
理
し
た
初
期
の
代
表
的
判
決
'
倒
見
ば
t

K
a,don
v.
National
Gyp
su
m

C
t.5.)
や

Speed
v.Transanerica
CorporatiLeiの
富

海

-

閉
鎖
会
社
の
会
社
内

部
者
の
相
対
取
引
に
よ
る
葺

付
-

に
冊
す
と
極
め
て
妥
当
な
錯
簡
と
い
え
る
｡
会
社
の
業
務
に
携

っ
て
い
な
い
が
た
め
に
'

5
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自
己
の
株
式
の
価
値
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
情
報
を
知
ら
な
か
っ
た
少
数
株
主
が
、
業
務
塾
行
を
委
ね
て
い
る
会
社
内
部
者
に
、

直
接
に
株
式
を
売
却
し
た
あ
と
で
、
実
は
、
相
手
方
は
会
社
の
業
務
に
タ
ッ
チ
し
て
い
た
が
た
め
に
、
そ
の
情
報
を
知
り
な
が
ら
黙
っ

て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
時
に
、
「
廟
さ
れ
た
」
と
思
う
の
は
も
っ
と
も
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
、
会
社
内
部
者
は
、

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

会
社
に
対
し
て
襲
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
株
主
に
対
し
て
は
信
拝
関
係
に
な
い
と
す
る
多
数
脱
は
、
自
ら
が
作
り
出
し
た

擬
制
に
拘
束
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
妥
当
で
な
い
こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
る
こ
と
で
あ
る
麺
・

会
社
内
部
者
の
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
株
式
買
付
が
違
法
（
詐
欺
的
行
為
）
だ
と
す
る
右
の
判
断
を
肯
定
す
る
と
、
つ

ぎ
に
、
会
社
内
部
者
の
株
式
の
売
付
は
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
、
売
買
が
証
券
取
引
所
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
題
五
口
は
ど
う
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
こ
の
場
合
に
開
示
義
務
を
肯
定
す
る
こ
と
に
つ
き
、
法
理
上
の
難
点
が
あ
っ
て
、
会
社

内
部
者
の
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
実
質
的
に
判
貯
守
る
と
、
会
社
内
部
者
は
、
そ
の
売
付
に
よ
っ
て
、
相
手
方
に
対
し
て
受
任
者
た
る
地
位
に
つ
く
の
で

あ
っ
て
、
相
手
方
が
、
い
っ
た
ん
そ
の
地
位
（
株
主
た
る
地
位
）
に
つ
く
と
許
さ
れ
な
く
な
る
よ
う
な
、
会
社
内
部
者
の
地
位
利
用

が
、
株
主
た
る
地
位
に
相
手
方
を
誘
い
込
む
場
合
に
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
不
当
な
区
別
で
あ
麺
・

ま
た
、
不
誠
実
な
会
社
内
部
者
に
、
証
券
取
引
所
と
い
う
仮
面
に
よ
っ
て
、
被
害
者
か
ら
自
ら
の
身
元
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
応

報
的
正
義
（
『
の
圓
冒
牙
の
旨
：
８
）
か
ら
免
れ
る
道
を
認
め
る
の
も
妥
当
で
は
な
噸
。
ま
し
て
や
、
証
券
駆
則
町
法
の
規
定
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
保
護
が
、
主
た
る
証
券
取
引
市
場
で
あ
る
取
引
所
に
お
け
る
取
引
に
は
与
え
ら
れ
な
い
と
す
る
と
、
ヨ
霧
嗣
（
目
・
日
‐

巳
。
：
）
」
と
い
う
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
蕊
・

巴
］
の
ご
ケ
ー
、
の
下
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
は
、
右
の
実
質
的
判
断
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
れ
を
状
況
に
応
じ

て
拡
大
し
つ
つ
、
そ
の
結
論
を
い
か
に
理
論
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
を
内
包
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

６
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五
、
会
社
内
部
者
が
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
い
て
、
相
対
取
引
に
よ
っ
て
、
自
社
の
株
式
を
買
付
け
る
担
答
に
は
詐
欺
と
な

る
が
、
株
式
の
売
付
や
証
券
取
引
所
を
通
じ
て
の
宗
責
は
詐
欺
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
は
、
実
質
的
に
不

合
理
だ
と
す
る
寸
蕩
か
ら
、
い
ず
れ
の
損
五
口
も
、
胃
］
の
ご
ワ
ー
、
の
下
で
詐
欺
的
行
為
に
当
る
と
し
て
、
そ
の
後
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
規
制
の
発
展
の
基
礎
に
な
っ
た
の
は
、
合
衆
国
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ア
判
漉
と
、
こ
の

判
決
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
瀬
で
あ
る
・

テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
判
決
は
、
証
券
取
引
一
町
法
は
、
相
瞬
対
取
引
、
店
頭
取
引
お
よ
び
取
引
所
取
引
を
通
じ
、
一
般
的
に
、
証
券
取

引
に
お
け
る
不
公
正
で
不
正
（
旨
の
亘
冨
匡
の
：
」
目
圓
同
）
な
慣
行
を
防
止
し
、
公
正
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
旬
巳
の
』
ｓ
ｌ
ｍ
は
、
「
非
個
性
的
な
取
引
所
に
お
い
て
取
引
を
す
る
す
べ
て
の
投
賓
者
は
、
重
要
な
情
報
に
お
互
に
等
し

く
接
し
て
い
る
と
い
う
証
券
市
場
の
正
当
な
期
待
に
基
礎
を
お
く
こ
と
を
方
針
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
軍

曹
］
の
Ｓ
す
－
ｍ
の
本
質
は
、
「
自
己
の
た
め
に
、
あ
る
会
社
の
証
券
の
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
も
っ
ぱ
ら
会
社
の
目
的
の

た
め
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
個
人
的
利
益
の
た
め
に
も
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
情
報
に
、
声
県
鱈
間
接
に
接

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
が
取
引
の
相
手
方
、
す
な
わ
ち
、
一
般
投
資
者
に
、
未
だ
利
用
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
知
り
な

が
ら
、
そ
の
情
報
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
蕊
」
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
聾
］
の
ご
す
－
ｍ
の
適
用
は
、
伝
統

的
な
会
社
内
部
者
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
「
重
要
な
内
部
情
報
を
有
し
て
い
る
す
べ
て
の
者
（
：
］
・
ロ
①
旨
已
・
”
：
、
】
・
口

。
帛
日
目
の
己
巳
冒
臼
」
の
蔦
ｏ
ｎ
日
昌
。
■
）
は
、
そ
れ
を
一
般
投
資
者
に
開
示
（
Ｓ
ｍ
。
］
。
、
の
）
す
る
か
、
も
し
彼
が
会
社
の
機
密
を
守

る
た
め
に
、
そ
れ
を
開
示
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
開
示
し
な
い
こ
と
に
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
が
開
示
さ
れ
な
い
間
は
、

関
係
す
る
証
券
の
取
引
や
取
引
を
推
奨
す
る
こ
と
を
思
い
止
ま
る
（
：
⑩
斤
巳
目
）
べ
き
で
あ
麺
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
開
示
ま
た

は
断
念
（
島
、
。
］
ｏ
ｍ
ｏ
ｏ
Ｈ
：
鼻
日
ロ
）
の
原
則
」
を
明
言
し
た
。

７
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キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
パ
ー
ロ
審
渓
は
、
伝
硅
躍
靭
舍
社
内
部
老
〔
瑠
外
の
者
が
開
示
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
根
拠
と
し
て
、
第
一
に
、

△
蕎
社
の
目
的
の
た
め
に
の
み
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
の
如
何
な
る
個
人
的
利
益
の
た
め
に
も
用
い
て
は
な
ら
な
い
情
報
に
、

直
蓬
間
接
に
接
す
る
こ
と
と
な
る
関
係
の
存
在
、
第
二
に
、
取
引
当
事
者
の
一
方
が
、
相
一
千
万
が
右
の
情
報
を
利
用
し
得
な
い
と
い

う
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
自
己
の
た
め
に
そ
れ
を
利
用
す
る
場
合
に
生
ず
る
生
来
的
不
公
正
（
旨
冨
『
の
員
目
箇
目
の
、
、
）
を
掲
げ

テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
お
よ
び
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
の
右
の
法
理
は
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
株
式
の
売
買
（
以
下
、

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
い
う
）
を
切
巳
の
』
ｓ
－
ｍ
で
い
う
詐
欺
的
一
位
為
に
該
当
す
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
、
コ

モ
ン
・
ロ
ー
上
の
詐
欺
の
法
理
に
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
開
示
が
詐
欺
と
な
る
に
は
、
開
示
義
務
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
に
た
っ
て
、
開
示
義
務
を
生
ず
る
の
は
、
会
社
内
部
者
と
〈
至
怪
な
い
し
株
主
と
の
間
に

橋
洋
館
酉
係
が
存
す
る
か
ら
だ
と
す
る
従
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
１
の
厳
格
な
解
釈
を
離
れ
て
、
開
示
裳
務
を
生
ず
る
場
合
を
、
取
引
当
事

者
の
一
方
だ
け
が
未
公
開
情
報
を
有
し
て
い
る
と
い
う
情
報
に
対
す
る
不
平
等
、
そ
の
情
報
を
公
表
に
先
だ
っ
て
利
用
す
る
こ
と
の

不
公
正
と
い
っ
た
、
よ
り
一
般
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
法
理
の
大
き
な
意
曇
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
法
理
が
、
右
の
よ
う
な
一
般
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
開
示
義
務
を
基
礎
づ
け
た
こ
と
は
、
従
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
法
理
を
、
と

く
に
、
取
引
所
取
引
に
適
用
す
る
場
合
に
生
ず
る
不
合
理
性
を
克
服
し
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
、
そ
れ
が
取
引
所
を
通
し
て
行
わ

れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
（
む
し
ろ
、
そ
の
但
笈
ロ
に
こ
そ
）
、
不
当
だ
と
す
る
実
質
的
判
断
に
合
致
す
る
結
論
を
導
き
出
す
法
理
を
提

供
す
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

六
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
お
よ
び
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
の
法
理
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引

は
不
当
な
い
し
不
公
正
だ
と
す
る
判
断
そ
の
も
の
に
つ
い
て
異
論
が
あ
麺
。

て
い
蕊
・

８
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が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

開
示
暴
露
薯
切
巳
の
ご
ワ
ー
ロ

し
う
る
規
定
が
”
巳
の
］
ｓ
Ｉ
ｍ

つ
ぎ
に
、
こ
の
法
理
も
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
一
種
の
詐
欺
だ
と
捉
え
て
い
る
が
、
も
し
、
こ
れ
を
純
粋
に
契
溺
濯
的
な
観
点

か
ら
問
題
に
す
る
と
奎
醤
員
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
が
全
く
の
偶
然
に
し
か
す
ぎ
な
い
非
個
性
的
取
引
所
の
場
合
、
内
部
者
は
、
誰

と
の
契
約
に
よ
っ
て
誰
に
対
し
て
開
示
義
務
を
負
い
、
ま
た
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
よ
っ
て
誰
が
鴎
さ
れ
、
そ
の
鎧
呆
、
ど
の
よ

う
な
損
害
を
豪
り
、
内
部
者
は
ど
れ
だ
け
の
賠
償
貿
任
を
負
わ
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
理
論
的
に
は
十
分
に
問
題
に
な
り
う

る
。
前
述
の
通
堀
、
切
巳
・
』
ｓ
Ｉ
ｍ
違
反
に
対
し
て
は
、
私
訴
権
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
単
な
る
理
論
上
の
問
題

に
止
ま
ら
ず
、
現
実
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
判
決
も
キ
ャ
デ
ィ
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
も
、
不
開
示
が
詐
欺
と
な
る
前
提
と
し
て
の
開
示
譲
務
を
生
ず
る
根
拠

に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
、
契
約
法
的
な
観
点
か
ら
す
る
限
り
、
論
理
的
に
十
分
な
説
明
を
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
法
理

は
、
証
券
取
可
國
町
法
の
目
的
で
あ
る
投
資
者
保
謹
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
、
平
等
な
情
報
へ
の
接
近
と
か
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
も

つ
生
来
的
不
公
正
と
か
を
開
示
義
務
を
生
ず
る
根
拠
と
し
て
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
、
投
資
者
保
謹
の

観
点
か
ら
好
ま
し
く
な
い
取
引
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
は
な
り
え
て
も
、
詐
欺
２
Ｍ
提
と
し
て
の
開
示
義
務
を
生
ず
る
理
由
と
し
て

は
十
分
で
な
噸
。
こ
の
点
、
こ
の
法
理
は
、
論
点
先
取
（
ず
偶
、
目
困
昏
。
２
§
〕
・
口
）
の
理
論
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
誤
っ
た
理
論

（
芭
旨
・
『
）
で
あ
る
と
い
え
認
。
た
だ
し
、
そ
の
誤
り
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
、
支
配
的
法
即
座
糸
の
基
礎
が
浸
食
さ
れ
る

と
い
う
程
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
や
裁
判
所
が
、
重
大
な
取
引
の
濫
用
と
思
わ
れ
る
事
例
に
介
入
す
る
法
的
手
段
を

提
供
す
る
の
に
必
要
抄
榊
鬮
（
ロ
円
陽
ｍ
Ｐ
ｑ
」
の
呂
冠
）
で
あ
る
と
評
価
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
法
理
の
特
色

の
目
的
論
点
柔
軟
解
釈
に
よ
っ
て
導
き
出
す
右
の
法
理
を
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
有
効
に
規
制

以
外
に
存
し
な
い
以
上
、
必
要
な
飛
躍
だ
と
し
て
是
認
す
る
と
し
て
も
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を

９
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詐
欺
的
行
為
だ
と
す
る
法
律
構
成
が
、
他
の
面
で
理
論
的
矛
盾
（
』
。
。
且
口
］
目
・
目
巳
』
の
、
）
を
露
呈
す
る
こ
と
は
避
け
得
な
い
こ
と

で
あ
っ
輝
。
そ
れ
が
端
的
に
現
れ
る
の
が
、
内
部
者
が
負
う
損
害
賠
償
の
額
で
あ
る
・

非
個
性
的
な
取
引
所
取
引
に
お
い
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
行
わ
れ
た
塲
苔
、
そ
の
取
引
の
相
手
方
を
確
定
す
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
く
、
仮
に
、
確
定
し
え
た
と
し
て
も
、
あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
た
ま
た
ま
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の

相
手
方
が
確
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
だ
け
に
、
内
部
者
に
対
す
る
損
害
睦
鴨
鰹
鑪
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
権
利
が
偶
然
に
転
が

り
込
ん
で
き
た
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
者
と
同
じ
時
期
に
売
買
に
参
加
し
た
者
に
と
っ
て
は
、
も
し
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
よ
っ
て

損
害
が
生
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
損
害
を
蘂
り
な
が
ら
睡
鶏
鰹
電
不
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
に
も
な
り
う
る
。
何
故
な
ら
、

取
引
所
取
引
に
参
加
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
取
引
の
相
手
方
が
誰
で
あ
る
か
は
、
と
く
に
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
の

で
あ
っ
て
、
ま
し
て
や
、
そ
の
相
手
方
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
行
っ
て
い
る
会
社
内
部
者
で
あ
る
と
い
う
｛
葛
識
は
全
く
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
よ
っ
て
損
害
を
豪
つ
た
者
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
が
行
わ
れ
た
時
の
売
り
、
買
い
の
反
対
の
側
に
立
つ
者
全
員
で
あ
る
と
い
い
う
る
。
そ
し
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
よ
っ
て
生

じ
た
損
害
額
は
、
個
々
人
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
重
要
な
未
公
開
情
報
を
知
ら
ず
に
売
買
し
た
時
の
価
格
と
そ
の
情
報
が
公
表
さ
れ
た

時
の
価
格
と
の
差
額
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
よ
っ
て
内
部
者
が
負
う
賠
償
額
は
、
右
の
個
々
人
の
損
害

額
を
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
行
わ
れ
た
時
の
相
手
方
全
員
に
つ
い
て
合
算
し
た
額
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
内
部
者
に
と
っ

て
厳
し
す
ぎ
る
（
ｓ
ｍ
８
己
目
）
額
に
な
る
。
し
か
し
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
詐
欺
だ
と
構
成
す
る
と
、
法
理
論
上
は
、
そ
う
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
の
代
り
に
、
陪
滑
阜
額
は
、
内
部
者
が
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
限
度
と
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
利
益
吐
き
出
し
（
Ｓ
ｍ
、
。
温
の
日
の
目
計
）
の
方
法
に
よ
っ
て

い
蕊
。
ア
メ
リ
カ
法
律
“
協
会
の
連
邦
証
券
法
典
も
、
こ
の
方
法
を
提
唱
し
て
い
観
・
し
か
し
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
詐
欺
だ
と
す

10
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る
法
律
構
成
と
は
,
そ
の
理
韓
を
厳
格
に
適
用
す
る
限
り
,
矛
盾
す
る
も
の
で

あ

C

A
).

以
上
の
こ
と
は
'
取
引
所
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
純
粋
に
詐
欺
だ
と
構
成
す
る
こ
と
が
'
理
論
上
難
し
い
と
い
う
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
'
法
理
論
上
'
難
点
が
あ
り
な
が
ら
も
､
そ
れ
が
'

一
方
で
は
'
証
券
取
引
所
法
の
目
的
で
あ
る
投
資

者
保
藩
の
立
場
か
ら
'
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
規
制
す
る
有
効
な
法
的
手
段
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
'
他
方
で
は
'
そ
の
慧

も
へ

目
的
論
的
柔
軟
解
釈
の
範
囲
を
赴
え
る
ほ
ど
決
定
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
'
テ
キ
サ
ス
･
ガ
ル
フ
お
よ
び
キ
ャ

デ
ィ
ー
･
ロ
バ
ー
ツ
の
法
理
が
'
そ
の
後
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
発
展
の
基
礎
的
法
理
と
な
り
え
た
理
由
が
あ
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
｡

七
㌧
重
要
な
未
公
開
情
報
を
入
手
し
う
る
者
は
'
取
締
役
'
役
員
お
よ
び
支
配
株
主
に
限
ら
な
い
｡
ま
ず
'
業
務
遂
行
の
過
程
で
重

要
な
未
公
開
情
報
に
接
し
う
る
会
社
の
従
茸

が
い
る
｡
つ
ぎ
に
'
会
社
の
外
部
の
者
で
あ
り
な
が
ら
'
会
社
と
の
特
別
な
関
係
'

例
え
ば
'
顧
問
契
約
'
株
式
の
碁
集
'
売
出
や
引
受
契
約
'
あ
る
い
は
へ
会
社
へ
の
聾

契
約
等
が
あ
っ
て
'
そ
の
契
約
遂
行
の
過

程
で
'
重
要
な
未
公
開
情
報
を
知
り
う
る
者
が
い
る
｡
さ
ら
に
は
､
重
要
な
未
公
開
等

を
有
す
る
者
の
配
偶
者
や
近
親
者
を
は
じ

め
'
未
公
開
等

を
内
密
に
知
ら
さ
れ
た
者

(情
報
受
領
者

I
tipp
ee)
も
い
る
.

テ
キ
サ
ス
･
ガ
ル
フ
お
よ
び
キ
ャ
デ
ィ
ー
･
ロ
バ
ー
ツ
の
法
理
は
Y
右
に
掲
げ
た
者
の
行
う
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
も
へ
R
u
te

g

b
-

∽
遵
反
と
し
て
零

し
う
る
に
十
分
な
広
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
の
た
め
'
こ
の
法
理
を
基
礎
に
し
て
'
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
は
発
展
を
続
け
,
規
制
の
対
象
者
も
拡
大
し

鰯

0

そ
の
舞
果
,
取
引
の
対
象
と
な
る
株
式
の
発
夏

蚕

と
は
何

●
●
●
●
●

ら
関
係
の
な
い
者
､
そ
の
意
味
で
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

(会
社
内
部
者
)
と
は
い
え
な
い
外
部
者

(o
utsid
er)
に
よ
る
'
重
要
な
未
公

開
情
報
に
基
づ
く
株
式
取
引
が
'
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

外
部
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
相
と
い
う
問
題
は
,
株
式
の
公
開
買
付

(tenderoffer)に関
し
て
､
典
型
的
に
現
れ
る
O

ll
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例
え
ば
、
甲
会
社
の
株
式
に
対
し
て
、
乙
会
社
が
公
開
賢
付
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
、
乙
会
社
の
関
係
者
が
、
そ
の
こ
と
を
知
っ

て
、
公
開
｛
頁
付
が
公
表
さ
れ
る
前
に
、
申
公
含
社
の
株
式
を
買
付
け
、
公
開
貿
付
の
公
表
に
よ
っ
て
甲
久
含
社
の
株
価
が
上
が
っ
た
時
点

で
、
買
付
け
た
株
式
を
売
却
し
て
利
遣
℃
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
乙
会
社
の
関
係
者
と
甲
公
舎
社
と
は
、
当
該
株
式
の
買
付
に
至
る

ま
で
は
何
の
関
係
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
］
の
Ｓ
ご
－
ｍ
の
下
で
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
開
示
羨
務
を
負
う
者
を
、
た
と
え
、

伝
統
的
な
会
社
内
部
者
に
限
定
せ
ず
、
先
に
掲
げ
た
者
を
す
べ
て
含
む
と
解
す
る
担
笈
ロ
で
も
、
情
報
を
入
手
で
き
た
の
は
、
当
該
株

式
の
発
行
会
社
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
限
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
乙
会
社
の
関
係
者
は
、

巴
］
の
ご
す
－
ｍ
の
適
用
か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
発
行
会
社
の
株
価
に
関
す
る
重
要
な
未
公
開
情
報
に

基
づ
く
取
引
に
よ
っ
て
利
鰹
輻
す
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
、
発
行
会
社
と
は
何
ら
の
関
係
が
な
く
と
も
、
一
般
に
は

知
り
得
な
い
株
式
に
関
す
る
重
要
な
情
報
を
、
何
ら
か
の
理
由
（
と
く
に
、
自
ら
の
情
報
収
集
能
力
以
外
の
理
由
）
に
よ
っ
て
入
手

し
て
利
得
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
一
般
投
資
者
の
寸
璃
か
ら
、
実
質
的
あ
る
い
は
直
観
的
（
旨
自
蔵
甸
身
）
に
判
断
す
れ
ば
、
こ

の
場
合
も
不
当
で
あ
る
と
い
い
う
麺
・

発
行
会
社
の
株
価
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
情
報
は
、
通
常
は
、
発
行
会
社
の
財
産
状
態
や
収
益
力
等
に
関
す
る
情
報
公
壷
忰
情

報
ｌ
旨
開
・
日
凰
・
目
す
・
屋
：
・
・
日
ロ
：
］
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
情
報
を
公
表
前
に
知
り
得
る
者
も
、
発
行
会
社
と

何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
者
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
発
行
会
社
の
株
価
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
情
報
は
、
会
社
情

報
の
み
に
限
ら
な
い
。
公
開
買
付
に
関
す
る
右
の
事
例
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
の
情
巍
ぼ
、
会
社

外
で
存
在
し
、
会
、
社
外
の
者
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
発
一
灯
含
社
の
株
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
点
で
は
、

会
社
情
報
と
何
ら
変
ら
な
蠣
・
こ
の
よ
う
な
情
報
は
、
い
わ
ば
取
引
市
場
に
関
す
る
市
場
情
報
（
日
日
丙
の
薗
昌
・
目
目
・
ロ
）
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

－１２－
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市
場
情
報
も
、
発
行
会
社
の
株
価
に
与
え
る
影
響
と
い
う
点
で
は
、
会
社
情
報
と
同
じ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
情
報
が
公
表
さ
れ
る

前
に
、
そ
の
情
報
に
よ
っ
て
利
鰹
瘤
す
る
こ
と
が
不
当
で
あ
る
と
い
う
判
断
も
同
じ
で
あ
っ
て
よ
い
。
そ
の
情
報
の
入
手
方
法
が
、
発

行
会
社
と
特
別
な
関
係
に
あ
っ
た
か
否
か
に
よ
り
区
別
す
る
窒
魯
（
的
理
由
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
実
質
的
に
判

●
●
●

断
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
会
社
外
部
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
も
、
胃
］
の
』
二
－
ｍ
に
違
反
す
る
詐
欺
的
行
為
と
看
倣
し

う
る
か
と
い
う
、
法
理
論
上
の
問
題
と
な
る
と
単
純
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
開
示
穣
務
を
生
ず
る
根
拠
を
、
発
行
会
社
と
の

特
別
な
関
係
に
あ
る
が
故
に
、
重
要
な
情
報
を
入
手
し
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ

と
が
、
法
律
上
の
詐
欺
概
念
の
範
囲
で
可
能
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。

八
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
お
よ
び
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
の
法
理
は
、
外
部
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
も
カ
バ
ー
し
う
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
判
決
は
、
前
述
の
通
り
、
勾
巳
の
ご
ワ
ー
団
は
、
「
非
個
性
的
な
取
引

所
に
お
い
て
取
引
を
す
る
す
べ
て
の
投
資
者
（
巳
］
甘
く
陽
一
ｏ
Ｈ
ｍ
）
は
、
重
要
な
情
報
に
お
互
に
等
し
く
接
し
て
い
る
と
い
う
証
券
市

場
の
正
当
な
期
待
に
基
礎
を
お
く
」
も
の
で
あ
り
、
「
重
要
な
内
部
情
報
を
有
し
て
い
る
い
か
な
る
者
（
：
］
・
口
の
ご
己
・
の
⑪
硯
、
』
・
ロ

。
崗
目
目
の
臥
巳
目
⑩
匙
の
甘
届
ｏ
Ｈ
Ｂ
ｇ
】
。
ｐ
）
」
も
、
い
わ
ゆ
る
開
示
ま
た
は
断
念
の
原
則
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
麺
。
こ
の

文
言
は
、
典
型
的
な
会
社
内
部
者
お
よ
び
情
報
受
領
者
が
問
題
と
な
っ
た
判
決
の
文
脈
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指

摘
も
あ
る
蝿
、
こ
れ
を
文
言
通
り
に
読
め
ば
、
市
場
に
お
け
る
惰
翻
》
に
対
す
る
平
等
主
義
（
日
日
歸
昌
品
巳
詳
胃
旨
巳
、
日
）
を
表
明

し
て
い
る
と
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

公
開
買
付
者
か
ら
、
公
開
買
付
に
関
す
る
害
類
の
印
刷
を
頼
ま
れ
た
印
刷
業
者
の
植
字
工
が
、
印
刷
の
過
程
で
、
暗
号
化
さ
れ
て

い
た
公
開
賢
付
の
対
象
会
社
を
割
出
し
、
公
開
買
付
の
公
表
前
に
、
そ
の
株
式
を
買
付
け
、
公
園
亘
付
の
公
表
後
、
株
価
が
値
上
が

り
し
た
時
点
で
売
却
し
て
利
得
し
た
事
件
で
、
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
植
字
工
の
行
為
を
因
巨
］
の
冒
す
－
ｍ
違
反
と
し

－１３－
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こ
の
判
決
（
チ
ァ
レ
ラ
ー
○
旨
日
。
］
］
Ｐ
ｌ
控
訴
審
判
決
）
は
、
植
字
工
は
株
式
の
発
行
篝
社
（
公
開
買
付
の
対
象
会
社
）
の
内

部
者
で
は
な
い
と
い
う
四
玩
弁
に
対
し
て
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
、
「
市
場
内
部
者

（
旨
、
筐
の
吾
の
日
日
犀
の
←
旨
の
房
）
」
で
あ
る
と
し
痙
・
す
な
わ
ち
、
印
｛
鯏
菜
者
は
証
券
垂
墨
界
の
猫
餅
認
螺
閏
と
し
て
、
投
資
者
に
対
す

る
情
報
の
伝
達
装
置
の
中
心
戴
券
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
糖
←
字
工
も
、
ま
た
、
証
券
帝
担
麹
機
構
の
内
部
に
あ
る
者

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
証
券
帯
繼
甸
が
有
効
爆
爆
鵬
す
る
た
め
に
は
、
右
の
よ
う
な
市
鳩
『
機
構
に
お
い
て
戦
略
上
重
要
な
地
位
を
占

め
る
者
が
、
そ
の
地
位
に
あ
る
が
故
に
得
た
情
報
か
ら
個
人
的
に
利
檀
ザ
る
こ
と
を
禁
ず
ろ
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
場

合
に
も
、
開
示
ま
た
は
断
念
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
し
、
市
場
内
部
者
か
否
か
の
判
臨
廠
、
「
重
要
な
未
公
開
情
報
を
定
期
的
に

入
手
す
る
者
（
Ｐ
ロ
］
・
口
中
‐
‐
鼻
・
『
の
四
】
］
Ｐ
司
］
］
『
の
・
の
：
切
目
ｇ
ｏ
臥
巳
口
。
９
５
］
】
◎
旨
由
・
目
目
・
ロ
）
」
と
い
う
基
準
に
よ
る
べ
き
だ

種

と
し
極
。

チ
ア
レ
ラ
控
訴
審
刺
呼
決
は
、
証
券
取
引
機
槽
の
中
で
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
接
し
う
る
地
位
に
あ
る
者
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ

の
地
位
に
よ
っ
て
得
た
摺
埠
叛
上
２
像
位
性
に
基
づ
い
て
利
但
ず
る
こ
と
を
規
制
す
る
法
的
手
段
を
噌
曝
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

点
で
、
情
報
に
対
す
る
平
雲
稗
性
に
向
か
っ
て
、
従
来
の
判
例
『
を
前
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
、
辻
描
塞
輌
上
、

勾
巳
の
ご
す
－
ｍ
の
詐
欺
的
行
為
の
解
議
の
範
囲
内
で
可
能
な
の
か
と
い
う
問
題
を
現
実
の
も
の
と
し
た
。
ま
た
、
情
報
の
優
位
性

に
基
づ
く
取
引
と
い
っ
て
も
、
取
引
当
事
者
間
に
は
、
常
に
、
情
鍾
に
お
け
る
あ
る
種
の
優
劣
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
未
公

開
情
報
に
基
づ
く
取
引
の
中
に
も
、
む
し
ろ
、
望
ま
し
い
経
済
活
動
と
着
徹
し
う
る
も
の
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
か
ら
、
ど
れ
を
違

法
な
も
の
と
し
て
取
り
出
す
の
か
、
そ
の
担
笈
５
基
準
が
、
チ
ァ
レ
ラ
控
訴
審
剰
決
の
提
唱
し
た
「
市
場
内
部
者
」
の
基
準
で
十
分

な
の
か
と
い
う
問
題
も
残
さ
れ
極
。
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一
一
、
合
衆
国
鰐
聲
凰
謡
型
所
の
ダ
ー
ク
ス
（
ロ
勵
切
）
判
施
（
旦
卜
、
単
に
ダ
ー
ク
ス
判
渓
と
い
う
）
は
、
チ
ア
レ
ア
判
決
の
立
場
を

踏
裂
し
た
う
え
で
、
檜
錫
薄
支
題
百
（
旨
冨
の
）
の
督
荏
の
性
質
お
よ
び
穗
蠣
報
等
窮
堅
菅
が
宣
仕
を
負
う
場
苔
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所

一
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
チ
ァ
レ
ラ
控
訴
審
判
決
に
対
す
る
裁
量
上
訴
（
Ｂ
ａ
日
且
）
を
認
め
、
控
訴
審
判
決
を
破
棄
し
た
。

最
高
裁
判
所
の
チ
ア
レ
ラ
（
○
嵐
周
・
］
］
齢
）
判
決
（
以
下
、
単
に
チ
ア
レ
ラ
判
決
と
い
う
）
は
、
困
昌
の
ぢ
ず
１
ｍ
が
規
制
の
対
象

と
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
不
正
行
為
と
い
う
の
で
は
な
く
、
詐
欺
的
行
為
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
不
開
示
を
根
拠
に
詐
欺
を
主

張
す
る
場
合
に
は
、
開
示
義
務
の
存
在
が
前
提
と
な
り
、
開
示
曇
務
が
な
い
場
合
は
詐
欺
も
あ
り
え
な
い
と
す
麺
。
そ
の
う
え
で
、

胃
］
の
］
ニ
ー
団
の
下
で
、
不
開
示
に
よ
る
詐
欺
的
取
引
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
取
引
当
事
者
に
、
あ
る
種
の
信
任
関
係
（
Ｐ

制
の
］
且
ｏ
ｐ
ｍ
底
□
・
開
庁
目
黒
目
」
８
回
目
の
ロ
８
）
が
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
か
ら
生
ず
る
開
示
襲
務
が
前
提
と
な
る
と
す
麺
・
そ
の
点

で
、
本
件
の
植
字
工
は
、
本
件
の
取
引
に
つ
い
て
は
、
非
個
性
的
な
市
場
取
引
を
通
し
て
売
主
と
取
引
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
全
く
の

外
来
者
（
骨
自
由
閂
）
で
あ
っ
て
、
売
主
の
代
理
人
で
も
、
受
任
者
で
も
、
売
主
が
信
頼
を
寄
せ
た
者
で
も
な
い
か
ら
、
本
件
の
取

引
に
つ
き
、
右
の
開
示
農
務
を
生
ず
る
よ
う
な
関
係
は
存
在
し
な
い
と
し
蝿
・

チ
ァ
レ
ラ
判
決
は
、
右
の
よ
う
に
、
因
巳
。
ご
ケ
ー
画
の
下
で
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
違
法
と
な
る
の
は
、
取
引
当
事
者
間
に
信

任
関
係
が
存
在
す
る
場
合
に
限
る
と
い
う
考
え
方
（
国
」
■
◎
旨
ｑ
Ｃ
ｇ
］
け
。
浮
日
：
。
］
』
の
円
阜
の
。
円
｝
》
）
を
明
確
に
し
、
チ
ア
レ
ラ

控
訴
審
判
決
が
示
し
た
、
情
報
に
対
す
る
平
等
主
蔑
（
固
垣
巨
巳
少
。
。
…
一
．
冒
崗
。
§
：
。
ｐ
・
門
勺
胃
ご
‐
◎
雨
‐
旨
崗
。
§
Ｐ
：
口
）
、
あ

る
い
は
、
重
要
な
未
公
開
情
報
を
有
し
て
い
る
こ
と
自
体
か
ら
開
示
義
務
が
生
ず
る
と
す
る
考
え
方
（
勺
。
、
“
の
“
“
】
昌
男
８
ｑ
『
）
を

否
定
し
痙
・

ロ
チ
ァ
レ
ラ
（
○
三
日
の
］
］
■
）
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
（
ロ
同
厨
）
判
写
決
以
後
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ダ
ー
ク
ス
判
決
の
事
例
の
特
色
は
、
情
報
を
漏
ら
し
た
く
藷
社
内
部
者
（
暮
已
の
Ｈ
）
の
側
に
、
何
ら
私
的
に
利
得
す
る
意
思
が
な
く
、

も
っ
ぱ
ら
、
会
社
の
不
正
を
暴
い
て
も
ら
い
た
い
が
た
め
に
、
〈
蕎
社
の
未
公
開
情
報
を
、
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
行
の
２
『
旨
の
の
四
目
］
里
、
←
）

で
証
券
会
社
の
役
員
で
あ
る
劾
舎
に
伝
え
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
会
社
の
輻
憧
員
で
あ
っ
た
者
が
、
そ
の
会
社

に
資
産
の
過
大
評
価
等
の
不
正
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
調
査
し
て
公
表
し
て
く
れ
る
よ
う
妨
害
に
頼
み
、
被
告
の
調
査
に
よ
っ
て
、

そ
の
不
正
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
つ
い
に
、
そ
の
会
社
は
財
産
管
理
の
状
態
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
株
価
も
急
激
に
下
落
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
調
査
の
過
程
で
、
鋪
筈
が
調
査
の
状
況
を
輸
筈
の
特
定
の
顧
客
に
知
ら
せ
た
た
め
に
、
そ
の
顧
客
は
、
当
該
〈
篝
社

の
株
式
を
い
ち
早
く
手
離
し
て
、
株
価
下
落
に
よ
る
損
害
を
免
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
妨
害
に
対
す
る
懲
罰
手

続
を
開
始
し
、
被
告
が
、
会
社
に
不
正
行
為
が
あ
る
と
い
う
未
公
表
の
情
報
を
特
定
の
者
に
伝
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
特
定
の
者
が

損
害
を
免
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
胃
］
の
ご
Ｉ
、
違
反
を
輔
助
す
る
こ
と
に
当
る
と
し
た
。
た
だ
し
、
会
社
の
不
正
を
明
る
み
に
出

す
こ
と
に
つ
い
て
、
輸
筈
の
果
し
た
役
割
を
考
慮
し
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
輔
筈
を
鑓
責
（
§
“
員
の
）
処
分
に
す
る
に
止
め
た
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
処
分
を
不
服
と
す
る
輔
筈
の
申
立
て
は
、
巡
回
控
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
控
訴
審
判

の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。

決
を
破
棄
し
た
。

ダ
ー
ク
ス
判
決
は
、
ま
ず
、
重
要
な
未
公
開
情
報
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
因
昌
の
ｓ
す
Ｉ
切
に
基
づ
く
開
示
義
務

が
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
開
示
義
務
が
生
ず
る
た
め
に
は
、
信
任
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
チ
ァ
レ
ラ
判
決
の
法
理
を
確

認
し
、
そ
の
う
え
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

会
社
お
よ
び
株
主
に
対
し
て
忠
実
義
務
を
負
っ
て
い
る
含
社
内
部
者
と
異
な
り
、
典
型
的
な
惰
鈎
蔓
領
者
に
は
、
当
然
に
は
、
信

任
闇
慌
は
認
め
ら
れ
な
嘘
・
情
鈎
寄
寡
題
者
の
開
示
ま
た
は
断
念
の
義
務
は
、
会
社
内
部
者
の
信
任
義
務
違
反
に
、
事
実
上
加
担
し
た
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三
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
判
決
お
よ
び
チ
ァ
レ
ラ
控
訴
審
判
決
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
、
証
》
塗
旧
場
に
お
け
る
情
報
に
対
す
る
平
等

主
羨
の
立
場
は
、
最
高
裁
判
所
の
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
の
両
判
決
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
平
等
主
義
の
立
場
か
ら
、
情
報
受

領
者
に
独
自
の
開
示
義
務
を
認
め
る
立
論
も
、
ダ
ー
ク
ス
判
決
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規

●
も
、
そ
の
開
一
一

な
い
と
し
麺
。

者
と
し
て
の
役
割
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
会
社
内
部
者
の
義
務
か
ら
派
生
す
る
（
』
・
働
く
§
ご
・
）
も
の
で
あ
率

し
た
が
っ
て
、
情
報
受
領
者
が
、
会
社
な
い
し
株
主
に
対
す
る
会
社
内
部
者
の
蕊
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
単
に
、
内
部

情
報
を
入
手
し
た
が
た
め
で
は
な
く
、
内
部
情
報
が
会
社
内
部
者
に
よ
っ
て
、
不
当
に
（
目
耳
・
で
の
『
］
】
）
情
報
受
領
者
の
利
用
に

供
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
情
報
受
領
者
が
、
株
主
に
対
し
て
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
い
て
取
引
を
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
信
任
残
務
を
負
う
の
は
、
会
社
内
部
者
が
、
株
主
に
対
す
る
信
任
義
務
に
違
反
し
て
、
当
該
情
報
を
情
報
受

領
者
に
開
示
し
、
情
報
受
領
者
の
方
で
も
、
会
社
内
部
者
の
右
の
農
務
違
反
を
知
り
、
ま
た
は
、
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合

に
限
ら
れ
蕊
。
と
こ
ろ
で
、
会
社
内
部
者
の
会
社
の
機
密
情
報
の
開
示
が
、
す
べ
て
、
内
部
者
の
株
主
に
対
す
る
義
務
に
違
反
す
る

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
開
示
が
義
務
違
反
と
な
る
か
否
か
は
、
多
く
の
場
合
、
開
示
の
目
的
に
か
か
っ
て
く
る
。
そ
の
判
断

は
、
内
部
者
が
、
そ
の
閉
不
に
よ
っ
て
、
直
接
、
間
接
に
、
利
益
を
受
け
る
か
否
か
に
よ
る
べ
き
で
、
何
ら
か
の
個
人
的
利
得
が
な

い
場
合
に
は
、
株
主
に
対
す
る
羨
務
違
反
は
な
く
、
会
社
内
部
者
に
違
反
が
な
い
場
合
に
は
、
情
報
受
領
者
に
も
、
ま
た
、
義
務
違

反
は
な
い
。
た
だ
し
、
個
人
的
利
得
が
あ
る
か
否
か
は
、
客
観
的
な
基
準
に
よ
る
べ
き
で
あ
麺
・

情
報
受
領
者
に
関
す
る
右
の
法
理
（
弓
彦
の
罠
弓
①
７
国
層
思
曰
冨
。
ｑ
）
を
適
用
し
て
、
ダ
ー
ク
ス
判
決
は
、
被
告
と
株
式
発
行

会
社
と
の
間
に
は
、
直
接
に
信
任
義
務
を
生
ず
る
よ
う
な
関
係
が
な
く
、
ま
た
、
被
告
に
情
報
を
開
示
し
た
発
行
会
社
の
内
部
者
に

も
、
そ
の
開
示
に
よ
っ
て
個
人
的
に
利
得
し
た
と
い
う
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
被
告
の
行
為
に
切
巳
の
Ｓ
ワ
ー
⑰
違
反
は
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制
が
、
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
唾
。
し
か
し
な
が
ら
、
規
制
の
理
論
で
は
な
く
、
そ
の
実
際
に
つ
い

て
み
れ
ば
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
の
両
判
決
が
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
お
よ
び
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
を
基
礎
と
し
て
発

展
し
て
き
た
、
そ
れ
ま
で
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
中
核
部
分
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
れ
に
最
高
裁
判
所

と
し
て
の
承
認
を
与
え
た
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
の
法
理
の
下
に
お
い
て
も
、
相
当
程
度
の
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
規
制
の
対
象
に
な
る
。

チ
ァ
レ
ラ
判
決
は
、
証
券
の
取
引
に
当
っ
て
、
重
要
な
情
報
の
開
示
義
務
が
生
ず
る
の
は
、
取
引
当
事
者
間
に
信
任
関
係
（
ｐ

Ｈ
＆
§
◎
自
切
亘
ｂ
ｏ
ｍ
｛
２
，
芹
Ｐ
且
８
口
威
号
ロ
８
）
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
信
任
関
係
が
認
め
ら

れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
制
限
的
に
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
チ
ァ
レ
ラ
判
決
が
信
任
関
係
あ
り
と
す
る
場
合
を
、
同

判
決
の
中
か
ら
具
体
的
に
拾
い
あ
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
者
に
よ
る
取
引
の
担
笈
ロ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
引
の
相
手
方
の
①
代
理
人

（
ロ
、
の
目
）
、
②
受
託
者
（
威
目
・
旨
ご
）
お
よ
び
③
相
手
方
が
信
頼
を
寄
せ
る
者
（
Ｐ
ｂ
の
『
ｍ
・
ロ
冒
菖
・
日
己
：
の
］
］
閂
：
且
□
］
Ｐ
８
Ｑ

昏
骨
可
ｇ
一
目
」
・
・
巨
昌
の
ロ
８
）
の
一
一
一
種
で
あ
麺
・

受
託
者
の
中
に
、
発
行
会
社
の
取
締
役
、
役
員
お
よ
び
支
配
株
主
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
噸
・
代
理
人
の
中
に
は
、
発
行

会
社
の
従
業
員
（
：
□
］
。
］
＄
）
、
代
理
人
と
し
て
の
証
券
会
社
等
が
含
ま
れ
蕊
・
相
手
方
が
信
頼
を
寄
せ
る
者
と
な
る
と
、
そ
の
解

釈
次
第
で
は
、
か
な
り
な
広
が
り
を
持
ち
得
る
。
チ
ァ
レ
ラ
判
決
後
の
下
級
審
判
決
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
の
中
で
、
他
に
有
利

な
市
場
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
な
い
で
株
式
を
買
付
け
た
、
当
該
会
社
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
カ
ー
で
あ
る
銀
行
の
従
業
灘
、
自
己

の
顧
客
に
、
或
る
株
式
の
買
付
を
推
奨
す
る
直
前
に
、
自
己
の
計
算
で
当
該
株
式
を
買
付
け
た
投
資
顧
問
（
】
曰
く
の
切
目
の
昌
且
ａ
ｍ
，

の
電
等
が
こ
れ
に
当
る
と
す
る
も
の
が
あ
作
電
証
券
取
引
所
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
ま
た
は
、
他
の
規
制
機
関
の
職
員
、
さ
ら
に
は
、
株
価
に

影
響
を
与
え
る
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
裁
判
官
や
轡
記
官
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
カ
ー
や
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
等
も
こ
れ
に

1８
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含
め
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
者
も
あ
(a
)o
も
ち
ろ
ん
,
こ
れ
も
無
制
限
な
も
の
で
は
な
く
,
墳
報
に
対
す
る
平
等
主
義
ほ
ど
広
く

は
な
り
得
な
い
が
へ
証
券
業
界
に
お
い
て
'
専
門
野
菜
務
に
従
事
す
る
が
た
め
に
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
者
は
'
こ
れ
に
含
め

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
璽

ダ
ー
ク
ス
判
決
は
'
チ
ア
レ
ラ
判
決
を
墓

し
た
う
え
で
'
会
社
お
よ
び
株
主
に
対
し
て
'
独
自
の
信
任
関
係
を
負
う
会
社
内
部

者
と
異
な
り
'
典
型
的
な
倍
額
受
領
者
は
'
信
任
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
し
た
｡
し
か
し
'
他
方
で
'
会
社
内
部
者
か
情
報

受
領
者
か
の
判
断
に
閑
し
､
そ
の
発
券
の
過
程
で
'
会
社
と
償
任
的
歯
係

(confidentia
tre
tationship)
に
入
り
'
会
社
の
目

的
の
た
め
だ
け
の
情
報
に
接
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
会

社
外
部
者
'
例
え
ば
'
或
る
会
社
の
証
券
の
引
受
業
者
､
会
計
士
'
弁
護

士
,
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
は
,
そ
の
会
社
の
株
主
に
対
す
る
受
任
者
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
も
の
と
し
て
い
響

し
た
が
っ
て
,
こ
れ

ら
の
'
い
わ
ゆ
る
準
内
部
者

(
.Lacc霞
∽in
s
id
e
rs"or"qu
asi･ins
id
e
rs")
あ
る
い
は

一
時
的
内
部
者

(tem
p
orary
ins
id
e
rs)

は
､
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
の
法
理
の
下
で
'
先
に
掲
げ
た
､
チ
ア
レ
ラ
判
決
の
内
部
者
の
は
か
に
'
第
四
の
内
部
者
の
種
類

と
し
て
,
加
え
る
こ
と
が
で
き
th

)a

ダ
ー
ク
ス
判
決
は
'
情
報
受
領
者
が
開
示
薯

を
負
う
の
は
､
会
社
内
部
者
が
償
仕
薯

に
遵
反
し
て
'
自
己
の
私
的
利
益
の

た
め
に
､
不
当
に
情
報
を
開
示
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
た
.
し
か
し
'
こ
の
不
当
な
目
的
の
判
断
は
'
客
境
的
基
準
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
'
開
示
に
よ
っ
て
金
銭
的
利
益
を
得
た
り
'
将
来
の
利
益
に
避
元
さ
れ
る
よ
う
な
評
判
を
得
た
り
す
る
場

合
は
も
ち
ろ
ん
'
相
手
方
か
ら
の
見
返
り
を
期
待
す
る
よ
う
な
聾

ロ'
特
定
の
受
領
者
だ
け
を
利
す
る
目
的
で
な
す
場
合
'
さ
ら
に

紘
,
取
引
を
な
す
近
親
者
や
友
人
に
贈
与
と
し
て
情
報
を
賛

す
る
望

ロも
,
不
当
な
目
的
を
推
測
さ
せ
る
も
の
だ
と
し
て
い
(a
).

ダ
ー
ク
ス
判
決
の
右
の
基
準
に
よ
れ
ば
'
実
際
に
は
'
情
報
を
漏
ら
す
場
合
の
ほ
と
ん
ど
が
､
不
当
な
目
的
に
よ
る
も
の
と
看
倣
さ

れ
る
こ
と
に
な
轡
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し
て
、
さ
（

れ
て
い
る
。

チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
の
法
理
の
下
で
も
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
、
そ
れ
ま
で
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
し
て
規

制
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
取
引
の
大
部
分
が
カ
バ
ー
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
理
に
よ
っ
て
は
、
ど
う
し
て
も
カ
バ
ー

し
得
な
い
も
の
で
、
規
制
し
な
い
と
不
当
で
あ
る
と
さ
れ
る
鎭
笈
ロ
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
事
例
が
、
公
開
『
亘
付
に
関
し
て
行
わ
れ
る

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
で
あ
る
。
チ
ァ
レ
ラ
判
決
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
開
示
義
務
の
一
別
提
と
し
て
、
取
引
当
事
者
間
に
信
任
関

係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
論
理
に
よ
る
限
り
、
取
引
の
対
象
と
な
る
株
式
の
発
行
会
社
と
何
ら
の
関
係
も
有
し
な
い
、
い
わ

ゆ
る
会
叩
碑
外
部
者
の
市
場
燗
報
に
基
づ
く
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
因
巳
の
ご
す
１
ｍ
の
適
用
対
象
か
ら
除
か
れ

四
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
は
、
公
含
社
外
部
者
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
切
巨
］
の
ご
ワ
ー
、
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。
し

か
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
そ
の
後
も
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
対
す
る
規
制
を
弱
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
規
制
を
強
化
す

ダ
ー
ク
ス
判
決
も
、
ま
た
、
そ
の
法
理
の
適
用
対
象
か
ら
、
証
券
市
場
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を
営
む
者
を
除
外
す
る
こ
と
に
な

る
。
例
え
ば
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
ア
ナ
リ
ス
ト
（
庫
口
目
。
旨
］
Ｐ
ｇ
］
］
の
←
）
が
そ
う
で
あ
麺
。
何
故
な
ら
、
ア
ナ
リ
ス
ト
に
対

し
て
は
、
ダ
ー
ク
ス
判
決
の
言
う
、
友
情
な
い
し
は
個
人
的
利
益
目
的
が
な
く
、
正
当
な
業
務
の
範
囲
内
で
情
報
が
内
密
に
知
ら
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ナ
リ
ス
ト
は
、
会
社
か
ら
入
手
し
た
重
要
で
な
い
情
鈎
に
自
己
の
分
析
や
他
か
ら
得

た
憤
報
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
要
な
情
報
を
創
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
券
市
場
で
有
用
な
機
能
を
営
ん
で
い
る
こ

と
も
確
か
で
あ
翫
・
し
か
し
、
そ
の
機
能
が
有
用
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
か
ら
免
除
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
、
ま
た
、
確
か
で
あ
る
麺
・
そ
の
機
能
が
濫
用
さ
れ
る
危
険
も
大
き
い
・
同
じ
よ
う
な
地
位
に
あ
る
者
と

し
て
、
さ
や
取
業
者
（
閂
亘
吋
凋
の
貝
②
）
が
い
る
が
「
そ
の
濫
用
事
例
は
、
最
近
の
ポ
ゥ
ス
キ
ー
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
典
型
的
に
現

て
し
ま
宛
。
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不
正
流
用
理
論
の
可
能
性
は
、
チ
ァ
レ
ラ
判
決
自
身
に
示
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
バ
ー
ガ
ー
（
国
巨
凋
円
）
長
官
は
、
反
対

意
見
の
中
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
極
・

普
通
の
商
取
引
に
お
い
て
は
、
取
引
当
事
者
は
、
と
く
に
信
任
関
係
が
な
い
限
り
、
お
互
に
情
報
を
開
示
す
る
義
務
は
な
い
と
い

う
の
が
一
般
原
則
で
あ
る
が
、
こ
の
原
則
の
適
用
に
も
限
界
が
あ
る
べ
き
で
、
と
く
に
、
情
報
上
の
優
位
性
が
、
経
験
上
の
優
位
性
、

先
見
性
、
勤
勉
性
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
違
法
な
手
段
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ

の
原
則
も
後
退
す
べ
き
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
お
い
て
も
、
情
報
が
全
く
の
違
法
行
為
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の

情
報
を
開
示
す
る
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
再
巳
の
』
ｓ
ｌ
ｍ
も
、
こ
の
原
理
を
含
み
、
こ
の
う
え
に
立
っ
て
解
釈
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
未
公
開
情
報
を
不
正
に
流
用
（
且
ｍ
ｇ
Ｒ
・
目
目
の
）
す
る
者
は
、
そ
の
情
報
を
開
示
す
る
か
、
あ
る
い

は
、
取
引
を
断
念
す
る
か
の
絶
対
的
な
義
務
を
負
う
。
す
べ
て
の
者
（
Ｐ
ロ
ョ
ロ
；
・
ロ
）
に
よ
る
す
べ
て
の
詐
欺
的
計
略
（
守
目
目
］
・
ロ
←

の
Ｓ
の
日
の
）
を
禁
ず
る
勾
昌
の
Ｓ
す
－
ｍ
の
文
言
は
、
右
の
解
釈
を
明
ら
か
に
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

バ
ー
ガ
ー
長
官
の
右
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
反
対
意
見
の
プ
ラ
ッ
ク
マ
ン
（
囚
の
鳥
目
目
）
お
よ
び
マ
ー
シ
ャ
ル
（
冒
胃
呂
巳
］
）

判
事
、
そ
れ
に
、
法
廷
意
見
の
結
論
を
支
持
し
た
プ
レ
ナ
ン
（
因
忌
目
目
）
判
事
が
賛
意
を
表
し
て
お
塊
、
法
廷
意
見
に
加
わ
っ
た

他
の
五
人
の
裁
判
官
も
、
こ
の
問
題
が
、
陪
審
員
に
対
す
る
説
示
の
中
で
提
起
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
意
見
を
差
控
え
て
い

る
に
す
ぎ
な
魎
・
し
た
が
っ
て
、
チ
ア
レ
ラ
判
決
は
、
バ
ー
ガ
ー
長
官
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
不
正
流
用
理
論
を
否
定
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
ス
テ
イ
ー
プ
ン
ス
（
の
←
２
９
ｍ
）
判
事
が
、
同
意
意
見
で
述
べ
て
い
る
よ
う
極
、
そ
の
解
釈
を
後
日
に
残
し
た
と

な
く
、
む
し
ろ
、
ス
ー
ー

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ご
凶
目
』
。
ｐ
弓
冨
。
ご
）
で
あ
る
。

る
た
め
、
両
判
決
の
範
囲
内
で
規
制
可
能
な
法
理
を
執
勤
に
追
求
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、
い
わ
ゆ
る
不
正
流
用
理
論
（
旨
、
§
頁
。
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ニ
ニ
ー
マ
ン
判
決
に
続
き
、
不
正
流
用
理
論
は
、
情
報
受
領
者
の
オ
プ
シ
ョ
ン
取
躯
、
チ
ア
レ
ラ
と
類
似
し
た
印
刷
業
者
の
校
正

係
の
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
躯
、
法
律
事
務
所
の
事
務
所
長
か
ら
当
該
法
律
事
務
所
の
顧
客
の
合
併
・
買
収
に
関
す
る
情
報
を
知

ら
さ
れ
た
情
報
受
領
者
の
当
該
情
報
に
基
づ
く
株
式
取
粥
に
適
用
さ
れ
た
・

五
、
不
正
流
用
理
論
は
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
お
よ
び
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
の
法
理
を
基
礎
と
し
て
発
展
し
て
き
た
従
来
の
イ

り
、
そ
の
情
報
に
基
づ
叫

判
示
し
た
わ
け
で
あ
麺
。

企
業
の
今
解
・
買
収
を
計
画
し
て
い
る
含
社
を
代
理
し
て
い
る
投
資
銀
行
（
旨
く
冊
圓
の
Ｐ
一
目
目
画
口
、
鹸
目
）
の
従
業
員
か
ら
、

合
併
・
買
収
に
関
す
る
憎
憩
》
を
知
ら
さ
れ
た
惰
勤
需
嘉
鯛
者
（
輔
筈
）
が
、
こ
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
買
収
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
会

社
の
株
式
を
買
付
け
た
行
為
に
つ
い
て
起
訴
さ
れ
た
事
件
に
つ
き
、
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
は
じ
め
て
、
不
正
流
用
理
論
に

基
づ
い
て
、
切
巨
］
の
』
ｓ
ｌ
ｍ
違
反
に
よ
る
刑
事
責
任
を
認
め
麺
・
こ
の
判
決
（
ニ
ュ
ー
マ
ン
判
決
）
は
、
被
告
に
は
、
証
券
の
売

主
ま
た
は
買
主
に
対
す
る
詐
欺
行
為
が
な
い
か
ら
因
巨
］
の
』
ｓ
ｌ
ｍ
の
違
反
は
な
い
と
す
る
地
方
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
、
被
告

は
、
重
要
な
未
公
開
情
報
を
不
正
に
流
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
主
た
る
投
資
銀
行
お
よ
び
そ
の
顧
客
た
ゑ
夏
収
会
社
に
対
し
て
、

丁
度
、
こ
れ
ら
の
会
社
か
ら
現
金
や
証
券
を
詐
取
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
不
法
行
為
を
な
し
て
お
り
、
こ
れ
は
勾
昌
の
ご
ケ
ー
切
に

違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
極
。
ま
た
、
罰
巨
］
の
」
ニ
ー
、
に
基
づ
く
訴
え
に
つ
い
て
、
民
事
責
任
の
場
合
は
別
に
し
て
、
刑
事
責

任
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
柚
舎
の
行
為
が
、
証
券
の
売
主
ま
た
は
買
主
に
対
す
る
詐
唾
駄
飽
灯
為
で
あ
る
必
要
も
な
い
と
し
麺
・

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

さ
ら
に
、
も
っ
ぱ
ら
証
券
を
買
付
け
る
目
的
で
、
合
併
・
買
収
に
関
す
る
情
報
を
不
正
に
入
手
し
た
と
い
う
》
」
と
で
、
不
正
行
為
が

「
証
券
の
亭
曹
（
に
関
す
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
切
巳
の
」
ｇ
ｌ
ｍ
の
要
件
も
満
た
さ
れ
る
と
し
潤
・
す
な
わ
ち
、

重
要
な
未
公
開
情
報
を
不
正
に
流
用
す
る
者
は
、
そ
の
情
報
の
正
当
な
所
有
者
（
情
報
所
有
者
）
に
対
し
て
詐
欺
を
働
く
も
の
で
あ

り
、
そ
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
後
に
取
引
を
な
す
こ
と
は
、
そ
の
詐
欺
が
証
券
の
売
買
に
関
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

－２２－
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ソ
サ
ィ
ダ
ー
取
引
規
制
の
趨
勢
か
ら
し
て
、
規
制
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
に
よ
っ
て
規

制
対
象
外
と
さ
れ
た
取
引
に
つ
い
て
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
の
法
理
と
抵
触
せ
ず
に
、
な
お
、
規
制
を
及
ぼ
す
た
め
の
法
理

と
し
て
考
え
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
正
流
用
理
論
に
は
、
理
論
的
に
、
日
］
の
ｓ
ワ
ー
ロ
に
基
づ
く
こ
れ
ま
で

の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
法
理
と
ど
う
し
て
も
轄
苔
し
な
い
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。

不
正
流
用
理
論
の
最
大
の
難
点
は
、
証
券
の
売
主
ま
た
は
買
主
で
な
い
者
に
対
す
る
信
任
萎
務
違
反
か
ら
証
券
取
引
に
お
け
る
詐

欺
（
…
目
葺
用
守
口
且
）
を
櫓
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ
麺
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
、
証
券
取
引
所
法
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
被

害
者
が
証
券
の
売
主
ま
た
は
買
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
従
来
の
判
例
の
線
に
そ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
を
生

ず
蕊
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
不
正
流
用
理
論
の
立
場
か
ら
は
、
勾
巳
の
］
ｓ
ｌ
ｍ
に
基
づ
く
民
事
責
任
が
問
わ
れ
る
場
合
は
と
も
か

●
●
●
●

●
●
●
●

く
、
刑
事
責
任
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
が
証
券
の
売
主
ま
た
は
買
主
（
の
①
皀
閂
。
Ｈ
ご
自
呂
園
の
『
）
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
詐
欺
行
為

が
証
券
の
売
買
（
匂
員
◎
富
、
の
日
、
巳
の
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
い
う
こ
と
に
な
魂
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
な
お
、

誰
に
対
す
る
詐
欺
行
為
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
行
為
の
規
制
に
よ
っ
て
誰
の
ど
の
よ
う
な
利
益
が
保
謹
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は

残
る
。
こ
の
点
を
つ
き
つ
め
る
と
、
不
正
流
用
理
論
は
、
証
券
取
引
に
お
け
る
詐
欺
（
信
任
農
務
違
反
）
と
い
う
よ
り
も
、
情
報
を

個
人
的
利
益
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
信
任
義
務
違
反
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
に
な
蕊
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
場
合
の
受
任
者
の
残
務
は
、
情
報
を
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
重
点
が
置
か
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
情
報
を
開
示
せ
ず
に
取
引
す
る
こ
と
よ
り
も
、
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
の
方
が
、
情
報
所
有
者
（
受
任
者
が
信
任

義
務
を
負
う
者
）
の
豪
ろ
損
害
は
大
き
く
な
る
。
例
え
ば
、
公
開
買
付
の
場
合
に
、
そ
の
情
報
が
未
公
表
の
う
ち
に
、
印
刷
業
者
の

従
業
員
が
黙
っ
て
取
引
を
し
て
く
れ
る
方
が
、
従
業
員
が
そ
の
情
報
を
公
表
し
て
し
ま
う
こ
と
よ
り
も
、
公
開
貿
付
者
に
と
っ
て
は
、

公
開
買
付
を
予
定
通
り
に
実
行
す
る
う
え
で
、
被
害
が
少
な
く
て
す
む
。
こ
の
場
合
、
受
任
者
が
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
は
、
義
務

－２３－
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違
反
を
治
癒
す
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
、
悪
化
さ
せ
る
だ
け
で
あ
麺
。
結
局
、
こ
の
場
合
の
受
任
者
の
蓋
務
の
内
容
は
、
未
公
開

の
情
報
に
基
づ
い
て
取
引
を
し
て
も
な
ら
な
い
し
、
情
報
を
闇
不
し
て
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
情
報
所
有
者
の
保
謹
と

い
う
点
か
ら
は
そ
れ
で
い
い
し
、
い
わ
ゆ
る
開
示
ま
た
は
断
念
の
原
則
も
、
実
際
上
は
、
開
示
か
断
念
か
と
い
う
二
者
択
一
で
は
な

く
、
取
引
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
麺
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
、
開
示
も
取
引
も
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
正

流
用
理
論
に
よ
る
嚢
務
の
内
容
は
、
胃
］
の
」
っ
ワ
ー
、
違
反
の
主
張
は
詐
欺
を
理
由
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
寵
、
ま
た
、
詐

欺
の
主
張
が
不
開
示
を
理
由
と
す
る
場
合
に
は
、
開
示
義
務
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
最
高
裁
判
所
の
判
髄
と
ど
う
し
て
も
合

致
し
な
い
⑬
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
以
後
の
下
級
審
判
決
に
よ
る
不
正
流
用
理
論
の
展
開
は
、
両
判
決
の
法
理
の
理
を

尽
く
し
た
適
用
（
周
の
恩
ｏ
ｐ
ａ
ｇ
で
］
】
・
目
・
ロ
）
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
法
理
を
厳
格
に
適
用
し
た
場
合
に
生
ず
る
重
要
な
規
制
上
の

（
剛
）

ギ
ャ
ッ
プ
を
裁
判
所
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
が
生
ず
る
所
以
で
あ
る
。

不
正
流
用
理
論
に
よ
る
と
、
胃
］
の
ご
ワ
ー
、
違
反
に
対
す
る
制
裁
の
う
ち
、
刑
事
責
任
と
民
事
責
任
に
つ
い
て
、
規
制
対
象
の

範
囲
に
違
い
が
生
じ
う
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
切
昌
の
］
ｓ
ｌ
ｍ
の
下
で
、
い
わ
ゆ
る
黙
示
の
私
訴
槽
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

（池）

証
券
の
売
主
ま
た
は
買
主
に
限
ら
れ
る
と
い
う
の
が
判
例
で
あ
り
、
不
正
流
用
理
論
に
よ
る
と
、
違
反
者
は
、
情
報
所
有
者
に
対

す
る
義
務
に
違
反
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
証
券
の
売
主
ま
た
は
買
主
と
の
間
に
は
、
嚢
務
違
反
を
生
ず
る
よ
う
な
関
係
が
な
い
か

ら
で
あ
る
。
刑
事
責
任
に
つ
き
不
正
流
用
理
論
を
採
用
す
る
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
も
、
不
正
流
用
理
論
に
基
づ
く
民
事
責
任
の

六
、
チ
ア
レ
ラ
判
決
の
七
カ
月
後
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
規
則
一
四
ｅ
’
一
一
一
（
罰
巳
の
匠
の
－
函
）
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
、
不
正
流

用
理
論
と
並
ん
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
チ
ァ
レ
ラ
判
決
に
す
ば
や
く
対
応
し
て
、
同
判
決
に
よ
っ
て
因
巨
］
の
』
９
１
ｍ
の
適
用
対
象
外
と
さ

（皿）

れ
た
取
引
に
つ
い
て
、
規
制
を
椿
》
続
す
る
た
め
に
採
っ
た
手
愈
←
で
あ
っ
た
。

（血）

主
張
を
退
け
て
い
る
。

2４
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証
券
取
引
所
法

一
四
条
e
項
は
'
公
国
買
付
に
関
し
て
詐
欺
的
行
為
を
な
す
こ
と
を
遵
法
と
す
る
と
同
時
に
､
S
E
C
に
対
し
て
'

(描
)

規
則
等
に
よ
っ
て
'
詐
欺
的
行
為
を
定
義
し
'
詐
欺
的
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
手
段
を
規
定
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る

｡

R
ute

ti
e
-
3
は
'
こ
の
授
権
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
.

R
u
le
t4
e
-
3
は
'
公
開
買
付
者
に
よ
っ
て
'
い
っ
た
ん
'
公
嬰

付
を
開
始
す
る
た
め
の
実
質
的
な
処
置
が
と
ら
れ
る
と
､

当
咳
公
開
買
付
に
関
す
る
情
報
を
有
す
る
他
の
す
べ
て
の
者
が
'
当
酪
情
報
が
未
公
開
で
あ
り
t
か
つ
'
そ
の
情
報
が
公
歯
買
付
者

ま
た
は
公
園
買
付
の
対
象
会
社
の
内
部
者
か
ら
入
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
'
ま
た
は
'
知
る
に
つ
毒
合
理
的
理
由
を
有

眼
E

L
な
が
ら
､
対
象
会
社
の
株
式
の
取
引
を
す
る
こ
と
は
'

一
四
条
e
項
の
詐
欺
的
行
為
に
当
る
と
す

る

｡
ま
た
'
特
定
の
者
が
'
公

開
買
付
に
関
す
る
重
要
な
未
公
開
情
報
を
他
人
に
伝
達
す
る
こ
と
も
'
そ
の
賠
果
t
R
ul
e
14
e
-
3
違
反
の
取
引
が
行
わ
れ
る
こ

(仰
)

と
が
合
理
的
に
予
測
で
き
る
状
況
で
な
さ
れ
る
場
合
に
は
遵
法
で
あ
る
と
す
る
｡た
だ
し
へ
多
様
な
莫
帯
を
営
む
金
融

･
証
券
関
係

(捕
)

韓
人
お
よ
び
公
開
買
付
者
に
対
す
る
売
付
に
つ
い
て
例
外
を
認
め

る

｡

R
ute
t4
e
-
3
は
'
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
引
を
遵
法
と
す
る
に
つ
い
て
'
取
引
を
な
す
者
'
あ
る
い
は
'
そ
の
情

報
を
漏
ら
す
者

(tip
p
er)
が
'
会
社
'
株
主
'
あ
る
い
は
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
'
竃

係
に
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
お

ら
ず
へ
讐

有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
を
浪
拠
に
し
て
い
る
｡
'･t･の
意
味
で
'
い
わ
ゆ
る
謡
宥
理
袷

(possess
i

on
theory)｣

(

潤
)

あ
る
い
は

｢平
等
理
論

(eg
atiteri
an
theory
)｣
に
立
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る

｡
し
か
し
'
こ
の
理
論
は
t

Rule10b-

(;O
)

切
の
適
用
に
関
し
て
'
チ
ア
レ
ラ
判
決
が
明
確
に
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
｡
証
券
取
引
所
法

一
〇
粂
b
項
と

一
四
条

e
項
と
は
'

前
者
が
証
券
の
取
引

一
般
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
'
後
者
が
公
閏

月付
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
除
け
ば
'
い
ず
れ
も
､

詐
葉

止
規
定
で
あ
る
こ
と
で
同
じ
で
あ
り
'
そ
の
文
言
に
も
ほ
と
ん
ど
適
い
が
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'

一
〇
粂
b
項
お
よ
び
そ
れ

に
基
づ
-
R
ute
tOb
1
5
の
下
で
'
重
要
な
情
報
を
開
示
せ
ず
に
取
引
す
る
こ
と
が
詐
欺
と
な
る
た
め
に
は
'
何
ら
か
の
信
任
開

25
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係
墾
剛
提
と
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
四
条
ｅ
項
の
下
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
は
ず
で
あ
り
、
信
任
関
係
の
一
迂
古
に
か
か
わ
ら
ず
、

重
要
な
未
侭
關
四
情
報
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
根
拠
に
、
取
引
を
禁
止
す
る
図
］
の
庭
の
－
函
は
、
一
四
条
ｅ
項
の
授

権
の
範
囲
を
越
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
、
そ
の
有
効
性
が
問
題
と
な
る
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
因
巨
］
・
崖
の
－
単
の
制
定
に
当
っ
て
、
そ
の
有
効
性
の
根
拠
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
チ
ァ
レ

ラ
判
決
は
、
不
正
に
入
手
し
た
情
報
に
基
づ
く
取
引
の
胃
］
①
Ｓ
す
－
ｍ
の
下
に
お
け
る
違
葎
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
判
断
し
て
お

ら
ず
、
さ
ら
に
、
同
判
決
の
中
に
は
、
公
圏
頁
付
に
関
す
る
重
要
な
未
公
開
情
報
を
有
す
る
者
の
取
引
を
規
制
す
る
た
め
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ

の
一
四
条
ｅ
項
に
基
づ
く
権
限
を
制
限
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
な
い
。
’
四
条
ｅ
項
の
立
法
過
程
に
照
ら
す
と
、

議
会
が
、
チ
ア
レ
ラ
事
件
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
公
開
頁
付
に
関
す
る
重
要
な
未
公
開
惰
巍
に
基
づ
く
取
引
を
、
一
四
条
ｅ
項
の
適

（
川
）

用
範
囲
と
考
え
、
し
た
が
っ
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
そ
の
規
則
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
規
制
を
加
え
る
こ
と
も
＋
ム
“
に
考
慮
さ
れ
て
い
た
。

（、）

チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
以
後
も
、
下
級
審
は
、
因
巳
の
辰
①
’
四
の
適
用
を
認
め
て
お
り
、
切
目
］
の
」
』
の
Ｉ
い
は
、
一

（畑
）

四
条
ｅ
項
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
与
え
ら
れ
た
権
限
を
正
当
に
行
使
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
最
高
裁
判
所
も
、
一
四
条
ｅ

項
は
、
一
○
条
ｂ
項
と
同
じ
く
、
註
溌
悶
行
為
に
限
定
さ
れ
る
と
し
な
が
ら
、
詐
欺
的
行
為
を
防
止
す
る
の
に
合
理
的
に
必
要
な
手

（山
）

段
と
し
て
、
詐
欺
的
で
な
い
｛
灯
為
に
つ
い
て
も
規
制
を
す
る
自
由
を
有
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

冒
一
の
底
の
－
酉
は
、
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
の
法
理
に
合
致
せ
ず
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
制
定
権
の
範
囲
を
越
え
る
と
し
て
、

（噸）

そ
の
有
効
性
に
疑
問
を
呈
す
る
見
解
は
少
な
く
な
い
。
一
四
条
ｅ
項
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
権
限
の
正
当
な
行
使
だ
と
す
る
下
級
審

判
決
も
、
一
四
条
ｅ
項
は
、
対
毎
謬
篝
社
の
株
主
と
公
開
買
付
箸
簡
の
取
引
に
の
み
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
『
引

に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
鋪
筈
の
主
張
に
対
し
て
答
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
チ
ァ
レ
ラ
の
法
理
か
ら
し
て
、
僧
洋
館
函
係
の
な
い
と

こ
ろ
で
、
単
な
る
重
要
な
未
公
開
情
報
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
根
拠
に
し
て
、
一
四
条
ｅ
項
に
基
づ
く
規
制
を
及
ぼ
し
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今
径
に
つ
い
て
は
、
右
に
み
た
通
り
、
多
い
に
疑
問
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仮
に
、
そ
の
有
効
性
を
認
め
る
と
し
て
も
、

冒
一
・
匠
の
－
四
は
、
公
開
買
付
に
関
す
る
詐
》
慾
的
行
為
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
外
部
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
の
違
轆
葎
性
に
つ
い
て
は
、
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
の
法
理
と
の
関
係
で
、
新
た
な
不
統
一
性
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
公
開
買
付
の
場
合
に
は
、
信
任
関
係
の
な
い
外
部
者
に
よ
る
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
引
が
規
制
の
対
象
と
な
る
の

に
、
公
開
買
伴
側
場
外
の
分
野
で
は
、
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
の
法
理
に
よ
っ
て
、
償
洋
館
酉
係
に
な
い
外
部
者
の
取
引
に
は
規
制

（、）
が
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（卿）

七
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
強
い
要
謂
を
受
け
て
、
議
会
は
、
一
九
八
四
年
に
、
証
券
取
引
１
町
法
の
一
部
を
改
正
す
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
制
裁

法
（
自
庁
。
百
ｍ
匙
・
『
早
目
員
切
目
・
臣
・
ロ
。
←
３
．
巨
置
１
以
下
、
一
九
八
四
年
劉
隷
法
と
い
う
）
を
制
定
し
た
。

一
九
八
四
毎
劃
灘
法
は
、
流
通
市
場
に
お
い
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
行
う
者
お
よ
び
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
特
定
の
方
法
に
ょ
っ

て
輔
助
（
圏
言
鼈
…
員
）
す
る
者
に
対
し
て
、
新
た
に
、
墨
罰
（
・
貫
］
…
身
）
を
課
す
こ
と
を
主
た
る
内
容
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
重
要
で
未
公
開
の
遣
誕
亡
有
し
て
（
旨
ご
ｏ
ｍ
ｍ
の
、
臼
・
ロ
・
開
）
証
券
の
売
買
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

（
“
）

う
る
か
と
い
う
問
題
を
墓
上
面
か
ら
取
り
卜
げ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
詐
欺
的
行
為
薯
防
正
す
る
に
必
要
な
範
囲
で
、
詐
欺
的

で
な
い
杵
潟
に
つ
い
て
も
規
制
す
る
自
由
が
あ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
困
巨
］
①
底
の
Ｉ
い
に
よ
っ
て
、
詐
欺
的
行

為
を
防
正
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
詐
欺
的
で
な
い
行
為
そ
れ
白
身
を
禁
止
の
封
翠
こ
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
や
は
り
、
権

（”）

硯
塞
越
え
て
い
る
と
い
う
批
判
も
成
り
立
ち
う
る
。

（畑）

公
闇
貿
符
の
全
身
ほ
ど
、
重
要
な
未
公
開
憤
報
に
基
づ
く
不
公
止
な
取
引
の
行
わ
れ
易
い
祭
鑑
野
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
チ
ァ
レ

ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
こ
の
全
身
で
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
的
罰
規
制
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
認
識
し
、
規
制
の

（畑）

必
要
性
を
認
め
る
者
か
ら
は
、
”
巳
の
怠
の
’
四
に
基
づ
く
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
制
は
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
法
理
上
の
整
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イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
裁
判
所
に
差
止
命
令
（
且
目
§
・
口
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
（
証

券
取
引
所
法
二
一
条
仙
項
Ⅲ
）
、
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
利
益
の
吐
き
出
し
（
＆
、
囚
・
畠
の
日
の
□
ず
）
を
含
む
付
随
的
救
済
（
目
‐

（畷）

巳
］
Ｐ
ｑ
同
の
］
】
呉
）
を
命
ず
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
差
止
命
令
は
、
将
来
、
二
度
と
同
じ
違
法
行
為
を
起
さ
な
い
よ
う
命
ず
る

も
の
で
あ
り
、
す
で
に
な
さ
れ
た
違
法
行
為
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
罰
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
利
益
の
吐
き
出
し
と
い

う
救
済
方
法
も
、
違
反
者
か
ら
違
反
行
為
の
果
実
を
奪
う
こ
と
に
は
な
る
が
、
違
反
者
を
違
反
前
の
状
態
に
戻
す
だ
け
で
あ
っ
て
、

小
葉
の
今
瞬
お
よ
び
買
収
の
増
加
と
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
市
場
の
発
達
は
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
引
に
よ
っ
て
不
当
に

利
狸
函
す
る
機
会
を
増
や
し
、
そ
の
利
鰹
暉
を
巨
額
な
も
の
に
す
る
可
能
性
を
も
同
時
に
有
し
て
お
り
、
こ
の
莫
大
な
利
益
を
得
る
可
能

性
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
い
う
違
法
行
為
を
ま
す
ま
す
魅
刀
的
な
も
の
に
し
た
。
こ
の
誘
惑
を
断
ち
切
る
た
め
に
は
、
よ
り
強

（猫）
力
な
抑
謝
型
壬
段
が
必
要
と
さ
れ
た
。

（
剛
）

考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
、
新
た
に
民
事
罰
を
課
す
こ
と
に
し
た
の
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
行
わ
れ
る
状

況
が
、
ま
す
ま
す
増
大
し
て
き
た
の
に
比
べ
て
、
既
存
の
制
裁
手
段
だ
け
で
は
、
こ
れ
に
対
す
る
抑
止
力
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と

Ｉ

（噸）
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

て
、
証
券
取
引
所
法
の
規
定
ま
た
は
そ
の
規
定
に
基
づ
く
規
則
も
し
く
は
命
令
に
違
反
す
る
者
、
ま
た
は
、
未
公
開
稽
報
を
漏
ら
す

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
違
反
を
輔
助
す
る
者
（
暮
已
胃
）
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
合
衆
国
裁
判
所
に
、
民
事
罰
『
を
課
す
よ
う

求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
（
一
九
八
四
毎
劃
隷
法
二
条
。
改
正
後
の
証
券
取
引
所
法
二
一
条
仙
項
②
）
。

民
事
罰
の
額
は
、
裁
判
所
が
事
悪
実
の
状
況
に
照
ら
し
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
当
該
違
反
一
ロ
為
に
よ
っ
て
得
た
利
益
も
し
く
は

免
れ
た
損
失
の
一
一
一
倍
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
は
、
合
衆
圃
扇
溌
、
省
（
ｇ
ｏ
目
Ｈ
・
協
巨
ｑ
・
崗
昏
の
ご
巳
冨
」
ぬ
国
風
）
に
納
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’
九
八
四
無
制
裁
法
は
、
民
事
罰
が
課
さ
れ
る
対
象
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
未
公
開
情
報
を
有
し
て
証
券
を
箒
貢
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
券
取
副
町
法
の
規
定
に
違
反
す
る
者
と
定
め
る
の
み
で
、
そ
れ
以
上
に
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
、

定
一
議
規
定
を
置
く
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
法
制
定
を
強
く
要
請
し
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
ウ
濯
者
が
、
何
が
イ
ン

（噸）
を
鋳
廼
没
し
た
目
町
で
あ
っ
た
。

一
九
八
四
無
制
裁
法
は
、
ロ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
券
取
訓

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
し
て
は
、
右
の
制
裁
の
ほ
か
に
、
勾
巳
の
こ
す
－
ｍ
に
基
づ
く
一
廼
酢
権
、
す
な
わ
ち
、
私
人
に
よ
る
損

害
賠
償
調
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。
も
し
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
行
っ
た
者
に
課
さ
れ
る
損
害
賠
償
の
額
が
巨
額
な
も
の
に
な
る
と

す
れ
ば
、
こ
れ
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
す
る
抑
止
力
と
な
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
可
能
性
も
、
賠
償
額

が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
よ
っ
て
得
た
利
益
ま
た
は
免
れ
た
損
失
の
額
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
法
律
壊
会
の
連
邦
証
券

（
卿
）
（
剛
）

（
煙
）

法
典
お
よ
び
判
例
の
出
現
に
よ
っ
て
遠
の
い
て
し
ま
っ
た
。

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
す
る
既
存
の
制
裁
手
段
が
、
右
の
よ
う
に
、
抑
止
力
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
を
行
っ
た
者
に
怒
涛
的
処
罰
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抑
止
力
を
高
め
よ
う
と
い
う
の
が
、
一
九
八
四
毎
劃
郵
法
が
民
事
罰
》

し
て
＋
鼻
忽
で
な
い
。

な
状
況
の
下
で
は
、
差
止
命
令
も
利
益
の
吐
き
出
し
も
、
巨
額
の
利
益
を
目
指
し
、
実
際
に
は
摘
発
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
、

（烟）
摘
発
さ
れ
て
も
元
も
と
だ
と
考
え
る
者
に
と
っ
て
は
、
違
法
行
為
を
抑
制
す
る
手
段
に
は
な
り
得
な
い
。

証
券
取
引
所
法
の
規
定
に
故
意
に
違
反
し
た
者
に
は
、
刑
事
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
（
一
回
法
三
二
条
何
項
）
、
イ
ン

（噸）

サ
イ
ダ
ー
取
引
に
も
、
当
然
刑
軍
鼠
則
の
適
用
が
考
え
ら
れ
る
が
、
刑
事
罰
が
適
用
さ
れ
る
の
は
比
較
的
少
な
く
、
こ
れ
も
抑
止
力
と

違
反
行
為
を
廟
す
る
と
い
う
勧
菓
は
な
い
。
そ
の
上
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
撞
発
に
対
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
取
引
の
強
化
に
も
か
か
わ

（”）
ら
ず
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
発
覚
す
る
可
能
性
は
少
な
い
と
い
う
認
識
が
、
ま
だ
一
般
に
残
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う

2９



琉大法学第45号（1990）

（
皿
）

サ
イ
ダ
ー
取
引
と
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
法
で
十
分
に
指
標
と
な
り
う
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、

そ
の
幅
広
い
規
則
制
定
権
を
市
場
の
発
展
に
対
応
し
て
行
使
し
て
き
て
お
り
、
制
定
法
で
定
義
規
定
を
置
く
こ
と
は
、
柔
軟
性
を
損

な
い
、
ま
た
、
新
た
な
規
定
は
、
既
存
の
不
明
確
さ
を
解
消
す
る
こ
と
よ
り
も
、
新
た
な
不
確
実
性
を
作
り
出
す
こ
と
に
も
な
り
か

（函）

ね
な
い
と
い
う
の
も
、
定
義
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。

一
九
八
四
年
制
裁
法
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
の
定
嚢
規
定
を
置
か
ず
、
民
事
罰
と
い
う
新
た
な
制
裁
手
段
の
み
を
定

め
た
と
い
う
こ
と
は
、
議
会
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
裁
判
所
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関
す
る
既
存
の
法
を

（畷）

承
認
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ま
ず
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
そ
の
も
の
の
是
非
に
つ
き
、
学
説
上
争

い
が
あ
り
、
建
遣
字
者
の
意
見
を
反
映
し
た
反
対
説
も
、
近
時
、
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
が
証
券
葹
場
の
公
正
、
誠
実
性
を
害
し
、
投
資
者
の
信
頼
を
損
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、
厳
し
く
規
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

（、）

こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
蟻
会
の
全
面
的
支
持
を
得
た
と
い
う
意
蕊
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
八
四
年
制
裁
法
は
、
民
事
罰
の

対
象
と
な
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
は
、
判
例
窪
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
に
よ
っ
て
、
十
分
に
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提

に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
八
四
年
制
裁
法
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関
す
る
判
例
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、

そ
れ
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
制
裁
法
の
規
定
お
よ
び
立
法
過
程
に
照
ら
し
て

み
て
も
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

前
述
の
通
り
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
基
本
原
理
に
つ
い
て
は
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
判
決
を
出
発
点
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る

所
有
理
論
な
い
し
情
報
平
等
理
論
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
規
制
拡
大
に
歯
止
め
を
か
け
た
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
に
よ
る

信
任
関
係
理
論
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
不
正
流
用
理
論
も
拾
頭
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
独
自
に
困
巨
］
の
属
の
’
四
を
制

定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
公
開
買
付
に
関
わ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
を
強
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
間
に
は
、
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最
高
裁
の
採
る
信
任
関
係
理
払甲
と
の
整
合
性
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
あ
る
こ
と
も
前
述
し
た
｡

7
九
八
四
年
制
裁
法
の
蓮

過
程
に
よ
る
と
'
蒔
会
は
'
最
高
裁
の
チ
ア
レ
ラ
･
ダ
ー
ク
ス
判
決
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
'
テ
キ

サ
ス
･
ガ
ル
フ
や
不
正
流
用
理
論
を
採
る
下
笹

判
決
､
さ
ら
に
､
s
E
C
の
R
ul
e
t4
e
-

3

に
基
づ
-
規
制
を
も
す
べ
て
支

(5
)

持
し
て

い

る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
'
聾

茶は
'
イ
ン
サ
イ
ダ
-
取
引
の
親
制
に
つ
き
'
基
本
的
に
は
'
培
果
的
に
公
正
性
'
誠

実
牡
に
合
致
し
な
い
取
引
を
群
極
的
に
排
除
す
る
と
い
う
姿
勢
を
支
持
し
て
お
り
'
意

我
の
良唱
圧
関
係
理
飴
は
'
形
式
的
に
受
け

醒
凸

入
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き

る

｡

7
九
八
四
年
制
裁
法
五
条

(改
正
後
の
証
券
取
引
所
法
二
〇
桑

畑萌
)
は
'
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
も
制
裁
法
の
適
用
対
象
と
し
て

明
定
し
た
｡
こ
れ
は
へ
制
帯
法
の
主
た
る
内
容
が
'
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
雪

現
制
法
の
実
質
に
は
触
れ
ず
'
単
に
制
裁
手

段
を
強
化
す

耐
E

る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
中
に
あ
っ
て
'
実
質
的
な
法
改
正
と
い
え
る
も
の
で
あ

る

｡

何
故
な
ら
､
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基

づ
-
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
が
t
R
ul
e
tOb
I
5
の
下
で
詐
欺
的
行
為
と
看
倣
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
は
'
チ
ア
レ
ラ
･
ダ
ー
ク
ス
の

竃

係
理
袷
､
す
な
わ
ち
'
信

任
関
係
の
存
在
が
前
程
条
件
だ
と
す
る
立
場
か
ら
は
へ
鹿
間
と
な
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

一
九
八
四
年
制
裁
法
が
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
明
文
で
も
っ
て
規
制
の
対
象
と
認
め
た
こ
と
は
'
或
る
場
合
に
は
'
必
ず
し
も
僅
珪
開

(
州

)

係
が
先
に
存
在
し
て
い
な
い
場
合
で
も
､
開
示
薯

が
生
じ
う
る
と
す
む
も
の
だ
か
ら
で
あ

る

｡

重
要
な
兼
公
望

に
基
づ
-
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
が
,
証
券
そ
の
も
の
の
取
引
と
同
じ
く
'
不
当
な
利
得
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら

す
る
と
'
こ
れ
を
規
制
の
対
象
と
し
た

一
九
八
四
年
制
裁
法
の
立
場
は
'
十
分
に
支
持
さ
れ
う
る
｡
し
か
し
'
そ
の
理
論
上
の
根
拠

(柑
)

と
な
る
と
'
チ
ア
レ
ラ
･
ダ
ー
ク
ス
の
信
任
関
係
理
論
と
の
整
合
性
に
ど
う
し
て
も
問
題
が
残
る
｡

一
九
八
四
年
制
裁
法
が
'
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
明
文
で
規
制
の
対
象
と
し
た
こ
と
は
'
立
法
過
程
に
み
ら
れ
る
'
議
会
の
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
対
す
る
結
果
優
先
的

(r
爵
ul
七･〇ri

ented)姿
勢
と
相
換
っ
て
'
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
法
理
の
発
展
に
'
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（
蝿
）

論
理
一
貫
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
へ
混
迷
を
も
た
ら
す
結
果
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

〔
注
〕

（
１
）
証
券
取
引
所
法
第
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
■
巳
の
ぢ
ず
－
ｍ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

い
か
な
る
者
も
、
州
隆
通
商
の
方
法
も
し
く
は
手
段
、
ま
た
は
郵
便
あ
る
い
は
園
渓
証
篝
取
引
所
の
施
設
を
利
用
し
て
、
鉦
券
の
購
入
ま
た

は
澆
甜
に
関
し
て
（
旨
８
月
の
◎
毬
。
ｐ
乱
昏
昏
の
己
同
ｏ
ｇ
ｍ
の
ｏ
刊
⑩
ｐ
』
の
。
【
ｐ
昌
切
の
：
且
ご
）
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
、
次
の
各
項
に
褐

⑪
委
員
会
が
公
益
ま
た
は
投
資
者
保
賎
の
た
め
必
要
ま
た
は
適
当
と
畷
め
て
定
め
る
規
則
に
違
反
し
て
、
国
法
歴
券
取
引
所
に
登
録
さ
れ
て

い
る
柾
券
ま
た
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い
旺
券
の
剛
入
ま
た
は
売
却
に
関
し
て
、
相
場
操
縦
的
ま
た
は
詐
欺
的
策
略
も
し
く
は
術
策
（
８
口
貫
く
‐

目
・
の
）
を
用
い
る
こ
と
。

い
か
な
る
者
も
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
、
州
際
通
商
の
方
法
お
よ
び
手
段
も
し
く
は
郵
便
ま
た
は
国
法
証
券

次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

ａ
。
。
：
：
。
・
・
・
：
。
：

規
則
一
ｏ
ｂ
Ｉ
５
（
河
口
］
の
ご
コ
ー
、
）
（
桓
溺
逼
凝
的
お
よ
び
欺
購
的
蔦
噛
の
使
用
１
回
目
□
］
・
首
の
貝
・
帛
冨
画
口
冒
］
９
月
四
日
、
。
‐

８
℃
←
：
、
の
ａ
８
ｍ
ｌ
）

第
一
○
条
（
相
場
溌
砿
的
お
よ
び
詐
欺
的
箆
峪
の
俸
甫
に
関
す
る
規
制
ｌ
田
・
町
ロ
］
圏
・
ロ
・
崗
岳
の
ロ
、
の
。
［

Ｃ
①
◎
の
口
冒
の
、
⑩
風
８
②
）

取
引
所
の
施
設
を
利
用
し
て
、

旨
ロ
日
ロ
巳
口
武
言
の
、
且

－３２－
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げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

③
詐
欺
（
□
の
岸
Ｐ
且
）
を
行
う
た
め
の
策
略
（
：
『
】
◎
の
）
、
叶
略
（
⑰
ロ
ケ
の
日
①
）
ま
た
は
技
巧
（
日
武
威
Ｃ
の
）
を
用
い
る
こ
と
。

⑪
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
事
実
と
異
な
る
記
戦
を
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
当
時
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
記
戦
に
つ
き
誤

解
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
重
要
事
項
の
妃
戦
を
省
略
す
る
こ
と
。

⑥
い
ず
れ
か
の
者
に
対
し
て
詐
欺
（
序
口
且
）
も
し
く
は
欺
購
（
：
◎
の
辱
）
と
な
り
、
ま
た
は
、
昨
歎
も
し
く
は
欺
臓
と
な
る
お
そ
れ
の
あ

る
行
為
、
恒
付
ま
た
は
業
務
一
々
法
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
条
文
の
訳
は
、
日
本
証
券
経
済
研
究
所
・
外
国
証
議
圏
聯
法
令
集
（
ア
メ
リ
カ
ー
お
よ
び
Ⅲ
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
閃
巳
の
旨
ワ
ー
函
は
、
合
衆
国
一
九
三
三
年
証
券
法
（
晋
の
煕
》
：
風
匡
の
の
缶
。
←
ｏ
門
］
の
圏
）
お
よ
ひ
一
九
三
四
年
歴
券
取
引
所
法
に
基
づ

く
規
制
の
中
で
、
他
の
規
定
に
よ
る
規
制
の
及
ば
な
い
分
野
、
す
な
わ
ち
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
以
外
の
者
に
よ
る
旺
券
の
貿
付

（
己
月
。
ｇ
⑪
の
）
に
お
け
る
昨
銚
難
型
付
為
を
規
制
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
㈲
・
㈲
。
＄
・
司
巨
且
Ｐ
目
の
昌
巴
⑪
。
田
平

。
ｐ
臥
蔚
、
因
の
四
】
】
畳
。
ｐ
『
９
１
『
＆
（
后
呂
）
．
な
お
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
ロ
」
琉
大
法
学
第
ニ
ニ

ニ
ヱ
ハ
九
頁
二
九
七
七
年
）
参
照
。

（
３
）
解
】
】
ｍ
ｇ
２
】
》
息
⑩
駒
ｓ
ｏ
「
司
具
ｐ
鐵
：
旦
顧
（
時
『
貝
勲
肖
属
軋
戴
③
②
け
Ｐ
Ｓ
〔
ご
再
８
日
ご
閃
２
。
『
名
医
目
・
貸
さ
「
冒
圓
◎
冒
・
『
四

○
の
。
，
Ｆ
』
・
皀
呂
．
】
＆
得
（
邑
困
）

（
４
）
＆
苞
・
》
言
・
勺
８
冊
の
Ｈ
》
曰
彦
の
げ
ぃ
尋
。
崗
臼
Ｃ
１
の
⑰
』
三
（
②
９
．
巴
・
］
忠
一
）

（
５
）
勺
吋
ｏ
ｍ
ｍ
ｏ
同
．
②
６
日
目
◎
繭
心
．
ｇ
『
旨
ｌ
】
Ｐ
。

（
６
）
そ
れ
ぞ
れ
の
脱
に
つ
い
て
は
、
切
鈩
》
眉
８
す
め
》
ロ
ー
】
ぬ
口
武
。
ｐ
胃
己
勺
日
◎
蔵
。
①
口
且
の
『
罰
巨
］
の
ｇ
す
－
ｍ
⑫
国
・
◎
】
〔
□
〕
（
四
Ｑ

の
」
・
忌
雪
”
の
『
・
）
参
照
。
ま
た
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
規
制
す
べ
き
だ
と
す
る
立
場
か
ら
の
コ
モ
ン
・
ロ
ｌ
の
詳
細
な
検
討
と
し
て
、

肝
犀
血
目
目
・
切
目
日
曰
◎
ず
の
函
・
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
容
認
す
べ
き
だ
と
す
る
立
場
か
ら
の
コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
の
検
討
と
し
て
、
○
．
目
‐

目
の
具
与
風
（
貯
司
阜
員
只
冒
困
貝
〔
ご
ヨ
ョ
：
旧
自
ｓ
・
望
ロ
○
江
・
田
．
ｍ
の
『
・
田
口
（
］
廻
量
）
参
照
。
な
お
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
Ｈ
」
琉
大
》
薄
字
第
二
一
号
七
二
頁
（
一
九
七
七
年
）
以
下
参
照
。

3３



琉大法学第45号（1990）

（
Ⅳ
）
菌
司
・
の
巨
已
□
・
『
湯
（
回
・
ロ
・
句
口
・
］
農
『
）
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
原
告
二
人
と
被
告
二
人
の
四
人
で
全
株
式
を
所
有
し
、
四
人
が
取

締
役
会
を
槽
成
し
て
い
る
閉
鎖
会
社
に
関
す
る
も
の
で
、
被
告
が
会
社
の
財
産
を
第
三
者
に
売
却
す
る
交
渉
を
し
た
の
ち
、
原
告
に
そ
の
こ

と
を
知
ら
せ
な
い
で
、
原
告
の
全
株
式
を
買
付
け
、
そ
の
あ
と
で
、
右
の
交
渉
を
成
立
せ
し
め
て
利
得
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
原
告
が
切
巳
の

〆■、〆■、'■、

１６１５１４
伯＝、､ジ、.’

（
７
）
の
①
］
荷
曰
ｐ
ｐ
・
の
猩
口
『
ロ
ロ
。
←
①
②
．
ｇ
巨
皀
印
、
シ
・
』
口
。
◎
す
、
雪
の
原
匂
「
ロ
ロ
ｏ
←
の
９
２
］
－
］
算
。
。
。
ｓ
『
甘
く
・
し
ｍ
ｐ
ｍ
、
荷
・
路
②

嵩
Ｐ
ｍ
ｍ
・
鶴
の
．
⑪
臼
－
忠
・
旨
①
ｚ
・
回
・
忠
Ｐ
①
９
１
日
（
』
②
閏
）

（
８
）
切
鈩
・
』
ｐ
８
ヶ
、
》
②
§
「
ロ
ロ
。
←
の
＠
・
日
］
－
］
］
Ｐ
画
・
拙
稿
・
前
掲
注
６
、
七
五
頁
以
下
。

（
９
）
、
シ
・
白
ｍ
８
す
②
・
の
§
》
『
ロ
ロ
◎
ず
の
９
９
】
Ｉ
］
一
コ
○
．
日
日
の
ロ
一
・
日
育
む
、
。
§
§
“
ず
、
飼
厘
【
⑩
』
園
。
国
１
ｍ
加
」
訂
国
司
。
『
、
§
偽
「

罰
⑩
ョ
⑩
（
蜂
已
さ
、
Ｃ
仰
一
ゴ
ロ
且
⑩
只
冒
。
§
。
「
、
》
ｇ
目
口
】
の
口
・
自
・
巨
呂
》
巨
思
（
］
爵
◎
）

（
、
）
Ｆ
・
［
６
ｍ
⑪
》
農
ご
「
ロ
ロ
。
←
の
画
一
巴
『
局
・

（
ｕ
）
＆
苞
・
巴
『
鱈
・

（
⑫
）
、
少
・
］
口
８
９
．
の
猩
口
「
項
目
。
←
の
Ｐ
巴
得
－
９
ｍ
ｌ
函
巨
・

（
旧
）
田
・
円
鴎
○
ｍ
の
．
②
５
日
・
ロ
。
←
の
Ｐ
ｇ
『
路
．
な
お
、
句
臥
の
目
］
］
・
与
員
ｕ
『
口
冴
⑩
具
国
司
、
§
〈
』
。
、
馨
⑩
蔦
巳
．
『
付
｜
＆
の
「
具
○
○
コ
§
：

、
少
・
］
口
８
９
．
の
猩
口
「
項
目
。
←
の
Ｐ
巴
得
－
９
ｍ
ｌ
函
巨
・

田
・
閂
唱
○
ｍ
の
．
②
§
日
ロ
。
←
の
Ｐ
ｇ
『
路
．
な
お
、
句
臥
の
目
］
］
・
冒
甸
「
口
冴
の
具
国
司
⑯
ロ
ヨ
員
旦
暮
⑩
蔦
巳
蜀
吋
《
汁
日
』
○
○
コ
§
・
包

旧
Ｐ
ｇ
・
＄
ｚ
・
㎡
・
ロ
・
げ
・
閃
の
『
．
⑬
田
（
］
⑪
＆
）
一
国
巴
の
◎
ず
の
丙
・
苛
当
甸
一
時
日
』
○
○
目
》
◎
日
蔑
○
百
耐
Ｐ
Ｅ
鬮
叱
レ
ョ
聾
功
的
の
②
⑰
ョ
閏
号
『
⑭
四
口
２
・

田
・
罰
の
『
・
巨
念
（
邑
呂
）
（
矢
沢
惇
訳
・
〔
一
九
六
六
’
一
〕
ア
メ
リ
カ
法
九
頁
以
下
）
。
拙
稿
「
い
わ
ゆ
る
『
連
邦
会
社
法
（
可
の
ロ
‐

の
門
Ｂ
ｏ
Ｃ
Ｂ
ｏ
Ｂ
区
ｏ
ｐ
Ｆ
ｐ
ご
『
）
』
の
生
成
・
発
展
と
そ
の
限
界
」
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
第
三
三
鍵
エ
ハ
号
（
昭
和
五
五
年
）
二
頁
以
下
、
お

よ
び
、
「
い
わ
ゆ
る
『
句
の
：
３
』
○
○
日
・
日
魯
・
口
悼
：
』
の
意
蕊
ｌ
言
・
○
旨
・
恩
弓
・
国
・
９
．
○
ヶ
・
日
】
８
」
○
○
日
ロ
：
『
・
思
い
同

画
。
ｇ
←
（
］
①
巴
）
を
手
が
か
ｈ
と
し
て
」
琉
大
法
学
第
二
八
号
（
一
九
八
一
年
）
四
ｏ
一
頁
以
下
参
照
。

㈲
・
Ｆ
ｏ
ｍ
Ｐ
②
展
己
『
ロ
ロ
。
訂
画
・
Ｐ
←
『
国
の
。

、
シ
・
白
目
◎
す
｜

（
、
．
□
の
」
・
后
凹
）

』
ｃ
（
具シ
・
』
Ｐ
８
ヶ
、
．
“
原
ロ
「
ロ
ロ
。
←
の
Ｐ
巴
】
Ｉ
ｍ
Ｓ
ｌ
】
］
》
の
□
の
①
』
ぐ
・
曰
Ｎ
ｐ
口
ｍ
ｐ
ｇ
の
臥
○
Ｐ
》
９
句
・
の
巨
已
己
・
巴
の
。
②
畠
－
画
①
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アメリカにおけるインサイダー取引規制の法理一総論(下)：島袋鉄男

'■、〆■、

３０２９
、＝■＝

（
躯
）
観
圏

（
即
）
＆
蔵

（
恥
）

〆へ〆､

２５２４
、-'、■'

（
躯
）

（
配
）

グー、戸、

２１２０
，－'、．'

グー、

１９
，－'

（
肥
）

］
ｓ
Ｉ
ｍ
違
反
を
理
由
に
利
得
の
支
払
を
求
め
て
所
え
た
も
の
で
あ
る
。

９
句
．
、
Ｅ
ロ
ロ
・
ｇ
ｍ
（
Ｏ
・
ロ
。
』
・
忌
日
）
・
司
頂
、
Ｒ
：
（
Ｐ
厨
司
司
・
斡
・
；
』
ｇ
可
・
の
５
℃
・
倉
］
（
Ｃ
・
ロ
の
］
・

忌
酊
】
）
・
』
９
句
・
の
■
ご
ロ
・
←
『
（
□
・
ロ
の
』
・
］
①
酊
画
）
．
（
首
冒
８
百
．
ョ
（
旨
冒
摂
滞
の
．
届
、
句
・
ｍ
ｇ
ｂ
・
』
『
の
（
、
ｂ
の
］
・

桿
鴎
、
）
・
冒
・
＆
笥
貝
・
園
践
同
臣
②
＄
（
豊
○
時
．
】
鴎
⑤
）
本
件
は
、
会
社
の
多
数
株
主
で
あ
っ
た
被
告
が
、
会
社
の
在
庫
葉
タ

バ
コ
の
売
却
価
格
が
、
公
表
さ
れ
た
会
社
の
財
務
報
告
の
平
均
的
幅
簿
価
格
よ
り
も
は
る
か
に
高
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
少
数
株

主
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
間
に
、
会
社
の
解
散
・
滴
算
に
よ
っ
て
、
在
庫
品
の
脇
賀
し
た
価
値
を
利
得
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
下
に
、
右
の

事
実
を
開
示
せ
ず
に
、
少
数
株
主
（
原
告
）
か
ら
株
式
を
買
付
け
、
利
得
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

注
Ⅳ
、
肥
参
照
。
な
お
、
両
判
決
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前
掲
注
（
２
）
七
○
頁
以
下
参
照
。

Ｆ
旧
◎
冊
・
閏
も
日
ロ
◎
芯
Ｐ
ロ
ミ
圏

白
目
、
①
門
間
日
己
の
○
国
：
』
》
Ｏ
Ｂ
荷
『
．
。
］
：
ｎ
ヶ
８
口
》
】
雪
国
・
由
。
念
・
亀
（
○
・
シ
・
画
停
温
】
）
三
８
１
・
島
貫
⑩
＆
詮
］
ｐ
．
ｍ
．

馬
っ
（
】
蹟
己

例
え
ば
、
国
・
言
ロ
ロ
ロ
の
》
曰
の
江
の
『
弓
且
旨
、
口
且
吾
の
の
一
○
鼻
冨
口
鳥
の
計
（
］
①
○
つ
）
『
○
日
］
８
口
ロ
且
国
、
◎
訂
］

ロ
ロ
巨
回
口
註
目
の
『
。
。
Ｈ
己
。
『
Ｐ
津
。
ｐ
、
因
』
③
（
円
の
『
・
の
。
。
】
や
』
、
）

勺
『
◎
崗
・
○
ｍ
ｇ
・
巨
晉
の
旨
Ｐ
尊
閂
◎
由
ｏ
Ｐ
ｑ
］
・
因
◎
す
の
Ｈ
←
の
陣
。
。
・
・
さ
め
，
固
‐
。
．
ｇ
『
．
①
］
←
（
】
の
臼
）

の
因
。
『
・
弓
の
Ｈ
口
②
○
口
］
由
、
ロ
］
ロ
ケ
巨
円
．
ｇ
】
句
・
閣
旦
困
函
（
画
」
○
月
．
］
・
密
）
．
：
軋
・
＆
§
蔚
回
・
酋
麗
ｐ
．
ｍ
．
召
①
（

旨
菩
の
言
Ｐ
諄
の
Ｈ
ｏ
帛
○
Ｐ
。
］
雪
国
◎
ず
の
１
，
陣
。
。
・
・
合
切
・
国
・
ｐ
ｇ
『
（
后
臼
）
．

傘
・
印
・
回
。
。
ｇ
＠
局

饅
三
句
・
国
』
巴

患

国
扇
詞
摺
渭

-

53
￣

、＝
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Ｆ■、〆■、

３９３８
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'■、′■、〃■、／■、グヘ

３７３６３５３４３３
、.ノミ.'、一夕ミーノ、.グ

（
皿
）
本
稿
二
、
琉
大
》
薄
字
第
四
三
号
（
一
九
八
八
年
）
四
五
頁
以
下
。

（
犯
）
㈲
巴
】
、
の
ご
ｏ
ｏ
１
・
砕
員
『
偲
暮
⑩
」
嘱
営
（
旨
忌
、
い
（
磑
貯
冒
嘗
⑩
河
の
３
、
冒
坊
・
ョ
巳
母
『
冒
凰
⑩
②
．
」
百
．
冒
具
（
の
②
．
§
只
○
建
扇
、
日
軋
‐

・
の
貫
囲
冒
暮
⑩
、
「
８
口
§
飼
い
ｐ
ｓ
Ｑ
写
風
月
、
早
目
具
甘
困
・
＄
シ
』
Ｐ
・
田
・
河
の
ご
・
四
＄
・
色
噌
（
屋
冨
）

（
§
◎
ヨ
ミ
』
訂
の
蔵
⑩
、
白
丁
ロ
忌
煽
・
鶴
の
厨
曰
・
田
・
河
の
『
・
忠
『
（
』
の
園
）
『
Ｚ
。
←
の
．
ヨ
訂
回
蔑
§
『
目
。
Ｐ
且
ミ
ミ
ロ
、
蒜
曾

毘
弓
◎
等
⑯
②
爵
》
固
可
◎
ョ
◎
。
凰
○
臼
討
８
ｑ
ｐ
司
巳
等
⑱
甸
③
囚
具
口
斡
◎
詞
ｐ
、
罫
⑩
ｍ
三
ｍ
目
副
斡
⑯
②
●
ず
只
属
②
月
ご
葺
愚
の
一
口
ロ
・
げ
・
河
の
『
．
Ｓ
⑭
］

①
発
行
会
社
、
取
締
役
、
役
員
、
支
配
株
主
、
主
要
株
主
。

②
発
行
会
社
の
従
業
員
、
発
行
会
社
の
受
託
者
、
内
部
者
の
代
理
人
。

③
内
部
者
の
家
族
、
公
開
買
付
に
お
け
る
内
部
者
の
補
助
者
、
合
併
お
よ
び
買
収
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、
商
売
仲
間
。

④
会
社
と
契
約
関
係
に
あ
る
者
、
引
受
業
者
、
会
計
士
、
弁
賎
士
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン
グ
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、

広
報
関
係
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
技
術
関
係
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
合
併
に
つ
い
て
助
言
す
る
歴
券
ア
ナ
リ
ス
ト
、
銀
行
お
よ
び
金
銭
の
貸
主
、
機

固
】
嵐
目
。
ご
・
暉
付
、
⑪
尊
陣
冨
唱
閂
⑩
包
冒
。
．
＆
③
句
・
噂
。
」
圏
（
画
。
。
】
『
・
］
Ｃ
ｓ
）
・

少
Ｈ
ｐ
の
風
ｏ
ｐ
ｐ
Ｆ
目
『
門
口
切
葺
ｇ
の
『
可
①
口
①
日
』
、
①
。
目
貸
の
、
。
。
：
⑫
】
『
＆
（
ｃ
ｐ
且
吻
】
『
＆
．
な
お
、
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
田
」
琉
大
法
学
第
二
五
号
（
一
九
七
九
年
）
四
五
頁
以
下
参
照
。

伊
ｐ
ｐ
ｍ
の
『
。
◎
ユ
・
の
辰
己
「
ロ
ロ
◎
註
②
国
ご
ｐ
一
一
つ
四
・

判
例
に
よ
っ
て
規
制
の
対
鎮
と
さ
れ
た
者
お
よ
び
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
に
よ
っ
て
規
制
の
対
象
と
な
り
う
る
と
さ
れ
た
者
は
つ
ぎ
の
通
り
で

あ
る
。
⑰
シ
シ
・
白
口
８
ケ
ｍ
・
巨
威
、
ロ
ー
』
ｏ
ｐ
Ｐ
ａ
Ｕ
Ｈ
ｐ
ｏ
蔭
◎
の
ｐ
ｐ
ｑ
の
門
切
巳
の
Ｓ
ｄ
Ｉ
ｍ
（
画
。
固
□
，
』
の
雪
切
の
『
・
）
⑫
３
．
９
〔
ｐ
〕

（
得
の
『
『
）

〔
は
〕
函
Ｉ
盆
②
！
』
念
．

局
か
『
＆
・
Ｐ
一

団
］
丙
目
。

角
守
（
具
・
巴
←
つ
い
Ｉ
Ｃ
②
。

『
ひ
（
＆
・
Ｐ
一
一
つ
四
・畠

●

3６



アメリカにおけるインサイダー取引規制の法理一総輪(下加島袋鉄男

（
妃
）

（
卿
）
＆
苞
・
巴

〆■、／■、

４６４５
、－’ﾐーグ

'■、’■、

４４４３
，．’、＝

関
稻
毎
璽
家
、
登
録
ま
た
は
裏
霊
夢
蔦
露
代
理
人
、
試
鴎
誘
窒
肋
、
鹸
迩
竃
相
手
。

⑤
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
イ
カ
ー
、
榊
霧
温
顔
行
。
’

⑥
歴
券
取
訶
型
防
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
他
の
類
翻
瑠
鰯
闘
の
《
醤
員
、
印
｛
卿
菜
者
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
鍵
鞠
猶
蕊
韻
鬮
の
一
瞥
負
、
鉦
券
の
買
付
を
権
蒋
雫
す

る
新
聞
記
事
の
熟
拳
者
。
「

（
釦
）
外
部
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
い
う
の
は
、
言
藁
と
し
て
は
矛
盾
が
あ
る
。
重
要
な
宋
公
關
溺
嗅
寂
に
基
づ
く
璽
馴
を
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
（
旨
、
昼
の
Ｈ
可
且
旨
、
）
と
呼
ん
だ
の
は
、
そ
の
★
鏡
野
分
が
い
わ
ゆ
る
会
律
内
部
者
に
よ
る
取
引
で
あ
り
、
会
社
●
内
部
者
に
よ
る
取
引

を
瘤
懇
剛
す
る
こ
と
か
ら
、
規
制
の
法
理
も
発
展
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
正
し
い
が
、
規
制
の
窺
混
を
表
す
呼
称
と
し
て
も
、
ま
た
、
規

制
の
対
象
と
さ
れ
る
行
為
を
一
不
す
と
い
う
点
か
ら
も
正
砿
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
正
確
な
璽
視
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ

の
分
露
『
の
法
が
十
分
に
壼
蔑
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
一
本
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
シ
日
・
ロ
・
缶
ｍ
ｍ
ｐ
・
》
○
○
日
目
』
←
‐

←
の
。
。
ｐ
国
の
」
の
『
い
］
幻
の
囚
巳
：
◎
口
ｏ
閉
、
の
。
Ｅ
臥
匡
の
の
》
甸
偶
》
・
副
旦
暮
⑩
国
勗
諒
悶
ｄ
月
⑮
：
罰
騏
且
§
。
旨
＆
弓
厨
寓
時
、
阜
目
島
『
閃
．

、
、
創
涛
罰
鵠
且
§
・
冒
口
冒
詩
、
等
の
毎
頁
鴬
薗
且
句
『
ｄ
鳳
凰
・
『
閲
旦
暮
の
牌
・
匡
風
鳥
の
固
凋
＆
自
衛
・
径
凰
＆
】
温
←
・
酋
口
屋
ｍ
・

田
ロ
ゴ
・
厘
圏
・
西
隠
（
』
電
窃
）
（
ず
閂
の
旨
口
津
閂
。
】
訂
１
冊
し
国
缶
切
の
ｂ
ｏ
１
）

（
似
）
田
・
Ｆ
ｏ
ｍ
ｍ
・
閏
も
『
員
ロ
Ｃ
訂
Ｐ
ｇ
ベ
ヨ
・

（
妃
）
し
口
・
句
巳
①
甸
巴
研
目
は
蔵
の
ｍ
ｏ
Ｏ
Ｑ
の
⑫
員
逼
○
○
日
目
の
日
（
画
）
（
］
）

（
鯛
）
ち
目
・
西
ｇ
ｇ
Ｐ
念

○
．
日
日
・
具
曰
鳶
」
向
日
・
Ｐ
武
・
ヨ
ミ
閃
臣
』
。
】
ｓ
－
胃
・
豊
ロ
司
葡
貝
訂
の
苞
の
、
の
萄
郊
ロ
蔦
⑩
ａ
、
§
⑩
：
．
。
言
。
「
の
胃
・
闇
四
ｐ
目

Ｓ
・
切
の
『
・
］
団
②
（
』
頃
ご
）
》
○
○
回
目
の
具
甸
８
．
：
【
肘
貸
ｍ
ｐ
８
菖
匂
さ
「
』
く
○
百
烏
②
。
（
。
②
冒
甸
ロ
ミ
⑮
、
勾
具
⑩
ご
す
－
ｍ
向
。
§
｛

い
，
炉
○
ｍ
ｍ
ど
の
届
己
「
ロ
ロ
。
←
の
西
Ｑ
Ｐ
←
『
、
①
。

□
日
←
の
」
の
厨
訂
⑪
『
・
○
旨
閂
の
］
］
、
雪
留
②
句
・
国
』
］
韻
の
（
、
。
９
月
・
巴
『
画
）
．
「
、
ご
曹
只
・
仁
、
ｐ
．
ｍ
．
西
目
（
后
ｇ
）

留
囚
句
・
ｍ
Ｑ
ｇ
屋
震
．

邑
忠
１
回
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C
c
e
s
S
t
o
I
7
q
/
ｍ
Ｔ
ｕ
ａ
範
ｏ
７
ｍ
Ｍ
助
ｉ
ｆ
ｅ
ａ
Ｓ
ｍ
蛇
ｓ
〃
．
Ｃ
）
i
f
c
u
J
垣
Z
財
１
９
８
０
W
i
B
I
j
・
R
e
v
、
１
６
２
蝋
E
B
:
。

(
寺
）
C
h
i
a
r
e
l
l
a
v
・
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
，
４
４
５
Ｕ
､
S
､
2
2
2
（
1
9
8
0
）

(
畠
）
Ｉ
b
i
d
・
ａ
ｔ
２
３
５
－
６
．

(
扇
）
乃
尅
．
ａ
ｔ
2
3
1
．

(
路
）
L
2
.
．
ａ
ｔ
２
３
２
－
３
．

(
昭
）
Ａ
Ｂ
Ａ
R
e
p
o
r
t
,
s
z
4
p
P
9
p
u
n
o
t
e
4
0
，
ａ
ｔ
２
３
３
－

(
菌
）
Ｊ
ｂ
ｉ
ｄ
ａ
ｔ
２
３
２
－
３
．

(
鵠
）
Ｉ
Ｄ
地
．
ａ
ｔ
2
3
3
．

(
霊
）
Ｄ
ｉ
ｒ
ｋ
ｓ
ｖ
・
S
E
C
，
蝿
Ｕ
Ｓ
６
４
６
（
1
鯛
）

(
缶
）
必
i
d
a
t
6
5
5
．

(
霊
）
乃
地
．
ａ
ｔ
6
5
9
．

(
霊
）
Ｉ
b
i
d
・
ａ
ｔ
６
５
９
－
６
５
．

(
＄
）
L
i
d
・
ａ
ｔ
6
6
3
．

(
ろ
）
Ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
ａ
ｔ
６
６
５
－
７

(
患
）
Ａ
Ｂ
Ａ
R
e
p
o
r
t
,
ｓ
叩
巫
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
４
０
，
ａ
ｔ
2
3
4
．

(
霊
）
４
４
５
Ｕ
Ｓ
ａ
ｔ
２
３
２
．

(
苫
）
I
b
i
d
・
ａ
ｔ
脚
；
５
A
A
J
a
c
o
b
s
1
s
U
P
m
n
o
t
e
3
9
，
§
6
6
.
0
2
〔
ａ
〕
〔
i
i
i
〕
〔
Ｃ
〕
〔
Ｉ
〕
ａ
ｔ
3
-
4
4
9
．

(
沼
）
５
A
A
J
a
c
o
b
s
,
s
叩
ｍ
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
３
９
，
ａ
ｔ
3
-
4
5
1
．

(
悪
）
A
f
f
i
l
i
a
t
e
d
U
t
a
C
i
t
i
z
e
n
s
v
､
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
，
棚
Ｕ
・
Ｓ
１
２
８
（
1
9
7
2
)
．

(
＄
）
Ｓ
Ｅ
Ｃ
ｖ
、
C
a
p
i
t
a
l
G
a
i
n
s
R
e
s
e
a
r
c
h
B
U
r
e
a
u
，
I
n
c
.
，
３
７
５
Ｕ
､
S
､
1
8
0
（
1
9
6
3
)
．
．

(
霊
）
M
o
s
s
v
M
o
r
g
a
n
S
t
a
n
l
e
y
l
n
c
.
，
７
１
９
Ｆ
.
Ｍ
５
，
１
１
（
２
．
C
i
r
、
1
9
8
3
)
．

ｅ霊ご噸等騒朴埋Ｋ溝
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アメリカにおけるインサイダー取引規制の法理 総鯰(下)：島袋鉄男
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ご
己
電
○
ｍ
冨
一
の
、
『
・
国
の
勇
「
目
目
『
、
震
可
・
画
□
届
（
恩
９
吋
・
忌
日
）
『
８
ヨ
ミ
⑤
鐵
。
詞
具
》
電
＆
＆
＆
罫
。
冒
句
§
｛
詠
訂
Ｑ

ｃ
ｂ
冒
【
◎
百
・
『
圏
可
・
臣
『
＄
（
ｇ
ｏ
岸
・
］
麗
酉
）
．
。
⑩
『
鄙
．
（
酵
肖
（
⑩
＆
一
段
ｐ
．
ｍ
．
②
忠
・

の
②
一
国
・
西
口
ｇ
ヨ
ー
②
。

一
念
ｐ
．
ｍ
．
ｇ
温
む
１
ｓ
．

＆
己
・
巴
圏
宇
隠
、
．
・

＆
苞
Ｊ
凰
圏
①
．
な
お
、
こ
の
五
人
の
判
事
は
、
そ
の
後
の
判
決
の
中
で
、
「
憤
報
受
領
者
は
、
も
し
彼
温

用
す
る
（
日
尉
ｇ
Ｒ
ｏ
ｂ
臥
口
誌
）
か
、
違
法
に
（
昌
の
、
巴
』
］
）
入
手
す
る
か
す
る
嶋
合
に
は
、
國
巳
①
】
◎
ず
Ｉ
切

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
意
見
に
加
わ
っ
て
い
る
■
ｇ
①
日
日
】
恩
。
Ｅ
日
・
・
患
］
】
囚
⑥
汀
日
・
骨
．
百
一

国
ｇ
・
函
］
四
目
・
愚
（
屋
囹
）
・

鱈
蹟
ご
’
ぬ
．
ｇ
ロ
圏
．

『
①
弓
只
・
ロ
ー
扇
－
ヨ

角
。
『
＆
。

伊
・
円
』
○
ｍ
ｍ
ロ
圏
も
「
ロ
ー
ロ
。
←
の

シ
国
缶
切
の
ご
◎
瓜
》
の
【
も
。
園

田
・
㈲
。
⑩
の
】
的
原
己
『
ロ
ロ
。
←
の

『
。
『
Ｑ
Ｊ
ｐ
←
『
の
ｍ
Ｉ
Ｐ

⑰
シ
シ
・
ロ
ロ
８
ヶ
ｍ
・
助
長
口
、
ロ
ゴ
◎
恵
路
・
日
②
－
念
Ｐ

角
賃
＆
’
２
“
Ｉ
磨
麗
３
１
鱈
切
一
・

一
＄
ロ
・
の
。
ｇ
圏
、
ロ
ー
瞳
．

、
少
し
・
』
回
８
ケ
の
一
切
属
己
司
属
目
。
←
の
＄
・
巴
函
Ｉ
お
◎
．

急
酉
ｐ
．
ｍ
．
９
，
段
．

瞳
Ｐ
。

な
お
、
こ
の
五
人
の
判
事
は
、
そ
の
後
の
判
圷
決
の
中
で
、
「
憤
報
受
領
者
は
、
も
し
彼
が
、
そ
の
梢
報
を
不
正
に
流

。
□
臥
口
誌
）
か
、
違
法
に
（
昌
の
、
巴
』
］
）
入
手
す
る
か
す
る
嶋
合
に
は
、
國
巳
①
】
９
－
ｍ
の
下
で
賢
任
を
負
わ
さ
れ

と
述
べ
て
い
る
意
見
に
加
わ
っ
て
い
る
■
ｇ
①
日
日
】
恩
。
Ｅ
日
・
・
患
］
】
囚
・
汀
日
・
骨
・
旨
。
。
『
・
ロ
の
曰
賢
台
画
ｐ
．
ｍ
．

い
■
Ｐ
←
『
の
②
ｏ

ｐ
ｏ
冨
合
・
凰
圏
幻
、
シ
シ
・
山
口
８
ワ
、
。
②
属
ご
日
ロ
。
←
の
＄
・
凰
四
Ｉ
念
』
・

国
・
口
一
『
つ
②
。
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Ｓ
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アメリカにおけるインサイダー取引規制の法理一総論(下)：島袋鉄男

（
伽
）

（
烟
）
し
ロ
缶
切
の
己
ｏ
１
－
良
己
「
ロ
ロ
。
←
の
←
・
・
９
画
公
国
『
国
の
】
］
閂
今
。
颪
ｐ
「
具
』
ロ
》

こ
の
『
⑰
Ｅ
②
固
可
。
■
ｏ
冒
苛
臼
守
⑩
。
ｇ
》
・
囚
『
国
巨
の
．
Ｆ
巴
ご
・
巴
『
『
③
全
（
］
垣
巴
）
・

（
噸
）
旺
券
取
引
所
法
一
四
条
ｅ
項
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
一
四
条
（
霧
荏
状
１
℃
可
・
駄
吊
）

⑥
い
か
な
る
者
も
、
公
開
買
付
（
芯
且
閂
。
『
厭
吋
）
ま
た
は
そ
れ
に
対
す
る
応
募
の
要
鯛
も
し
く
は
招
鯖
に
関
連
し
て
、
あ
る
い
は
、
当

該
公
開
貿
付
ま
た
は
要
舗
も
し
く
は
招
鯛
に
反
対
し
ま
た
は
賛
成
す
る
よ
う
証
券
保
有
者
を
勘
藤
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
璽
要
な
事
実
に

つ
き
虚
偽
の
記
戦
を
な
し
、
ま
た
は
、
記
戦
が
な
さ
れ
た
状
況
に
照
ら
し
誤
解
を
招
か
な
い
た
め
に
必
要
な
重
要
な
事
実
の
記
戦
を
省
略

し
、
ま
た
は
、
詐
欺
的
（
津
目
目
］
の
己
）
、
欺
購
的
（
：
◎
の
已
欝
の
）
も
し
く
は
相
場
操
縦
的
（
日
ロ
日
ロ
巳
口
欝
の
）
な
行
為
ま
た
は
慣
行

を
行
う
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。
委
覺
会
は
、
本
項
の
た
め
に
、
規
則
ま
た
は
命
令
（
目
］
＄
臼
己
『
の
四
』
〕
島
・
ロ
、
）
で
、
詐
欺
的
、
欺
臓

的
、
相
場
操
縦
的
行
為
お
よ
び
慣
行
を
定
義
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
行
為
お
よ
び
慣
行
を
防
止
す
る
た
め
に
合
理
的
に
考
慮
さ
れ
た
手

段
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
日
本
旺
券
経
済
研
究
所
・
外
国
歴
券
関
係
法
令
巣
・
ア
メ
リ
カ
ー
八
三
頁
参
照
）

規
則
一
四
条
ｅ
１
３
条
（
公
開
貿
付
に
関
す
る
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
鮭
券
取
引
Ｉ
目
８
口
目
・
←
】
・
ョ
、
旨
、
・
・
巨
風
蔚
切
・
ロ

豊
の
国
砧
風
の
。
門
冨
口
蔽
風
巳
・
ｚ
ｏ
ｐ
ご
§
］
】
◎
百
８
吋
目
ｐ
註
。
ｐ
甘
言
の
〔
ど
ロ
訂
Ｈ
←
ｏ
閂
弓
の
目
の
『
○
門
葱
円
切
）

⑧
項
或
る
者
が
、
公
關
曹
（
付
を
開
哩
蛸
す
る
た
め
の
実
鷺
的
な
処
置
も
し
く
は
諸
処
歴
を
取
り
、
ま
た
は
、
公
西
圏
鳳
付
を
開
始
し
た
場
合

に
は
（
公
開
賢
付
者
Ｉ
・
罵
風
口
、
℃
；
・
ロ
）
、
当
該
公
關
買
付
に
関
す
る
情
報
を
有
す
る
他
の
者
が
、
当
該
情
報
が
未
公
開
で
あ
り
、

か
つ
、
⑩
公
開
貿
付
者
、
②
当
該
公
開
》
輿
何
者
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
匪
券
の
発
行
者
、
ま
た
は
、

㈹
公
開
｝
廓
何
者
ま
た
は
発
行
者
の
た
め
に
行
為
す
る
役
員
、
取
締
役
、
パ
ー
ト
ナ
ー
、
従
業
員
、
そ
の
他
の
者
か
ら
、
直
接
も
し
く
は
間

接
に
入
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
ま
た
は
知
る
べ
き
理
由
を
有
し
な
が
ら
、
当
該
証
券
、
当
該
歴
券
に
転
換
も
し
く
は
交
換

因
巳
の
辰
の

ﾋﾞﾑｺ

ｸﾞ■、

92,

、
扇
百
河
属
狩
愚
⑩
Ｉ
②
巳
員
Ｃ
弓
一
蕨
茂
刃
凰
劃
②
切
邇
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琉大法学第45号（1990）

（
、
）

も
し
く
は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。

⑪
⑥
項
②
号
㈹
に
規
定
一

者
に
対
す
る
伝
逮
。

⑪
項
Ⅲ
号
本
法
一
四
条
ｅ
項
で
規
定
す
る
詐
欺
的
、
欺
臓
的
、
相
場
操
縦
的
行
為
も
し
く
は
慣
行
を
防
止
す
る
た
め
に
合
理
的
に
考
慮

さ
れ
た
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
本
条
ｄ
項
②
号
に
規
定
す
る
者
が
、
他
人
に
、
公
開
買
付
に
関
す
る
重
要
で
未
公
開
の
情
報
を
伝
達
（
８
日
‐

曰
巨
日
８
万
）
す
る
こ
と
は
、
当
該
伝
連
が
、
本
条
違
反
を
生
ぜ
し
め
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
合
理
的
に
予
測
で
き
る
状
況
の
下
で
な

さ
れ
る
場
合
に
は
、
違
法
と
す
る
。
但
し
、
響
恵
で
な
さ
れ
る
つ
ぎ
の
伝
逮
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

Ⅲ
公
開
貿
付
者
の
役
員
、
取
締
役
、
パ
ー
ト
ナ
ー
も
し
く
は
従
業
員
、
公
開
買
付
者
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
ま
た
は
、
当
該
公
開
賢
付
の

立
案
、
資
金
鬮
逮
、
準
備
も
し
く
は
実
行
に
関
わ
っ
た
そ
の
他
の
者
に
対
す
る
伝
逮
。

⑪
当
該
公
開
買
付
の
対
象
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
証
券
の
発
行
者
、
発
行
者
の
役
員
、
取
締
役
、
従
業
員
も
し
く
は

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
ま
た
は
、
当
該
公
開
買
付
に
関
す
る
発
行
者
の
行
為
の
立
案
、
資
金
鯛
達
、
準
備
も
し
く
は
実
行
に
関
わ
っ
た
そ
の
他
の

倒
制
定
法
ま
た
は
制
定
法
に
基
づ
く
規
則
も
し
く
は
命
令
の
要
求
に
従
っ
て
な
す
他
の
者
へ
の
伝
逢

ｄ
項
②
号
本
条
仙
項
仙
号
で
規
定
す
る
者
と
は
つ
ぎ
の
通
り
。

⑩
公
開
賢
付
者
、
そ
の
役
員
、
取
締
役
、
パ
ー
ト
ナ
ー
、
従
業
員
も
し
く
は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

⑪
当
該
公
開
買
付
の
対
象
と
さ
れ
、
も
し
く
は
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
旺
券
の
発
行
者
、
そ
の
役
員
、
取
締
役
、
パ
ー
ト
ナ
ー
、
従
業
員

国
巳
の
崖
の
－
②
（
（

規
則
一
四
ｅ
－
三
条

し
う
る
旺
券
、
ま
た
は
、
こ
れ
ら
の
旺
券
を
取
得
も
し
く
は
処
分
し
う
る
選
択
樋
も
し
く
は
梅
莉
を
買
付
け
、
も
し
く
は
完
付
け
、
ま
た

は
、
買
付
け
も
し
く
は
充
付
け
さ
せ
る
こ
と
は
、
当
該
『
夏
付
け
も
し
く
は
一
弱
付
け
前
の
合
理
的
時
間
内
に
、
当
該
情
報
お
よ
び
そ
の
情
報

源
が
、
新
聞
発
表
そ
の
他
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
な
い
限
り
、
本
法
一
四
条
ｅ
項
に
規
定
す
る
詐
欺
的
、
欺
鴎
的
、
相
場
温
綴
藤
的
行
為
も
し

く
は
慣
行
を
樽
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

国
ロ
』
の
崖
の
－
②
（
□
）

⑥
項
②
号
㈹
に
規
定
す
る
者
、
ま
た
は
、
⑥
項
②
号
伽
に
規
定
す
る
発
行
者
も
し
く
は
そ
の
他
の
者
の
た
め
に
行
動
す
る
者
。

4２
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圏
巴
》
田
目
、
。
ご
・
・
１
．
国
意
冒
の
巳
の
、
早
●
巨
鳥
品
、
§
○
騨
・
冨
駒
」
凰
旦
］
・
農
§
巳
』
嚴
回
葡
鳳
目
固
Ｈ
貯
葺
恥
●
田
口
Ｅ
、
函
『

ぐ
口
口
』
・
伊
・
因
の
『
・
局
囹
（
ら
Ｅ
）

（
血
）
一
九
八
四
隼
剰
蕊
錘
法
は
、
民
事
罰
の
新
設
の
ほ
か
、
鉦
券
取
引
所
法
一
四
条
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
遵
守
命
令
等
の
行

政
手
続
を
と
り
得
る
こ
と
と
す
る
た
め
の
同
法
一
五
条
ｎ
項
側
の
改
正
お
よ
び
同
法
違
反
者
に
対
す
る
刑
事
洞
と
し
て
の
翻
垂
の
最
高
額
を

一
万
ド
ル
か
ら
一
○
万
ド
ル
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
同
法
三
二
条
の
改
正
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
出
ｏ
口
、
、
幻
の
□
○
吋
一
・
の
５
日

目
。
←
の
］
函
］
壹
呉
】
壹
墨
屡
口
・
の
。
。
。
」
の
ｏ
ｏ
ｐ
ｍ
．
伸
し
□
・
Ｚ
の
ョ
『
、
ｇ
圏
忌
・

（
蝿
）
改
正
後
の
旺
券
取
引
所
法
二
一
条
⑪
項
②
号
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

㈹
委
負
会
は
、
い
ず
れ
か
の
者
が
、
Ⅲ
国
法
証
券
攻
引
所
の
施
設
に
お
け
る
、
も
し
く
は
、
施
設
を
通
し
た
取
引
、
ま
た
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー

も
し
く
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
か
ら
の
、
ま
た
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
も
し
く
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
を
通
し
た
取
引
で
、
か
つ
、
⑪
標
準
化
さ
れ
た
オ
プ
シ
ョ

ン
（
、
冨
且
日
＆
恩
。
。
：
。
：
）
以
外
の
証
券
の
発
行
者
に
よ
る
公
募
の
一
部
で
な
い
取
引
に
お
い
て
、
重
要
で
未
公
開
の
情
報
を
有
し

て
（
旨
ご
◎
闇
の
閉
」
：
ｏ
開
）
、
鉦
券
を
買
付
け
、
も
し
く
は
、
一
癖
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
性
の
規
定
、
ま
た
は
、
本
性
の
規
定
に
基
づ

く
規
則
も
し
く
は
命
令
に
違
反
し
た
と
寵
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
、
ま
た
は
、
そ
の
者
の
当
該
違
反
を
教
唆
、
輔
助
す
る
者
に
よ
っ
て
支
払

わ
れ
る
べ
き
民
事
罰
（
＆
凸
已
の
ロ
巴
ご
）
を
求
め
て
、
合
衆
国
地
方
蕊
鋤
型
所
に
齢
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
裁
判
所
は
民
事
罰

を
謀
す
管
輔
梅
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
民
事
罰
の
額
は
、
率
実
と
燗
況
に
照
ら
し
て
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
が
、
当
該
違
法
売

買
に
よ
っ
て
得
た
利
益
も
し
く
は
免
れ
た
損
失
の
三
倍
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
額
は
、
合
衆
国
財
務
省
（
夢
の
早
の
ｐ
ｍ
ｐ
ｑ
・
崗

房
の
ロ
日
一
己
、
冨
訂
、
）
に
支
払
わ
れ
る
。
…
…
略
…
…
。

⑥
い
か
な
る
者
も
、
重
要
で
未
公
開
の
憤
報
を
伝
達
す
る
（
８
日
目
巨
巳
。
ｇ
旨
、
）
こ
と
以
外
の
一
々
蚕
に
よ
っ
て
、
本
項
②
号
仰
の
適
用

を
受
け
る
取
引
を
教
唆
。
輔
助
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
理
由
に
、
本
項
②
号
㈲
に
基
づ
く
制
裁
を
課
さ
れ
る
》
」
と
は
な
い
。
本
性
二
○
条

㈲
項
の
規
定
は
、
本
号
に
基
づ
く
脈
え
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。
い
か
な
る
者
も
、
本
号
に
基
づ
く
賢
任
を
負
う
者
を
廟
用
し
て
い
る
と

い
う
だ
け
の
理
由
に
よ
っ
て
、
木
宴
に
基
づ
く
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

必
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（
蝿
）
■
。
Ｅ
い
の
閃
の
ｂ
ｏ
１
雪
良
ロ
ョ
ロ
ロ
◎
訂
］
国
・
日
』
四
・
＄
程
ロ
・
の
。
。
。
□
の
○
○
口
ｍ
・
伜
シ
Ｐ
国
の
ョ
『
の
》
ｇ
圏
留
・

（
鯛
）
伊
ｐ
ｐ
ｍ
の
『
。
◎
尋
『
良
己
「
ロ
ロ
。
←
の
】
巳
・
巴
局
忌
１
ｍ
．

（
剛
）
』
Ｃ
苞
・
巴
旨
９
．
な
お
、
改
正
後
の
証
券
取
引
涛
灌
二
○
条
⑥
項
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
二
○
条
（
支
配
を
行
う
者
の
寄
荏
）

価
重
囲
篭
未
ハ
〈
閲
掴
鞠
を
好
適
し
、
ま
た
は
、
重
要
な
未
恐
命
關
蝿
濯
有
し
て
、
証
券
を
買
付
け
、
も
し
く
は
売
何
け
る
こ
と
が
、
本
法

（
観
）
＆
苞
・
巴
届
司
．

グ■、'■、

１３６１３５
，－'、－’

’■、ク■、

１３１１３３
、.’、.'

ダベ’■、

１３２１３１
，－’、－’

（
蝿
）

（
剛
）

（
伽
）

（
蝿
）

（
、
）

タベ′■、

１２５，１
，．'、＝'

。
…
…
…
略
…
…
…

、
…
…
…
略
…
…
…

国
。
（
』
、
の
囚
８
．
１
・
の

げ
ｐ
ｐ
ｍ
①
ご
ｏ
ｏ
風
・
切
民
□
「
Ｐ
ｐ
ｏ
訂
浄
画
。
。
⑪
←
］
、
『
←

餌
。
■
⑰
の
河
の
ｂ
ｏ
１
・
助
長
Ｕ
「
ロ
ロ
。
←
の
局
Ｆ
２
局
・
国
・
后
農
ｐ
．
ｍ
．
。
。
』
の
。
◎
口
、
．
伸
し
○
・
国
の
虫
「
の
寳
巴
圏
恩

四
．
巨
切
の
固
の
ｂ
◎
風
雪
②
長
ロ
日
ロ
◎
ず
。
］
巴
・
巴
屋
・
后
麗
ｐ
．
ｍ
．
。
。
○
の
○
○
口
函
・
厚
鈩
□
・
国
①
ョ
『
⑰
》
ｇ
愚
恩
．

■
。
■
、
の
幻
の
ｂ
ｏ
１
一
の
鷹
で
３
－
口
。
←
の
］
巴
・
日
②
。
］
垣
医

Ｆ
Ｐ
ｐ
ｍ
の
『
Ｃ
Ｏ
ユ
・
の
県
石
「
ロ
ロ
Ｃ
訂
］
画
】
・
色
←
］
画
『
。

国
嵐
目
。
『
・
臼
付
、
の
等
伸
冨
］
の
司
切
・
旨
。

シ
Ｆ
閂
・
可
の
口
．
、
円

田
Ｐ
ｐ
ｍ
の
『
０
．
ユ
。
②
底
己
、
ロ
ロ
。
←
の
］
国
・
口
念
］
画
『
、

四
．
口
、
の
因
８
．
１

四
．
色
、
の
因
の
ｂ
ｏ
１
》
②
原
己
司
ロ
ロ
。
←
の
』
国
》
２
９
】
・
麗
口
・
の
。
。
。
□
の
。
。
ｐ
、
．
厚
し
□
・
国
の
ョ
⑪
。
ｇ
圏
ろ
．

国
◎
巨
、
の
囚
の
□
◎
１
・
の
属
□
『
ロ
ロ
。
←
の
局
］
・
巴
②
。
』
の
因
ｐ
．
ｍ
．
○
○
』
の
ｏ
ｏ
ｐ
ｍ
．
伸
し
』
・
国
圀
「
の
壹
巴
圏
臼
・

餌
ｏ
Ｐ
ｍ
の
国
の
ｂ
ｏ
１
『
助
属
Ｕ
『
ロ
ロ
◎
す
の
］
巴
・
ロ
一
画
・
画
］
・
腿
・
］
ｇ
一
口
．
、
．
。
。
』
の
Ｏ
ｏ
ｐ
ｍ
・
陣
シ
」
・
Ｚ
の
剣
印
・
ｇ
ｇ
『
の
・
圏
９
．
画
９
ｍ

Ｐ
・
Ｆ
Ｃ
ｍ
ｐ
の
辰
己
「
Ｐ
ｐ
ｏ
訂
画
・
Ｐ
←
」
○
つ
①

②
星
ご
「
ロ
ロ
。
繭
局
Ｆ
ｇ
ｍ

。
。
」
の
函
ご
＆
（
⑤
）
陣
（
ず
）
（
】
空
ご
）

園

句
・
画
」
』
、
⑦
（
国
ｇ
ｏ
計
・
后
②
つ

ロ
・
瞳
・
」
の
医
口
・
の

ロ
・
の
．
。
。
。
①
○
○
口
ｍ
・
膝
シ
９
国
の
舅
「
の
『
ｇ
圏
巴

。
。
」
の
ｏ
ｏ
ｐ
ｍ
，
陣
鈩
。
．
ｚ
の
ョ
、
．
ｇ
呂
呂

、＝

圏
ｇ

、
■
①
画
面
や
②

-４５－



琉大法学第45号（1990）

戸、〆■、'■、

143Ｍ２１４１
、.’、.'、.’

の
規
定
、
ま
た
は
、
本
法
の
規
定
に
基
づ
く
規
則
も
し
く
は
命
令
に
違
反
し
、
ま
た
は
、
当
咳
規
定
の
下
で
当
該
証
券
の
買
主
も
し
く
は
売

主
に
対
す
る
宜
任
を
生
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
ま
た
は
当
該
征
券
を
含
む
グ
ル
ー
プ
も
し
く
は
指
数
（
ｐ
四
．
ロ
ロ
◎
引
旨
：
Ｈ
）
に
関

す
る
プ
ッ
ト
（
ロ
ｇ
）
、
コ
ー
ル
（
。
ｐ
］
］
）
、
ス
ト
ラ
ド
ル
（
の
一
日
且
］
の
）
、
オ
プ
シ
ョ
ン
（
。
□
ご
◎
ロ
）
も
し
く
は
特
権
（
己
臥
ａ
】
の
、
の
）
に
関

す
る
当
該
行
為
も
、
ま
た
、
当
該
規
定
、
規
則
も
し
く
は
命
令
に
違
反
し
、
ま
た
、
当
該
規
定
の
下
で
当
該
証
券
の
買
主
ま
た
は
売
主
に
対

す
る
寅
任
を
生
ず
る
者
と
す
る
。

旬
目
、
の
司
・
・
日
の
【
も
日
ロ
・
繭
后
】
．
ｐ
一
局
９
．

閂
可
『
＆
。

■
ず
司
只
・
口
←
］
、
『
中
。
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㈲
立
法
案
提
出
の
背
景

一
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
に
つ
い
て
、
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
切
巳
の
】
ｓ
ｌ
ｍ
以
外
に
、
規
制
の
根
拠
と
な

る
べ
き
特
別
の
規
定
を
法
定
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
。

重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
引
が
罰
巳
。
ご
す
－
ｍ
に
違
反
す
る
と
さ
れ
る
者
の
範
囲
が
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
判
決
や
キ
ャ

デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
の
法
理
を
基
礎
と
し
て
、
伝
統
的
な
舎
含
社
内
部
者
以
外
の
者
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
会

社
情
報
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
市
場
情
報
に
基
づ
く
場
合
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
く
る
と
、
ど
こ
で
限
界
を
設
け
る
べ
き
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
と
な
る
。
と
く
に
、
市
場
惰
報
の
場
合
に
は
、
未
公
開
情
報
を
入
手
し
う
る
者
が
、
必
ず
し
も
、
会
社
内
部
者
や
証
券

の
発
行
会
社
と
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
に
限
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
発
行
会
社
な
い
し
は
発
行
髪
社
の
株
主
に
対
す
る
義
務
違
反
を

切
巳
の
』
ｓ
Ｉ
⑰
違
反
（
詐
欺
）
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
法
理
上
の
問
題
と
、
未
公
開
の
市
場
情
報
を
入
手
し
う

る
者
が
、
し
ば
し
ば
、
証
券
市
場
が
効
率
的
に
機
能
す
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
有
す
る
者
で
あ
り
、
す
べ
て
の
未
公
開
情
報
に
基

づ
く
取
引
を
禁
止
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
得
策
で
は
な
い
と
い
う
政
策
上
の
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
議
論
を
尽

く
し
た
う
え
で
、
そ
の
適
用
範
囲
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
勾
巳
の
ｓ
ケ
ー
、
の
下
で

発
展
し
て
き
た
判
例
を
整
理
し
、
誰
の
ど
の
よ
う
な
情
報
に
基
づ
く
取
引
が
禁
止
さ
れ
る
の
か
を
明
文
で
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
勾
巳
の
ｓ
ワ
ー
、
の
適
用
に
つ
き
、
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
が
設
定
可
能
か
に
つ
い
て
意
見
を

求
め
た
こ
と
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
（
Ａ
Ｂ
Ａ
）
の
小
委
員
会
が
表
明
し
た
懲
恥
や
〉
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
（
Ａ
Ｌ
Ｉ
）

、
）

の
連
邦
証
券
法
典
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る
特
別
の
規
定
（
第
一
六
○
三
鈴
）
は
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
立
法
案
の
具
体
例

四
立
法
案
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

灯
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合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
勾
巳
の
』
ｓ
ｌ
ｍ
の
下
で
違
法
と
さ
れ
る

理
由
に
つ
き
、
は
じ
め
て
、
最
高
裁
判
所
と
し
て
の
見
解
を
明
確
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
法
理
は
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
判
決
や

キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
渓
を
基
礎
と
し
て
発
展
し
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
下
級
審
判
決
の
法
理
と
は
、
変
種
に
お
い
て
相
い
れ
な

い
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
判
例
に
よ
る
規
制
の
範
囲
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判

決
以
後
に
お
い
て
も
、
従
来
の
規
制
の
方
向
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
両
判
決
の
法
理
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
罰
巳
の
Ｓ

す
‐
画
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
新
た
な
立
法
に
よ
る
以
外
に
な
い
と
い
う
主
張
は
、
両
判
決
の
直
後
か
ら
あ
っ
額
す
な
わ
ち
、
チ

ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
自
身
の
な
か
に
、
立
法
の
動
き
へ
の
萌
芽
が
含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
以
後
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
従
来
の
規
制
砿
大
の
方
向
に
そ
っ
て
規
制
を
強
化
し
、
下
級
審
判
例
も

そ
の
立
場
を
支
持
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
法
理
は
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
の
法
理
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
、
解
釈
上
、
両
判
決
の
法
理
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
下
級
琴
判
決
の
い
わ
ゆ
る
不

耐
）

正
流
用
鯰
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
証
券
取
引
所
法
一
四
条
・
項
に
基
づ
く
罰
昌
・
崖
。
‐
酉
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
理
論

や
規
則
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
目
的
や
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
乎
決
の
法
理
と
十
分
に
轄
苔
性
を
も
ち
う
る
も
の
な

の
か
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
蝿
。
こ
れ
ら
の
理
論
や
規
則
に
よ
る
規
制
は
、
規
制
の
必
要
性
に
迫
ら

れて考え出された、つぎはぎの体系（目・罫・鳥：庁・目）の観は否め麺、チアレラおよびダークス判決以後の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
は
、
首
尾
一
貫
し
た
理
論
が
な
い
と
評
さ
れ
て
い
麺
。
そ
し
て
、
法
理
の
混
迷
を
招
い
て
い
る
最
大

の
原
因
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
因
已
の
Ｓ
丘
－
ｍ
の
詐
欺
概
念
の
下
で
規
制
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘

さ
血
趨
・
そ
こ
か
ら
、
詐
欺
概
念
に
よ
ら
ず
に
、
端
的
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
そ
れ
自
体
を
違
法
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
、
論
理

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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チ
ァ
レ
ラ
お
よ
ひ
ダ
ー
ク
ス
判
決
以
後
、
下
級
審
剃
伽
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
の
下
で
形
成
さ
れ
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
法
理

に
、
理
論
上
の
一
貫
性
が
な
く
、
適
用
の
限
界
が
暖
昧
だ
と
い
う
こ
と
は
、
弁
護
士
に
と
っ
て
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る

相
談
に
つ
い
て
、
的
確
な
助
言
が
ｆ
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
証
券
取
引
に
参
加
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
事
前
に
自
己
の
行

為
準
則
を
明
砿
に
知
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
不
都
合
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
も
、
新
た
な
規
定
に
よ
っ
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
に
つ
い
て
明
確
な
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
を
設
定
す
べ
き
だ
と
す
る
要
請
が
生
じ
て
く
露
・
こ
の
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
設
定
の
必
要

性
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
刑
事
罰
を
求
め
る
事
例
が
多
く
な
り
、
一
九
八
四
年
制
裁
法
で
民
事
罰
が
新
設
さ

れ
、
刑
事
罰
も
強
化
さ
れ
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
す
る
制
裁
が
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
切
実
な
も
の
と
な
っ
蝿
よ

立
法
の
機
運
を
盛
り
上
げ
左
嗅
接
の
臺
囚
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
し
て
摘
発
し
た
大
型
の
不
正
事
件
に
つ
き
、
最

高
裁
判
所
が
同
じ
よ
う
に
断
罪
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
懸
念
で
あ
っ
た
。
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
最

高
裁
判
所
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る
法
理
は
、
い
わ
ゆ
る
信
任
義
務
論
を
墨
守
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
厳
格
に
従
う
か

ぎ
り
、
外
部
者
に
よ
る
市
場
情
報
に
基
づ
く
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
は
規
制
が
及
び
得
な
い
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ポ
ウ

ス
キ
ー
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
代
表
さ
れ
る
一
連
の
大
型
不
正
事
件
は
、
外
部
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
閑
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
取
締
る
べ
き
だ
と
す
る
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
異
論
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
の
法
理
に

よ
る
か
ぎ
り
、
規
制
す
べ
き
取
引
を
規
制
で
き
な
い
と
い
う
規
制
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
っ
鯛
）
。
勿
論
、
不
正
流

用
理
論
や
切
已
の
庭
の
’
四
に
よ
る
規
制
の
可
能
性
は
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
規
制
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
完
全
に

は
埋
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
が
懸
念
さ
払
幽
・
こ
の
こ
と
が
現
実
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
ワ

告
が
そ
の
一
つ
で
詣
詫
鍵
。

一
貫
し
た
規
制
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
法
論
が
生
じ
て
く
る
。
Ａ
Ｂ
Ａ
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
特
別
調
査
委
員
会
の
報
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二
、
ワ
イ
ナ
ン
ス
（
二
目
自
切
）
は
、
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
コ
ラ
ム
「
ハ
ー
ド
・
オ
ン
・
ザ
。
ス
ト
リ
ー
ト

（
餌
。
”
ａ
・
国
昏
の
、
５
９
）
」
の
塾
寧
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
コ
ラ
ム
は
、
、
特
定
の
株
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
積

極
、
消
極
の
情
報
を
』
騨
供
し
、
そ
の
株
式
へ
の
投
資
に
関
す
る
意
見
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ワ
イ
ナ
ン
ス
は
、
こ
の
コ
ラ
ム

で
取
り
上
げ
る
株
式
に
つ
い
て
予
測
を
た
て
る
た
め
に
２
蕎
社
の
鐸
賢
一
者
に
定
期
的
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
い
た
が
、
問
題
と
な
っ

た
コ
ラ
ム
に
関
す
る
限
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
得
た
情
鞠
に
は
、
へ
蕎
社
の
内
部
情
報
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
コ

ラ
ム
は
、
一
般
に
、
質
が
高
く
、
誠
実
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
コ
ラ
ム
が
そ
こ
で
取
り
上
げ
る
株
式
の
価
格
に
影
響
を
及
ぼ

ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
政
策
お
よ
び
憧
行
で
は
、
こ
の
コ
ラ
ム
の
内
容
は
、
公
表
さ
れ
る
ま
で
は
△
篝
社
の
機

密
情
報
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
ワ
イ
ナ
ン
ス
は
、
そ
の
こ
と
を
承
一
知
の
う
え
で
、
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
共
謀
し
、
ワ
イ
ナ
ン
ス
が
コ
ラ

ム
の
内
容
と
発
表
の
時
顛
》
を
事
前
に
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
知
ら
せ
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
コ
ラ
ム
が
市
場
に
及
ぼ
す
で
あ
る
》
２
瞬
響
を
基
に
、

株
式
の
嘉
曹
（
を
行
っ
て
利
益
を
あ
げ
、
そ
の
利
益
を
谷
配
す
る
こ
と
を
計
画
し
、
四
ヶ
月
余
に
わ
た
っ
て
、
二
七
回
の
コ
ラ
ム
に
つ

い
て
そ
の
計
画
を
実
行
し
、
六
九
万
ド
ル
の
利
益
を
あ
げ
た
。

ワ
イ
ナ
ン
ス
お
よ
び
彼
の
友
人
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
（
○
回
目
の
具
の
『
）
、
そ
れ
に
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
、
右
の
行
為
に
つ
き
、
証
券
取
引
所

法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
旬
巳
の
ご
す
－
画
並
び
に
連
邦
謎
窪
埋
通
信
詐
欺
法
（
夢
の
、
の
」
の
色
目
巴
］
Ｐ
且
言
同
の
洋
回
巳
、
白
目
←
の
、
）

違
反
で
刑
事
訴
追
さ
れ
た
。

合
衆
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
地
方
轍
靴
耐
も
合
衆
国
第
二
巡
回
区
控
襯
馴
判
航
幽
ワ
イ
ナ
ン
ス
等
の
法
違
反
を
認
め
た
。
ワ
イ
ナ
ン

ス
が
、
業
務
上
知
り
得
た
コ
ラ
ム
の
内
容
と
発
表
の
時
期
を
、
事
前
に
他
人
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
、
守
秘
羨
務
違
反
で
あ
り
、
証
券

ラ
ム
は
、
一
般
に
、
志

す
可
能
性
が
あ
っ
た
。

イ
ナ
ン
ス
喜
庇
叩
で
あ
っ
た
。

証
券
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最
高
裁
判
所
の
判
蝿
（
以
下
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
判
決
と
い
う
）
は
、
証
券
取
一
臥
町
法
の
下
で
有
罪
と
な
る
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
裁
判
官
の
見
解
が
四
対
四
と
分
れ
た
た
め
に
見
解
を
示
さ
ず
、
こ
の
点
に
関
す
る
控
訴
審
の
判
決
を
結
果
的
に
支
持
す
る
に

止
ま
つ
趣
。
た
だ
し
、
郵
便
通
信
詐
欺
法
上
の
詐
欺
に
つ
い
て
は
全
員
一
致
で
こ
れ
を
認
囎
、
結
論
と
し
て
、
控
訴
審
判
決
を
認

き
を
聖
さ
せ
た
と
い
』
篭
。

合
衆
国
最
嵩
蕊
鉛
型
所
は
、
右
の
巡
［
日
控
訴
鑿
勵
卸
決
に
対
す
る
サ
ー
シ
オ
レ
イ
ラ
イ
（
（
冠
ａ
ｏ
Ｈ
胃
】
）
を
認
め
趣
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

不
正
流
用
理
論
に
対
し
て
、
最
嵩
罫
鋤
型
所
が
態
度
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
不
正
流
用
理
論
に
は
、
前
述

の
通
り
、
法
理
上
の
問
題
が
あ
る
う
え
に
、
ワ
イ
ナ
ン
ス
・
ケ
ー
ス
の
事
重
繭
四
係
が
極
め
て
特
異
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
詐
欺

の
被
害
者
が
鮓
募
の
売
主
や
買
主
で
な
く
、
師
塗
至
胆
濁
へ
の
謬
紹
坐
吉
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
、
最
嵩
蕊
鋤
型
肋
が
信
洋
館
酉
係

理
論
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
事
件
で
、
鵠
査
遇
熟
到
肋
が
巡
同
懸
一
訴
塞
判
決
の
不
正
流
用
理
論
を
支
持
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
悲
観
的
な
見
方
も
少
な
く
な
か
つ
蝿
・
最
嵩
蕊
錦
型
所
が
不
正
流
用
理
論
を
採
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
危
倶
が
、
こ
の
際
、
こ
の
問
題
を
立
法
に
よ
っ
て
解
決
し
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
明
確
な
基
準
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
動

（血）
諸
法
お
よ
び
郵
便
通
信
詐
欺
法
上
の
詐
欺
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
機
密
情
報
の
流
用
で
あ
る
と
す
る
。
切
巳
の

ご
す
－
ｍ
に
関
し
て
は
、
ワ
イ
ナ
ン
ス
の
守
秘
曇
務
違
反
と
計
画
の
秘
匿
は
、
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
対
す
る

詐
欺
に
当
た
り
、
た
と
え
、
詐
欺
の
被
害
者
（
ジ
ャ
ー
ナ
ル
）
が
、
証
券
の
売
主
ま
た
は
買
主
で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
、
証
券
帯
損
諏

へ
の
参
加
者
で
な
く
と
も
、
詐
欺
は
、
切
巳
。
Ｓ
す
－
ｍ
で
い
う
証
券
の
売
買
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
微
す
こ
と
が
で
き
る
。

」
仰
故
な
ら
、
ワ
イ
ナ
ン
ス
等
の
計
画
の
唯
一
の
目
的
が
、
コ
ラ
ム
の
内
容
に
関
す
る
事
前
情
報
に
基
づ
く
証
券
の
需
實
に
よ
っ
て
利

得
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
Ｌ
期
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
不
正
流
用
理
論
に
よ
っ
て
、
ワ
イ
ナ
ン
ス
等
の
罰
巳
。
】
ニ
ー

⑳
違
反
を
認
め
た
わ
け
で
あ
る
。

－５１－



琉大法学第45号（1990）

カ
ー
ペ
ン
タ
ー
判
決
に
よ
っ
て
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
に
続
き
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
や
国
の
』
現
制
当
局
が
最
高
鋪
禰
型
肋
で
三
度

敗
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
は
杷
憂
に
終
わ
っ
た
。
む
し
ろ
、
検
察
当
局
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
連
邦
通
信
詐
欺
法
に

基
づ
い
て
刑
事
訴
追
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
全
面
廟
エ
ヱ
侍
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
』
規
制

強
化
と
い
う
点
で
は
、
完
全
勝
利
で
あ
る
と
い
う
星
群
さ
え
あ
麺
・
問
題
は
、
証
券
取
引
所
法
の
下
で
、
い
わ
ゆ
る
不
正
流
用
理

論
に
よ
っ
て
規
制
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
最
高
迩
熟
型
所
の
貝
解
如
何
で
あ
る
。

ワ
イ
ナ
ン
ス
の
行
為
が
、
櫛
懸
蝿
場
寂
の
不
正
流
用
と
し
て
、
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
対
す
る
詐
欺
に
な
り
、

こ
れ
が
、
郵
便
通
信
詐
欺
法
上
の
詐
欺
に
当
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
高
蓮
熟
封
所
に
お
い
て
』
暴
論
が
な
く
、
郵
楠
憲
信
詐
欺

法
と
証
券
取
引
所
法
の
詐
欺
の
規
定
の
文
言
か
ら
す
る
と
、
そ
の
適
用
範
囲
に
大
き
な
違
い
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
機
》
密
情
報
の
不
正
流
用
が
情
報
所
有
者
に
対
す
る
詐
欺
に
当
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
辺
町
法
の
解
釈
と
し
て
も
同

じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
麺
・
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
証
券
取
副
町
法
違
反
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
裁
判
官
の
意
見

が
分
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ワ
イ
ナ
ン
ス
史
位
為
が
詐
欺
に
当
る
か
否
か
と
い
う
点
で
は
な
く
、
そ
の
一
Ｆ
為
（
詐
欺
）
が
、
証
券
の

売
主
で
も
買
主
で
も
な
く
、
証
券
市
場
へ
の
参
加
者
で
も
な
い
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
点
で
、
困
巳
の
ご
ワ
ー
団
の
適
用
範

囲
内
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
意
見
が
分
れ
た
た
め
だ
と
解
さ
れ
麺
・
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
詐
欺
の
被
害
者
が
、
何
ら
か
の
形

で
証
券
取
引
に
関
係
す
る
者
で
あ
る
』
場
合
に
は
、
未
公
開
（
》
磯
密
）
情
報
の
不
正
流
用
を
勾
巳
①
Ｓ
ワ
ー
⑰
違
反
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
最
高
裁
判
所
も
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
判
決
は
、
不
正
流
用
理

論
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
貝
睡
隊
少
な
く
な
咽
・

カ
ー
ペ
ン
タ
ー
判
決
が
、
因
巳
①
Ｓ
す
Ｉ
、
の
下
に
お
け
る
不
正
流
用
理
論
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
結
果

容
し
た
。
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ロ
立
法
案
』
提
案
の
経
緯
、
内
容
お
よ
び
一
華
本
的
問
一
題
点

一
、
Ａ
Ｌ
Ｉ
の
連
邦
証
券
法
典
は
、
最
高
裁
判
所
の
チ
ァ
レ
ラ
判
決
が
出
さ
れ
る
以
前
に
、
そ
れ
ま
で
に
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ

項
お
よ
び
切
目
］
の
」
ｇ
ｌ
ｍ
の
下
で
、
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関
す
る
法
理
を
集
成
す
る
形

で
、
実
質
的
に
一
○
条
ｂ
項
に
相
当
す
る
規
定
（
法
典
第
一
六
○
二
条
）
と
は
別
に
、
特
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
を
目
的
と

し
た
規
定
を
新
鼓
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
（
法
典
第
一
六
○
三
条
）
。
そ
の
規
定
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
が
、
証
券
ま
た
は
そ
の
証
券

の
発
行
篝
社
に
関
し
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
重
要
な
事
実
を
知
っ
て
、
そ
の
証
券
の
壷
頁
を
す
る
こ
と
は
違
法
だ
と
し
た
う
え

で
（
法
典
第
一
六
○
三
条
伺
項
）
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
に
つ
い
て
定
羨
し
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
は
、
⑩
発
行
丞
壽
社
、
②
発
行
会
社
の
取

的
に
、
不
正
流
用
理
論
を
採
る
控
訴
審
判
決
を
支
持
し
た
こ
と
、
郵
便
通
信
詐
溌
濫
に
関
し
て
は
、
機
密
情
報
の
不
正
流
用
が
詐
欺

に
当
る
と
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
、
判
決
理
由
か
ら
す
る
と
、
前
述
の
通
り
、
典
型
的
事
例
に
つ
い
て
は
、
不
正
流
用
理
論
を
支
持
す

る
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
正
流
用
理
論
に
よ
ら
な
い
と
、
規
制
す
べ
き
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
規
制
で
き
な
い

こ
と
に
な
る
と
い
う
懸
念
か
ら
、
立
法
に
よ
る
解
決
を
主
張
し
た
人
達
に
と
っ
て
は
、
当
面
、
そ
の
緊
急
な
必
要
性
は
な
く
な
っ
た

こ
と
に
な
掘
・
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
立
法
の
必
要
性
が
全
く
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
規
制
の
基
準
を
明
確
に
す
る
と

い
う
点
で
み
る
限
り
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
判
決
は
、
何
ら
状
況
を
改
善
し
て
い
な
い
。
不
正
流
用
理
論
の
も
つ
法
理
上
の
難
点
か
ら
生

ず
る
問
題
も
依
蕊
践
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
趨
・
た
だ
し
、
最
高
裁
判
所
が
ワ
イ
ナ
ン
ス
等
の
行
為
を
断
罪
し
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
懸
念
か
ら
盛
り
上
が
っ
た
立
法
へ
の
動
き
は
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
判
決
に
よ
っ
て
失
速
し
た
感
が
あ
綿
）
・
そ
の
意
味
で
は
、

議
会
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
基
準
を
明
確
に
す
る
た
め
の
立
法
を
、
十
分
に
時
間
を
か
け
て
準
備
で
き
る
状
況
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
蘂
鮖
密
。
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役
、
役
員
ま
た
は
発
行
会
社
を
支
配
す
る
者
も
し
く
は
発
行
会
輌
社
に
支
配
さ
れ
る
者
、
③
発
行
会
社
と
関
係
が
あ
る
か
、
ま
た
は
、

関
係
が
あ
っ
た
が
た
め
に
（
ご
ａ
凰
巨
の
。
閑
亘
の
旬
の
］
目
・
口
、
三
℃
・
同
崗
・
目
の
甸
円
の
］
目
・
口
、
亘
已
・
崗
昏
。
』
、
②
色
の
同
）
重
要
な
事
実
を

知
っ
て
い
る
者
、
そ
れ
に
、
側
以
上
の
者
か
ら
重
要
な
事
実
を
知
ら
さ
れ
た
者
（
そ
の
者
か
ら
、
さ
ら
に
知
ら
さ
れ
た
者
を
含
む
）

を
言
う
も
の
と
し
て
い
る
（
法
典
第
一
六
○
三
条
ｂ
項
）
。
こ
れ
は
、
発
行
会
社
の
伝
統
的
な
会
社
内
部
者
お
よ
び
発
行
会
社
と
特

別
の
関
係
を
有
す
る
者
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
の
情
報
受
領
者
の
み
を
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
発
行
会
社
と

何
ら
の
関
係
も
有
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
外
部
者
（
・
屋
訂
匙
閂
）
を
除
外
し
て
い
る
。
外
部
者
に
つ
い
て
は
、
右
の
③
の
カ
テ
ゴ
リ
に

よ
っ
て
処
理
す
る
か
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
、
特
に
悪
質
（
の
日
の
四
・
唇
、
．
”
ず
・
・
丙
目
、
。
『
・
廟
の
口
い
き
の
）
な
場
合
に
つ
い
て
、

よ
り
一
般
的
な
詐
欺
禁
止
規
定
で
あ
る
第
一
六
○
二
条
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
委

連
邦
証
券
法
典
に
よ
っ
て
、
判
例
に
委
ね
る
と
さ
れ
た
外
部
者
に
よ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
、
そ
の
後
、
企
業
の
合
併
、
買
収

が
盛
ん
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
に
と
っ
て
、
重
要
か
つ
現
実
の
問
題
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
関
し
て
、

チ
ア
レ
ラ
判
決
が
出
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
理
に
根
本
的
な
問
題
提
起
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
一
方
で
、

不
正
流
用
理
論
の
よ
う
な
新
し
い
法
理
を
生
み
出
す
と
同
時
に
、
他
方
で
、
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
に
基
づ
く
「
詐
欺
」
概
念

２
鴎
田
内
で
の
規
制
の
限
界
を
露
呈
し
た
。

二
、
一
九
八
四
年
酎
劔
隷
法
制
定
の
過
程
に
お
い
て
、
ダ
マ
ト
（
□
し
日
ｇ
ｏ
）
上
院
議
員
に
よ
っ
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
定
義

づ
け
る
立
法
草
案
（
骨
凰
←
ず
臣
）
が
提
出
さ
れ
趣
・
こ
の
草
案
は
、
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
マ
ン
（
葛
］
芹
・
ロ
国
・
国
§
白
目
）
弁
謹

士
の
意
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
⑫
、
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
引
は
、
た
と
え
詐
欺
に
該
当
し
な
く
て
も
、
不
公
正
な
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
情
報
が
会
社
情
報
で
あ
る
か
、
市
場
情
報
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
株
主
が
鴎
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
り
な

ね
る
こ
と
に
し
て
Ｌ
鞄
。

5４



アメリカにおけるインサイダー取引規制の法理一総鯰(下)：島袋鉄男

く、違法とされるべきであるとする立場から、新たに、インサイダー取引を定義づけようとするものであっ鞄
そ
れ
は
、
た
と
え
、
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
以
後
に
お
い
て
、
不
正
流
用
理
論
に
よ
っ
て
規
制
が
可
能
だ
と
し
て
も
、
外

部
者
２
勺
為
を
詐
跳
鰹
観
念
に
無
理
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
、
錆
界
的
に
不
詩
躍
豪
性
を
生
ず
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
外
部
者
の
取
引
に
つ

い
て
は
、
直
接
に
そ
れ
自
体
を
対
象
と
し
た
立
法
に
よ
る
の
が
簡
便
な
方
法
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
一
鍔
墾
・

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
定
一
議
規
定
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
万
院
の
一
舎
員
会
は
、
す
で
に
反
対
を
表
明
し
て
い
た
。
そ

の
理
由
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る
判
刷
碑
法
は
、
何
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
か
に
つ
い
て
、
＋
分
な
指
標
を
呈
示
し
う
る
ま

で
に
発
展
し
て
お
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
も
市
場
の
発
達
値
対
応
し
て
広
範
な
再
翻
別
制
定
権
を
行
使
し
て
き
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
定
一
霧
規
定

を
置
く
こ
と
は
、
柔
軟
性
を
損
な
い
、
新
た
な
定
曇
が
新
た
な
多
嚢
性
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
、
不
明
確
性
を
減
じ
る
ど
こ
ろ
か
、

逆
に
、
そ
れ
を
増
大
し
か
ね
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
趣
・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
も
、
ま
た
、
定
義
規
定
の
新
設
に
消
極
的
で
あ
っ
鯛
）
・
ダ
マ

ト
上
院
議
員
の
草
案
は
、
猪
局
、
上
院
で
も
採
択
さ
れ
ず
、
一
九
八
四
年
制
裁
法
は
、
何
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
か
と
い
う
問
題
に

は
触
れ
ず
、
こ
れ
に
対
す
る
制
裁
手
段
の
み
を
強
化
す
る
だ
け
の
も
の
に
な
っ
蝿
・

’
一
一
、
Ａ
Ｂ
Ａ
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
頻
濁
哩
蹴
別
調
鬘
含
量
会
は
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
以
後
の
法
の
混
迷
を
打
破
す
る

た
め
、
詐
欺
概
念
に
因
わ
れ
ず
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
そ
れ
｛
自
体
を
違
法
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
、
選
択
的
に
二
つ
の
案
を
呈
示
し

て
Ｌ
鞭
・
一
つ
（
Ａ
案
ｌ
後
掲
賓
料
１
）
は
、
連
邦
証
券
麓
典
に
倣
い
、
そ
れ
以
後
の
判
例
の
発
展
、
特
に
、
不
正
流
用
理
論
を

と
り
入
れ
て
、
意
味
の
明
確
性
と
結
果
の
予
測
可
能
性
を
も
た
ら
す
よ
う
に
、
判
例
を
よ
り
体
系
的
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
縦
）
・

他
の
一
つ
（
Ｂ
案
ｌ
梼
這
賛
料
２
）
は
、
詐
欺
と
か
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
か
不
正
流
用
と
い
っ
た
概
念
に
頼
ら
ず
に
、
市
場
に
お
け

る
情
報
の
優
仰
性
を
、
そ
れ
が
自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
な
い
限
り
、
不
正
に
利
用
す
る
こ
と
を
、
す
べ
て
の
者
に

つ
い
て
、
簡
潔
、
単
純
か
つ
明
確
に
禁
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
鞭
・
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四
、
一
九
八
七
年
に
な
っ
て
、
立
法
の
動
き
が
活
発
化
し
た
。
上
院
の
銀
行
、
住
宅
お
よ
び
都
市
問
題
委
員
会
の
証
券
小
委
員
会

（
岳
の
の
臣
ワ
８
日
目
耳
ｇ
ｏ
ｐ
ｍ
ｇ
且
←
】
＄
◎
崗
昏
の
ｍ
Ｃ
ｐ
ｇ
の
○
．
目
目
耳
８
．
自
国
自
画
ロ
函
》
因
・
房
旨
困
・
己
ｐ
Ｈ
す
：
罵
目
『
、
）

で
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
定
義
づ
け
る
試
み
が
集
中
し
て
行
わ
れ
た
。
同
爪
二
舎
員
会
の
リ
ー
グ
ル
（
□
・
ロ
ロ
匡
囚
の
、
］
の
）
委
員
長

お
よ
び
ダ
マ
ト
上
院
議
員
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
従
来
、
立
法
化
に
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
、
証
券
囲
声
係
の
法
曹
を
幅

広
く
代
表
す
る
弁
謹
士
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
を
指
名
し
（
い
わ
ゆ
る
巨
蔑
・
・
○
・
日
目
鳶
の
。
１
以
下
、
特
別
委
員
会
と
い
う
）
、

こ
れ
に
、
一
般
の
同
意
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
、
平
易
な
言
葉
で
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
定
襲
づ
け
る
立
法
案
の
作
成
を
命
じ
蝿
）
。

こ
の
特
別
委
員
会
の
作
成
し
た
立
法
案
が
、
一
九
八
七
年
六
月
一
七
日
に
、
リ
ー
グ
ル
、
ダ
マ
ト
両
議
員
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
、
．

】
四
ｓ
（
宮
島
曾
勺
Ｈ
ｏ
ｍ
８
菅
】
・
曰
の
シ
３
．
ｍ
』
ｇ
『
－
坐
憧
掲
資
料
３
）
で
吐
翻
・
時
を
同
じ
く
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引

所
法
律
顧
問
委
員
会
も
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
定
義
を
含
む
立
段
瓢
（
以
下
、
Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案
と
い
う
－
後
掲
資
料
４
）
を
公
表

し
、
こ
の
Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案
も
右
の
上
院
小
委
員
会
に
提
出
さ
鈴
輪
や

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
従
来
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
定
義
づ
け
る
立
法
に
墜
唄
騨
的
で
あ
っ
た
が
、
リ
ー
グ
ル
、
ダ
マ
ト
両
議
員
か
ら
の
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
受
け
入
れ
可
能
な
代
替
案
を
示
せ
と
い
う
強
い
圧
力
を
受
け
て
、
一
九
八
七
年
八
月
七
日
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
独
自
の
案
（
国
の

目
園
昼
。
『
早
目
目
、
缶
３
．
崗
后
ヨ
ー
後
謁
資
料
５
）
を
提
出
Ｌ
幽
・
こ
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
案
と
、
．
】
閨
巴
に
は
、
規
制
の
仕
方
に
違

い
が
あ
っ
た
た
め
、
リ
ー
グ
ル
、
ダ
マ
ト
両
議
員
の
要
謂
で
、
特
別
委
員
会
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
者
の
間
で
調
整
が
行
わ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
一
九
八
七
年
一
一
月
一
八
日
に
、
当
初
の
案
を
撤
回
し
、
そ
の
改
訂
案
（
弓
ヶ
の
百
田
」
胃
自
国
＆
口
胆

勺
８
，
．
１
旨
・
ロ
⑩
缶
８
ｃ
ｍ
ろ
ヨ
ー
鍔
撞
選
興
料
６
）
を
提
案
し
、
翌
日
、
特
別
窒
含
負
会
も
の
．
Ｂ
ｇ
の
調
整
案
（
以
下
、
、
．
』
路
・

調
整
案
と
い
う
Ｉ
後
掲
資
料
７
）
を
提
出
Ｌ
潮
。

五
、
一
九
八
七
年
に
上
院
の
証
券
小
室
首
星
に
提
出
さ
れ
た
の
．
届
ｇ
、
Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
提
案
は
、
具
体
的
な
規
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制
の
方
法
に
は
違
い
が
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
既
存
の
判
例
法
を
是
認
し
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
欠
点
、
あ
る

い
は
、
判
例
が
未
解
決
の
ま
ま
残
し
た
問
題
を
立
法
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
同
じ
で
あ
繩
）
。
し
た
が
っ

て
、
立
法
案
で
取
り
上
げ
て
い
る
項
目
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。

ま
ず
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
そ
の
も
の
を
規
制
の
対
象
と
す
る
独
立
の
規
定
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
立
法
案
が
提
出
さ
れ
た

経
緯
か
ら
当
然
だ
と
い
え
る
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
規
制
す
る
目
的
、
あ
る
い
は
規
制
の
理
由
、
さ
ら
に
は
、
規
制
の
対
象
を

明
文
化
す
る
必
要
性
を
条
文
の
中
で
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
（
冒
已
冒
閉
の
剛
崇
幽
・

何
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
当
た
る
か
と
い
う
中
些
鷲
静
分
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
不
正
流
用
理
論
に
よ
っ
て
違
法

と
さ
れ
る
行
為
を
も
取
り
込
ん
だ
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
違
法
と
な
る
か
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
縦
）
・
こ
こ
で
は
、

カ
ー
ペ
ン
タ
ー
判
決
に
よ
っ
て
も
、
結
局
、
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
不
正
流
用
理
論
の
採
用
の
可
否
を
ウ
濯
に
よ
っ
て
解
決
し
、
カ
ー

ペ
ン
タ
ー
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
見
解
が
分
れ
る
理
由
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
不
正
流
用
理
論
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
、
証
券

取
引
と
の
係
わ
り
の
程
度
に
つ
い
て
存
す
る
不
明
確
性
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
引
を
違
法
と
す
る
場
合
、
具
体
的
な
規
制
方
法
と
し
て
、
或
る
者
が
重
要
な
未
公
開
情
報
を
有

し
て
（
旨
已
。
、
の
＄
臼
・
ロ
）
い
る
状
態
で
取
引
を
す
れ
ば
、
す
べ
て
、
未
公
開
情
報
に
基
づ
い
て
取
引
を
し
た
も
の
と
看
倣
し
て
違

法
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
相
手
方
に
、
自
己
の
取
引
が
重
要
な
未
八
開
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
抗
弁
を
認
め
る
べ

き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
人
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
り
う
る
が
、
皀
鐇
人
以
外
の
法
人
等
の
場
合
に
と
く
に

問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
銀
行
や
投
資
信
託
会
社
や
証
券
会
社
の
よ
う
に
、
一
方
で
、
そ
の
業
務
遂
行
上
、
重
要
な
未

公
開
情
報
に
接
す
る
機
会
が
多
い
と
同
時
に
、
他
方
で
、
そ
の
楕
報
の
関
係
す
る
証
券
の
需
買
に
も
携
る
と
い
う
魑
笈
ロ
に
は
、
そ
の

情
報
が
濫
用
さ
れ
る
危
機
が
大
き
い
反
面
、
危
険
性
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
情
報
を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
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関
係
す
る
証
券
の
一
吾
貝
を
禁
止
す
る
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
機
関
が
果
し
て
い
る
有
用
な
機
能
を
減
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
同
一
の
法
人
の
中
で
、
未
公
開
情
報
を
入
手
す
る
部
門
と
証
券
の
需
曹
（
を
行
う
部
門
と
の
間
に
、
惰
巍
銀
伝
わ
ら
な
い
よ

う
な
工
夫
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
未
公
開
情
報
を
有
し
て
は
い
た
が
、
証
券
の
売
買
は
そ
の
情
報
に
基
づ

く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
抗
弁
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
い
わ
ゆ
る
、
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ウ
ォ
ー
ル

（
○
嵐
自
用
の
三
色
）
の
間
題
で
あ
る
。
誰
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
条
件
で
抗
弁
を
認
め
る
か
に
つ
い
て
は
、
萱
十
の
違
い
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
の
提
案
も
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
麺
。
な
お
、
作
藥
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
未
公
開
情
報
を
入
手
し
た
従
業

員
が
行
っ
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
ど
の
範
囲
で
責
任
を
負
う
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
派
生
的
責
任
（
Ｃ
ｏ
９

陣威『の口：農ご）の問題もあ躯・
い
わ
ゆ
る
情
報
受
領
者
（
碁
ご
用
）
の
当
該
情
報
に
基
づ
く
取
引
の
規
制
に
つ
い
て
も
、
ダ
ー
ク
ス
判
決
で
問
題
が
解
決
さ
れ
た

と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
、
情
報
受
領
者
の
責
任
の
絆
寳
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
責
任
は
、
専
ら
情
翻
提
供
者
の
違
法
行
為
に
加
担
す

る
者
と
し
て
の
派
生
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
や
、
憎
麹
鍾
曇
餌
者
が
責
任
を
負
う
一
則
提
と
な
る
情
鈎
鱈
蝉
供
者
の
情
報

提
供
の
違
葎
性
の
要
件
等
に
つ
き
、
ダ
ー
ク
ス
判
決
は
問
題
を
残
し
た
と
も
言
い
得
る
。
後
者
の
問
題
は
、
未
公
開
情
報
の
提
供
者

（
暮
冨
『
）
の
規
制
と
関
係
し
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
情
熱
鱈
鱒
侠
者
と
憤
遡
室
餌
者
の
規
制
は
、
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
等
、
証
券
情

報
の
収
集
、
分
析
、
提
供
で
有
用
な
機
能
を
果
し
て
い
る
者
に
対
す
る
規
制
と
絡
ん
で
く
る
だ
け
に
、
解
逸
困
難
な
問
題
を
含
ん
で

い
る
。
い
ず
れ
の
提
案
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
こ
の
問
題
に
対
処
し
て
い
殿
・

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
に
不
正
流
用
理
論
を
取
入
れ
る
担
笈
ロ
、
行
為
者
の
刑
事
責
任
を
追
求
す
る
場
合
な
ら
と
も
か
く
、
民

事
責
任
と
な
る
と
、
誰
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
責
任
を
ど
里
煕
圃
で
負
う
の
か
が
問
題
と
な
る
。
下
級
審
判
決
に
は
、
こ
の
場
合

の
民
事
責
任
を
否
定
し
た
も
の
が
あ
翻
・
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
も
、
な
お
、
民
一
事
責
任
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
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こ
れ
も
ま
た
、
立
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
否
、
要
件
、
範
囲
等
に
つ
き
明
確
に
す
べ
き
問
題
と
な
極

公
開
買
付
等
の
企
業
の
合
併
、
買
収
に
絡
む
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
規
制
が
必
要
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

公
開
買
付
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
因
巨
］
の
庭
の
－
函
が
あ
っ
て
、
特
別
な
規
制
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

取
引
そ
れ
自
体
を
規
制
の
対
象
と
す
る
規
定
を
新
た
に
設
け
る
に
当
た
っ
て
、
公
開
買
付
等
を
も
包
摂
し
た
一
元
的
な
規
定
に
よ
る

か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
個
の
条
文
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
別
個
の
規
定
に
よ
る
と
す
る
場
合
、
そ
れ
は
、

単
に
、
立
法
技
術
上
の
理
由
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
、
規
制
の
実
質
に
も
違
い
が
あ
る
た
め
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
。
こ
れ

に
つ
き
、
の
」
窟
◎
、
Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
は
、
一
一
一
者
三
様
の
方
法
に
よ
っ
て
乢
翻
・

六
、
、
．
届
ｇ
、
Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
の
い
ず
れ
も
、
不
正
流
用
理
論
を
含
む
判
例
法
を
明
文
化
し
、
規
制
の
基
準
を

明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
既
存
の
判
例
法
は
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
で
、
そ
れ
ま
で
の
規
制
の
法
理
と

究
極
に
お
い
て
相
容
れ
な
い
法
理
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
制
の
基
本
理
念
に
つ
い
て
統
一
さ
れ
な
い
ま
ま
、
規
制
の
必
要

性
に
迫
ら
れ
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
性
質
を
否
定
し
得
ず
、
そ
の
た
め
に
、
そ
の
法
理
に
論
理
一
貫
性
が
な
い
と
も
評
さ
れ
繊
）
・

判
例
法
の
こ
の
弱
点
は
、
不
正
流
用
理
論
の
適
用
に
お
い
て
表
面
化
す
る
。

不
正
流
用
理
論
の
最
大
の
難
点
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
違
法
性
の
根
拠
を
、
重
要
な
未
公
開
情
報
を
、
そ
の
情
報
に
対
す
る

正
当
な
権
利
者
（
情
報
所
有
者
）
の
意
に
反
し
て
不
正
に
使
用
（
流
用
あ
る
い
は
横
領
）
す
る
こ
と
に
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
規
制
す
る
理
由
が
、
情
報
所
有
者
の
櫓
利
の
保
誼
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
証
券
市
場
の

公
正
、
誠
実
性
に
対
す
る
一
般
投
資
者
の
信
頼
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
は
規
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
理
念
と
、
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
残
す
こ
と
に
な
誠
）
・
不
正
流
用
理
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

信
任
義
務
違
反
で
あ
り
、
信
任
義
務
違
反
を
持
ち
出
す
必
要
が
あ
る
の
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
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よ
び
罰
巳
の
」
ｓ
ｌ
ｍ
の
詐
欺
の
範
鴎
で
捉
え
、
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
詐
欺
概
念
の
拘
束
か
ら
離
れ
、
規
制
の

基
本
理
念
に
立
返
っ
て
新
た
な
規
定
を
設
け
よ
う
と
い
う
の
が
、
立
法
案
が
提
出
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例

え
ば
、
新
た
な
規
定
に
お
い
て
、
チ
ァ
レ
ラ
事
件
の
耕
筈
の
行
為
を
規
制
の
対
象
と
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
理
由
は
、
情
報
所
有
者

に
対
す
る
信
任
褒
務
違
反
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
証
券
市
場
に
対
す
る
投
資
者
の
信
頼
の
確
保
と
い
う
基
本
理
念
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。
こ
の
担
笈
ロ
に
、
信
任
義
務
違
反
に
固
執
す
る
こ
と
は
、
規
制
の
基
本
理
念
を
不
明
確
に
し
、
規
制
の
混
乱

を
招
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
判
例
法
が
、
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
な
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

提
出
さ
れ
た
立
法
案
が
、
現
在
の
判
例
法
を
正
確
に
明
文
化
し
、
判
例
法
上
の
不
明
確
な
部
分
に
一
定
の
基
準
を
与
え
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
お
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
、
立
法
案
提
出
の
目
的
は
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
判
例
法
を
正

確
に
明
文
化
し
た
だ
け
で
は
、
判
例
法
に
内
在
す
る
基
本
理
念
に
関
す
る
相
対
立
す
る
見
解
や
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
論
理
上
の
混
乱

を
解
決
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
法
案
は
、
重
要
な
未
公
開
情
報
の
不
正
使
用
を
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
違
法
性

の
本
質
と
捉
え
た
う
え
で
、
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
証
券
聖
霊
貝
が
不
正
使
用
に
な
る
橿
笈
ロ
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
場
苔

の
手
法
は
、
判
例
法
の
不
正
流
用
理
論
か
ら
ぬ
け
き
っ
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
、
情
報
所
有
者
に
対
す
る
擢
剋
侵
害
や
契
約
上
の

信
任
義
務
違
反
に
違
法
性
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
基
本
理
念
に
お
い
て
、
詐
欺
概
念
か
ら
ぬ
け
き
れ
て
お
ら
ず
、
証

券
前
聿
國
町
法
に
基
づ
く
規
制
、
す
な
わ
ち
、
証
券
市
場
の
公
正
確
保
と
い
う
視
点
か
ら
の
規
制
と
し
て
は
、
不
十
分
で
あ
る
と
い
う

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
、
証
券
市
場
の
公
正
、
》
塾
寒
性
に
対
す
る
一
》
騨
役
賢
者
の
信
籟
を
損
う
も
の
と
し
て
規
制
の
対
象
と
す
る

考
え
方
は
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
判
決
や
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
篝
岸
決
を
基
礎
と
し
、
チ
ァ
レ
ラ
判
決
以
前
の
下
級
審
一
判
決
や
学

説
の
主
流
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
重
要
な
未
公
開
糟
遇
糀
の
使
用
が
不
正
使
用
と
な
る
の
は
、
そ
の
情
釦
淑
、

鑑
が

iＩｉｓ
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灘
． そ
の
情
報
に
接
し
得
る
特
別
の
地
位
に
あ
る
が
故
に
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
取
引
当
事
者
の
間
に
情
報
上
の
優

劣
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
情
報
を
有
す
る
者
の
優
卵
仰
性
を
、
頼
李
子
方
た
る
一
般
投
資
者
は
、
そ
の
能
力
、
努
力
の
如
何
に
か
か

わ
ら
ず
、
合
法
的
に
克
服
で
き
ず
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
情
翻
塀
が
一
方
の
利
益
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

吐
灘
・
し
た
が
っ
て
、
規
制
の
対
象
と
な
る
者
を
明
確
に
す
る
手
法
と
し
て
は
、
ま
ず
、
重
要
な
情
報
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
個

人
ま
た
は
機
関
を
特
定
し
、
そ
の
よ
う
な
者
と
一
定
の
関
係
を
有
す
る
者
を
封
家
者
と
す
る
と
い
う
方
法
が
、
よ
り
規
制
の
理
念
に

そった一々法ということに越輌一・
七
、
提
案
さ
れ
た
立
法
案
に
は
、
論
理
上
の
一
貫
性
が
な
い
と
い
う
批
判
は
、
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
の
法
理
を
積
極
的

に
支
持
す
る
ウ
寝
か
ら
も
な
さ
れ
鞄
。
こ
の
貝
醒
Ｈ
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に
関
す
る
判
例
法
の
発
展
は
、
当
初
の
莫
然
と

し
た
、
論
理
一
貫
し
な
い
「
公
正
の
原
理
（
贋
旨
目
８
，
劃
□
同
旨
＆
ロ
］
＄
）
」
か
ら
、
契
約
稜
お
よ
び
現
代
の
公
開
会
社
を
契
約
主
義

の
ウ
扇
か
ら
解
す
る
見
解
（
・
・
具
『
Ｐ
ｇ
且
目
苞
の
陽
）
を
基
礎
と
し
た
、
明
確
で
論
理
一
貫
し
た
理
論
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
方

向
へ
窯
化
し
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
理
解
を
一
則
提
に
す
巍
一
。
こ
の
立
場
に
よ
る
と
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
真
の
問
題
は
、

い
か
に
し
て
全
国
儒
者
間
に
情
報
を
最
も
適
正
に
配
分
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
情
報
を
排
他
的
に
使
用
す

る
こ
と
が
財
産
的
価
値
を
有
す
る
（
財
産
権
と
し
て
の
情
報
専
用
権
）
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
た
う
え
で
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の

問
題
を
契
約
関
係
の
中
で
概
念
構
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
こ
の
財
産
権
鞠
泣
斫
の
理
論
的
根
拠
と
憤
報
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
争
っ

て
い
る
関
係
者
間
に
、
こ
の
櫓
利
を
い
か
に
適
正
に
配
分
す
べ
き
か
と
い
う
方
法
を
明
確
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
な
こ
と
だ
と
さ

右
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
檀
報
の
専
用
燐
禮
者
に
対
す
ゑ
恒
辻
鐘
霧
龍
国
保
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
よ
う
や

く
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
圏
題
が
、
本
当
は
、
個
人
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
価
値
あ
る
惰
麹
》
の
適
正
な
使
用
に
関
す
る
問
題
で
あ
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る
こ
と
を
理
解
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
に
駒
｝
そ
の
意
味
で
、
チ
ア
レ
ラ
判
決
は
、
そ
れ
以
前
の
、
混
沌
と
し
た
法
の
状
態
に
代

え
て
、
財
産
権
の
概
念
に
基
づ
く
新
し
い
理
論
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
チ
ァ
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
の
法
理
は
、
簡
潔
で

論
理
的
に
一
貫
し
、
窪
衡
的
に
も
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
躯
一
・
し
た
が
っ
て
、
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
に

よ
っ
て
、
明
瞭
性
に
向
か
っ
て
正
し
く
動
き
だ
し
た
方
向
を
、
再
度
転
換
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
の
意
図
は
、
法
を
明
確
に
す
る
こ
と

以
外
に
あ
る
と
し
か
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
輕
繩
・

Ｓ
Ｅ
Ｃ
改
訂
案
に
代
表
さ
れ
る
立
法
案
は
、
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
明
確
堕
嚢
視
さ
れ
た
現
行
鋤
醗
卸
法
と
微
妙
で
は
あ
る
が
重
要

な
意
味
を
有
す
る
相
違
点
を
含
ん
で
お
り
、
も
し
、
こ
の
変
更
が
実
現
さ
れ
る
と
、
現
行
法
の
範
囲
が
拡
げ
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
そ
の
適
用
が
、
現
行
法
よ
り
も
、
よ
り
不
明
確
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
評
さ
ね
翻
・

八
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
改
訂
案
に
代
表
さ
れ
る
立
法
案
は
、
ま
た
、
判
例
両
の
不
正
流
用
理
論
を
支
持
し
、
こ
れ
査
檀
律
的
に
理
論
づ
け
よ
う

と
す
る
寸
蹴
獄
ら
も
、
判
例
を
越
え
て
不
正
取
引
の
概
念
を
拡
げ
、
従
来
の
原
理
を
覆
し
て
、
不
明
確
性
を
生
み
出
し
、
私
人
に

対
し
て
、
そ
の
価
値
が
問
わ
れ
る
救
済
を
認
め
る
も
の
だ
と
批
判
さ
れ
翻
・

こ
の
見
解
は
、
不
正
流
用
理
論
に
よ
っ
て
不
正
取
引
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
行
為
が
、
単
に
違
法
（
胃
・
品
冒
］
）
な
行
為
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
詐
欺
的
（
：
巨
巨
］
の
己
）
な
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
詐
欺
的
な
行
為
と
な
る
の
は
、
そ
の
行
為
が
、
行
為
者

に
対
し
て
情
報
を
託
し
た
者
を
鯛
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
す
柵
一
・
た
だ
し
、
情
報
を
不
正
に
流
用
し
た
者
は
、
そ
の
者
に

情
熱
》
を
託
し
た
者
を
鴎
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
最
終
的
に
損
害
を
豪
る
の
は
、
一
段
没
賢
者
で
あ
る
と
す
瓢
）
・

こ
の
理
論
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
詐
欺
的
要
素
を
、
取
引
当
事
き
る
一
方
が
、
相
手
方
に
未
公
開
情
報
を
開
示
し
な
か
っ
た
と

い
う
点
に
求
め
る
代
わ
り
に
、
合
法
的
に
第
三
者
に
属
す
る
情
麹
砺
を
詐
取
す
る
点
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
未
公
開
情
報
に
基
づ
く

取
引
が
違
法
と
な
る
の
は
、
当
事
者
の
一
方
が
、
単
に
、
情
報
上
の
偲
莅
性
を
有
し
て
い
る
た
め
で
は
な
く
、
情
報
上
の
優
位
性
を
、
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地
位
の
濫
用
や
信
託
薑
あ
る
い
ば
、
秘
密
の
暴
露
に
よ
っ
て
有
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
翫
四

こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
末
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
引
の
す
べ
て
が
禁
止
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
未
公
開
情
報
の
使
用
を
許
さ
れ
た

者
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
情
報
を
偶
然
に
知
っ
た
者
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
摺
裁
吟
を
全
く
関
係
の
な
い
者
か
ら
窃
取
し
た
者
も
、

規
制
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
に
迩
翻
。
ま
た
、
こ
の
論
者
は
、
不
正
｛
灯
為
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
損
害
を
豪
る
の
は
、
一
般

投
資
者
だ
と
し
な
が
ら
、
そ
の
不
正
行
為
が
、
非
個
桂
的
な
証
券
取
引
市
場
を
通
し
て
行
わ
れ
る
題
五
口
に
は
、
被
害
者
を
特
定
す
る

こ
と
が
、
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
困
難
な
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
私
訴
権
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
こ
の
場
合
の
規
制

は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
や
司
法
省
当
局
の
他
の
制
裁
手
段
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
鞄
・

右
の
よ
う
な
見
解
か
ら
す
る
と
、
立
法
案
が
、
他
人
か
ら
窃
取
し
た
未
公
開
情
報
や
偶
然
に
立
ち
聞
き
し
た
惰
漁
に
基
づ
く
取
引

を
も
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
理
論
的
に
問
題
の
あ
る
私
訴
横
を
法
定
し
て
い
る
点
で
、
現
存
勤
胤
側
法
を
越
え
、
新
た
な

不
確
実
性
を
挿
姐
木
す
る
こ
と
に
な
る
と
評
さ
れ
漣
。

吊
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．
．
］
ｓ
②
）
円
の
ご
臥
口
←
の
口
甘
閂
、
の
。
。
”
の
ｍ
・
田
・
ロ
・
旨
の
（
忌
畠
）
．

。
○
Ｈ
ｐ
Ｈ
ｐ
の
ロ
ー
田
の
←
芯
門
守
Ｏ
Ｂ
苫
の
、
ロ
ケ
○
．
目
目
已
諄
。
⑩
。
ｐ
国
吋
。
汚
の
円
‐
ｏ
の
巴
の
司
冨
口
鳶
の
門
ｍ
Ｐ
ｐ
ｇ
の
ロ
ケ
８
Ｈ
ｐ
Ｈ
已
言
の
の
。
ｐ
因
巳
の
Ｓ

ワ
ー
、
。
崗
昏
の
○
○
口
目
已
鳶
の
①
。
ｐ
句
の
：
吋
巳
国
の
ｍ
Ｅ
］
口
威
ｏ
ｐ
ｏ
哺
切
の
◎
色
臥
威
の
⑩
。
｛
吾
の
、
の
◎
露
○
口
○
閾
ｏ
Ｏ
Ｈ
ロ
◎
日
←
】
。
Ｐ
国
：
片
目
ｍ

ｐ
ｐ
ｇ
ロ
ロ
の
甘
の
⑩
ｍ
Ｐ
ｇ
『
ｏ
帛
鈩
Ｈ
ｐ
の
回
。
Ｐ
ロ
ロ
日
少
の
⑩
。
。
旨
威
。
□
（
。
。
←
・
』
Ｐ
』
召
②
）
・
門
の
ご
凶
ロ
ー
巳
営
門
の
①
。
因
の
、
．
Ｆ
』
・
窟
】

（
］
召
函
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
再
論
上
」
琉
大
法
学
第
三
四
号
（
一
九
八
四
）
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アメリカにおけるインサイダー取引規制の法理一総論(下）：島袋鉄男

（
蝿
）
国
尊
仰
目
。
切
豈
Ｐ
ｂ
片
。

（
脳
）
ｏ
Ｐ
８
の
己
の
Ｈ
宮
・
ロ
日
一

六
三
年
）
七
五
頁
以
下
、

二
九
八
八
）
一
五
○
頁
画

（
Ⅷ
）
］
９
ｍ
・
○
一
・
巴
旨
Ｐ

（
噸
）
問
題
と
な
っ
た
連
邦
郵

′■、グー、

１６４１６３
、=、一夕

（
蝿
）
思
量
・
ｇ
ｇ
題

（
剛
）

（
伽
）

〆■、Ｆ■、

１５９１５８
～’、－'

問
題
と
な
っ
た
連
邦
郵
便
通
信
詐
欺
法
の
規
定
（
］
函
ロ
・
の
。
○
・
霊
］
墨
】
・
届
全
）
が
、
詐
欺
的
手
段
に
よ
っ
て
「
金
銭
ま
た
は
財
産

（
目
・
ロ
の
］
・
『
Ｒ
◎
己
の
門
ご
）
」
を
取
得
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
業
務
上
の
機
密
情
報
（
８
日
昼
の
員
巨

９
ｍ
目
の
⑪
⑰
旨
〔
日
日
囚
は
。
ｐ
）
と
い
う
無
形
の
性
質
も
、
右
の
規
定
に
よ
っ
て
保
漣
さ
れ
る
「
財
産
」
と
し
て
の
性
質
を
減
じ
る
も
の
で
は

な
く
、
発
表
前
の
コ
ラ
ム
の
内
容
と
発
表
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
ル
が
、
秘
密
を
保
ち
、
排
他
的
に
使
用
す
る
財
産
梅
を
有
し
て

】
ロ
勺
円
渭
》

（
」
霞
。
）
。

固
禺
◎
ず
ｐ
ｐ
ｍ
の
い
の
、
巳
鈩
号
尉
。
『
］
ｏ
ｏ
Ｈ
日
日
辱
の
の
１
勺
８
℃
。
⑥
の
』
の
一
口
旨
一
○
ｑ
、
の
津
口
葺
Ｏ
ｐ
ｏ
南
旨
、
丘
の
旬
日
３
ｓ
。
ｍ
・
村
の
Ｒ
】
員
の
。

旨
勺
目
・
］
①
吾
シ
ロ
ョ
巨
囮
」
旨
の
←
』
冒
芯
Ｏ
ｐ
ｍ
の
。
Ｅ
風
←
』
の
、
因
の
、
已
巴
】
◎
口
（
ロ
の
円
の
旨
⑪
津
の
円
。
】
←
の
○
口
の
》
。
『
の
固
因
の
ｂ
ｏ
Ｈ
←
）
。
・
忠

ご
『
ｍ
’
○
ず
。
＠
①
（
］
の
、
①
）
・

国
尊
、
曰
・
の
ラ
ロ
ロ
片
Ｐ
②
星
ご
日
ロ
。
←
の
』
臼
・
巴
今
西
の
印
勺
冨
Ｅ
ｂ
ｍ
Ｐ
ｐ
ｇ

詮
』
》
Ｑ
・
の
』
鳳
閂
：
」
国
の
２
．
辱
》
奇
の
苞
、
、
早
口
且
冒
四
臼
訂
切
目
、
３
百
、

、
白
－
つ
画

三
思
の
固
切
の
ご
◎
凰
冨
②
犀
ロ
日
ロ
。
訂
］
雪
・
ｇ
ｇ
・

ロ
日
誌
』
の
一
旦
①
の
『
・
言
目
⑪
ロ
、
．
①
屋
句
・
の
ロ
ロ
ロ
・
巴
『
（
の
．
０
．
国
・
国
・
匿
留
）
・

ロ
已
寸
の
』
の
←
ｇ
の
⑩
『
．
。
⑪
８
の
己
の
『
・
「
①
］
句
・
画
。
】
＆
』
（
宙
」
○
片
・
后
鴎
）
．

ろ
］
句
・
』
Ｑ
２
旨
曽

〆､

￣

i：

」
切
豈
Ｐ
ｂ
片
Ｐ
②
原
石
「
ロ
ロ
◎
訂
博
巴
・
日
と
ロ
！
】
Ｐ
（
】
○
の
旨
の
門
、
ロ
』
国
の
２
の
鴎
］
・
功
原
ロ
ヨ
ロ
Ｃ
意
】
①
一
・
日
←
①
一
・

一
の
Ｈ
宮
・
ロ
日
訂
口
の
一
日
の
切
・
皀
由
の
．
。
←
・
“
］
。
（
］
畠
『
）
・
本
判
決
の
鯉
説
、
近
藤
光
男
・
商
事
法
務
一
一
一
一
一
一
一
一
号
（
昭
和

一
五
頁
以
下
、
輸
崎
克
郎
・
〔
一
九
八
八
－
二
〕
ア
メ
リ
カ
法
三
四
八
頁
以
下
、
上
村
違
男
・
新
証
券
・
商
品
取
引
判
例
百
選

二
五
○
頁
以
下
。

Ｆ
ゆ
く
。
忌
亘
の
原
己
７
口
ロ
◎
厨
』
ｍ
『
・
ゆ
ず
←
か
Ｃ
ｏ

ｐ
Ｄ
の
｝
釦
百
爵
。
具
患
し
］
ｐ
・
田
・
囚
の
ご
・
ち
］
．
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'■、'■、'■、

１７８１７７１７６
、.’、－’、＝

（
畑
）

（
、
）

'■、

１７３
，－'

グー、グー、'■、

１７２１７１１７０
、二笛=、.'

（
伽
）

Ｏ
Ｃ
Ｎ
一
切
原
、
「
ロ
ロ
。
←
の
』
田
。
ｇ
四
画
画
Ｉ
の
四
》
勺
冨
』
］
ご
ｍ
ｐ
曰
Ｑ
Ｆ
Ｐ
『
Ｂ
の
》
②
辰
己
可
ロ
ロ
○
一
の
］
、
『
・
巴
一
画
←
－
ｍ
『
》
○
○
の
」
蜘
閂

口
曰
」
国
の
吋
巨
の
〔
［
］
②
侭
ｂ
「
ロ
ロ
。
←
の
届
一
・
回
一
ｍ
・
酉
－
。
←
鍾
湾
函
耐
ｏ

ｓ
Ｅ
Ｃ
の
当
局
者
は
、
駆
舞
関
係
の
弁
職
士
界
か
ら
の
翰
芳
な
支
持
が
な
い
こ
と
と
、
磯
今
丙
で
の
偏
亮
順
位
、
と
く
に
、
グ
ラ
ス
・
ス

テ
ィ
ー
ガ
ル
法
（
。
］
⑪
、
、
‐
の
←
８
ｍ
ｐ
］
し
ｓ
）
の
改
正
問
題
と
の
閣
係
で
、
一
九
八
八
年
内
に
立
法
が
成
立
す
る
見
込
み
は
な
い
だ
ろ
う
と
言

明
し
て
い
る
９
ｍ
の
。
．
”
の
ｍ
・
厚
田
・
因
の
ロ
・
函
麗
（
邑
窃
）
・

弔
彦
』
」
］
巷
の
ｍ
ｐ
Ｑ
Ｐ
ｍ
『
ｏ
』
の
ど
の
属
己
司
ロ
ロ
。
←
の
］
ｍ
『
Ｃ
ｇ
Ｐ
ｍ
『
．

⑭
。
。
ｑ
の
ど
の
辰
ｂ
、
ロ
ロ
。
←
の
］
』
①
。
③
扇
つ
酉
・
ｏ
ｏ
ｐ
目
ど
の
ロ
←
（
函
）
（
。
）
ｐ
←
①
①
雫
’
二
・

ロ
司
骨
具
』
の
囚
房
（
Ｐ
風
目
、
「
○
℃
。
⑰
⑩
且
ご
切
目
目
。
、
ロ
苫
。
§
Ｃ
随
何
口
、
貫
函
月
『
ｏ
『
而
暮
⑩
、
５
８
ミ
コ
ミ
肘
の
。
■
ぬ
⑯
・
属
、
葛
の
②

い
る
と
し
（
」
９
，
．
９
．
ｇ
四
９
－
臣
）
“
こ
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
排
他
的
使
用
楢
が
奪
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
財
産
権
の
侵
害
と
し
て

は
十
分
で
あ
り
倉
》
苞
，
ｇ
旨
］
）
“
そ
の
侵
害
が
詐
欺
的
手
段
に
よ
る
と
い
う
場
合
も
、
横
領
（
の
目
す
。
§
・
日
の
目
←
）
、
す
な
わ
ち
、
他
人

に
よ
っ
て
或
る
人
の
管
理
に
委
ね
ら
れ
た
金
銭
や
財
産
を
、
そ
の
人
個
人
の
利
益
の
た
め
に
不
正
に
流
用
す
る
（
津
ロ
且
巨
】
の
ｇ
ｇ
Ｒ
ｏ
ｂ
風
凹
‐

毬
：
）
こ
と
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
し
た
ｓ
》
苞
．
）

Ａ
Ｂ
Ａ
の
連
邦
歴
券
規
制
委
員
会
一
九
八
七
年
大
会
に
お
け
る
田
の
『
旨
の
．
Ｕ
宮
］
］
甘
切
各
弁
護
士
お
よ
び
○
・
の
〕
：
Ｈ
》
、
回
○
ｍ
の
ロ
の
旬
巴

８
目
、
の
］
の
意
見
這
砕
◎
・
罰
の
ｍ
・
陣
旧
・
閃
の
ロ
・
】
『
圏
（
』
垣
雪
）

勺
巨
］
ぢ
ぃ
Ｐ
日
田
ロ
『
Ｏ
』
の
．
②
§
日
ロ
◎
扇
］
巴
・
日
』
圏
》
ｏ
◎
の
局
の
呵
臼
］
』
国
の
日
の
辱
》
②
§
日
ロ
Ｏ
訂
］
霞
・
巴
９
画
・

国
彗
Ｐ
且
切
目
□
】
『
・
・
の
§
日
ロ
・
訂
］
臼
・
凰
牟
態
聿
勺
巨
Ｅ
ｂ
ｍ
巴
］
○
げ
色
弓
。
】
：
５
日
ロ
・
←
。
］
雪
・
臼
念
四
・

句
区
】
甘
、
回
目
田
口
『
Ｃ
】
の
》
の
§
日
ロ
。
←
の
』
図
・
日
溢
四
１
選
》
。
◎
の
］
Ｎ
円
Ｐ
且
国
の
２
の
辱
『
②
５
日
ロ
。
富
］
置
・
自

画
置
印
』
◎
盲
】
の
旨
ｎ
ｏ
（
、
国
。
□
の
『
の
』
ｏ
ｐ
ｏ
帛
固
員
。
ｎ
ｏ
の
日
の
ロ
ー
ン
ｍ
ｍ
ｏ
ａ
ｇ
の
目
司
の
◎
庁
。
『
）
お
よ
び
］
０
ｍ
の
ｂ
ｐ
ｏ
２
ｐ
＆
⑩
、
（
（
の
回
。

（
ど
日
且
冊
】
。
ｐ
の
門
）
の
意
見
ｇ
肝
。
・
罰
の
、
’
厚
い
．
國
息
・
］
圏
・
属
『
（
』
圏
の
）
・

目
司
日
９
円
．
Ｑ
国
臥
の
ロ
（
肝
２
回
←
』
の
、
門
口
目
、
←
ｑ
少
の
、
。
＆
：
ｏ
ｐ
Ｕ
『
の
、
昼
の
貝
）
の
意
見
、
后
の
①
◎
・
因
の
、
，
陣
げ
・
切
の
ロ
・
］
①
暖

Ｃ
量
）
．
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'■、グー、〆■、〆ﾛ、

２０６２０５２０１２０８
、.ジ、=、.'、‐’

〆■、グー、／■、

２０２２０１２００
、=、､ノ、-グ

（
蝿
）
ｍ
・
量
壱
、
の
◎
・
画
．
、
の
◎
・
忌
鈩
（
□
）
》
Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案
の
の
◎
・
晟
缶
（
。
）
．
な
お
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
に
は
、
当
初
、
こ
の
点
に
関
す
る
規
定
は
含

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
改
正
案
で
挿
入
さ
れ
た
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
改
訂
案
、
の
ｐ
Ｐ
ｍ
：
．
］
①
缶
（
の
）
）

（
棚
）
、
．
】
題
ご
腰
◎
・
画
．
、
の
。
．
］
の
し
（
。
）
（
］
）
》
Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案
牌
。
．
】
①
缶
（
ず
）
（
］
）
（
ぼ
）
》
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
⑭
ｗ
◎
・
函
・
肝
Ｃ
・
】
①
少
（
す
）
．
（
Ｑ
）

グ■、′■、グー、〆■、戸、

1Ｗ１９６１９５１９４１９８
、ゾ、.ノ、.'、-'、.’

言
。
、
、
『
・
旨
ｏ
Ｈ
ｍ
Ｐ
口
の
冨
口
】
の
弩
一
百
．
・
・
囲
い
可
，
、
巨
已
ロ
・
］
農
『
（
の
．
□
・
Ｚ
・
目
）
『
Ｐ
弓
ｇ
『
】
①
可
・
国
』
⑰
（
国
。
Ｑ
Ｈ
・
后
困
）
・

の
．
届
９
ｍ
の
◎
・
画
・
の
。
。
．
］
句
少
（
命
）
》
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
の
の
◎
・
函
・
の
①
。
』
○
し
（
の
）
・

Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案
は
特
別
の
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
は
、
公
開
質
付
（
←
の
目
の
Ｈ
Ｏ
魚
の
Ｈ
）
に
つ
い
て
特
別
に
規
定
し
（
の
①
Ｐ
學

、
の
。
．
＆
少
（
。
）
）
ノ
、
．
届
ｇ
は
、
広
く
、
あ
る
者
が
、
他
の
会
社
や
そ
の
株
式
ま
た
は
資
産
の
重
要
部
分
を
取
得
ま
た
は
処
分
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
つ
い
て
特
別
に
規
定
し
て
い
る
（
ｍ
・
局
９
ｍ
の
◎
・
画
・
の
①
。
．
］
の
少
（
。
）
（
画
）
）
・

旧
四
口
、
の
『
○
．
１
．
望
壱
日
ロ
Ｏ
｛
の
呂
・
９
＄
①
》
。
。
Ｈ
・
的
属
ご
「
Ｐ
ｐ
Ｃ
誌
】
巴
・
巴
呂
］
・

ｏ
ｏ
Ｈ
・
切
尽
己
司
ｐ
ｐ
ｏ
訂
届
困
ご
ｇ
②
巴
Ｉ
②
画
・
単
Ｐ
Ｃ
・

与
苞
・
巴
②
巴
》
Ｆ
、
口
、
の
『
ｏ
ｏ
１
亨
切
戻
己
「
ロ
ロ
。
←
の
⑭
、
。
ｇ
←
］
・
『
。
◎
の
』
㈹
の
村
の
ロ
」
国
の
Ｈ
●
画
の
亀
］
》
②
Ｒ
ｂ
「
ロ
ロ
。
←
の
』
①
一
・
２
日
②
．

■
同
色
』
ロ
の
竜
・
』
『
Ｐ
風
（
＆
の
「
②
。
〔
岑
怠
＆
《
烏
「
“
・
ロ
ョ
＆
奇
『
。
『
ヨ
ロ
風
◎
百
ｐ
』
』
＆
ご
ロ
ョ
日
恥
『
の
②
【
ざ
《
』
⑩
、
罫
⑩
可
吋
ａ
⑩
、
具
、
③
。
冒
乱
戟
⑩
の
け
ｐ
Ｅ
③
》

冨
国
②
。
．
Ｆ
因
の
ご
・
四
圏
・
四
ｓ
（
】
召
』
）
．

（
②
）
（
←
）
ｐ
ｐ
ｑ
（
、
）
。

の
．
】
鴎
ご
お
よ
び
か

（
ご
）
（
西
澤
（
ご
雨
Ｌ
（
し

ｍ
の
。
．
届
缶
（
す
）
（
四
）

閂
守
苞
・
『
。
◎
の
』
い
の
円
四
目
□
■
の
Ｈ
Ｅ
の
廟
夢
の
属
口
「
ロ
●
口
。
←
の
忌
一
・
巴
心
麗
・

Ｄ
Ｃ
の
】
Ｎ
の
『
ｐ
ｐ
Ｑ
■
胃
巨
の
南
］
・
の
民
ｂ
『
ロ
ロ
。
←
の
］
＆
》
ｇ
お
酉
．

、
．
］
四
ｓ
の
①
◎
・
画
・
の
①
。
．
』
＠
し
（
⑪
）
》
Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案
の
①
。
．
＆
缶
（
色
）
》
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
の
の
。
・
、
．

、
．
届
Ｓ
ｍ
の
◎
・
画
・
の
の
◎
・
忌
鈩
（
ワ
）
》
Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案
、
の
◎
・
屋
鈩
（
ず
）
》
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
の
①
。
．
②
》
、
の
。
．
】
②
諺
（
ｐ
）
・

の
．
邑
巴
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
は
、
自
然
人
以
外
の
者
に
つ
い
て
、
こ
の
抗
弁
を
問
題
に
し
て
い
る
が
（
、
．
届
９
ｍ
の
。
．
Ｐ
の
の
。
．
］
①
缶

〕
）
（
園
）
｛
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
の
①
ｏ
・
酉
・
晟
鈩
（
ら
（
園
）
）
“
Ｌ
Ｃ
Ａ
提
案
は
、
自
然
人
に
つ
い
て
も
こ
の
抗
弁
を
認
め
る
（
Ｌ
Ａ
Ｃ
提
案

）◎
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アメリカにおけるインサイダー取引規制の法理一総諭(下)：島袋鉄男

（
趣
）

（
麹
）
与
苞

（
鋤
）
ｓ
苞

（
畑
）
ｓ
圏

（
狐
）
辱
苞

（
”
）

（
瀬
）

〆■、〆■、

２１５２１４
，.’、ソ

＞＆
＆苞

（
叩
）
＆
苞

（
犯
）

（
加
）
顧
苞

（
川
）

（
卵
）
ｓ
量

（
断
）
田
ｐ
ｐ
ｍ
の
『
ｏ
ｏ
１
》
②
属
己
、
ｐ
ｐ
ｏ
←
の
ｇ
・
呉
酋
】
・

（
鯛
）
旨
口
◎
の
夢
崗
寸
◎
ョ
＆
唐
昌
凰
巳
切
◎
冒
斡
◎
詞
②
８
勺
◎
舜
駄
○
巳
、
。
（
己
働
。
旨
の
叱

鈩
、
口
冒
恩
冒
の
国
⑯
、
臼
ゴ
辰
駄
目
中
＄
し
■
Ｐ
田
・
因
の
『
函
囲
（
】
湯
の
）
．

Ｃ
園
）

国
。
廠
苛
Ｐ
Ｆ
・
因
図
・
Ｐ

尾
巨
・
口
ご
ｐ
の
原
石
「
ロ
ロ
。
←
の
画
】
⑦
。
②
←

シ
匡
口
国
Ｐ
②
原
石
『
ロ
ロ
。
←
の
②
『
．
ｇ
】
】
②
．

是
声
］
ロ
ロ
ヨ
の
。
ロ
ー
ラ
、

シ
］
』
Ｐ
『
Ｐ
ｍ
Ｅ
ｂ
３
ｐ
ｏ
←
の
②
『
．

シ
［
口
○
罠
・
②
辰
己
、
ロ
ロ
Ｃ
←
の

）
【
の
。
の
］

ｐ
←
停
酉
』

ｐ
←
］
直
函

ロ
ー
］
］
・

ロ
一
・
国
］

ｇ
②
蜜
・

巴
函
爵
．

ｐ
一
画
④

Ｐ
一
四
画
②
。

早
○
ョ
国
頁
司
同
⑩
偽
貿
・
ロ
。
討
昏
ご
ロ
：
旱
⑯
」
言
、
Ｅ
ロ
、
衝
・
灘
・
詞
旦
暮
⑩
飼
厘
庁
の

』
一
恵
切
負
刀
己
、
Ｃ
ｂ
ａ
Ｐ
愚
◎
副
自
諄
、
。
『
胃
○
百
『
己
⑮
詞
肘
「
ｐ
司
只
毎
ｍ
』
←
浄
⑯
コ
ョ
貝
計
・
乞
○
曰
◎
の
一
・
Ｆ
』
・
四
国
・
函
皀

画
一

Ｂ
１
巨
（
后
②
←
）
。

函
。
②
已
口
←
②
つ
つ
む
②
①
②
。

四
画
『
口
四
・
』
。

臼
肩
２
，
９
．
ご
§
口
忌
・
麓
◎
再
旦
暮
⑩
河
に
行
②

」
、
巳
ョ
●
鷺
」
訂
の
匙
⑮
、
白
ゴ
ミ
冒
伽
、
届

6９



琉大法学第45号（1990）

テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
判
決
と
キ
ャ
デ
ィ
ー
。
ロ
バ
ー
ツ
審
決
の
「
公
正
（
目
白
：
）
原
理
」
に
基
づ
く
「
開
示
ま
た
は
断
念
の

原
則
」
は
、
相
対
取
引
に
お
け
る
違
法
性
の
原
理
を
市
場
取
引
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
、
市
場
の
公
正
、
誠
実
性
に
対
す
る
一
般
投
資
者
の
信
頼
を
損
な
う
不
公
正
な
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
引
で
あ
れ
ば
、
誰
の
ど
の
よ
う
な
取
引
で
あ
っ
て
も
、
不
公
正

な
も
の
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
た
。
取
引
当
事
者
の
地
位
、
職
業
、
能
力
、
知
識
、
経
験
等
に
よ
っ
て
、
知
り
得
る

情
報
に
優
劣
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
一
方
が
他
方
よ
り
、
よ
り
多
く
の
情
報
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
相
手
方

に
開
示
し
な
い
で
取
引
す
る
こ
と
が
当
然
に
不
公
正
だ
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
一
般
投
資
者
は
、
一
般

わ
れ
る
場
合
に
、
理
論
平
癒
蕗
盗

て
は
明
ら
か
に
違
法
（
詐
欺
）
型

と
で
あ
る
。
そ
ん
な
は
ず
は
な
恥

し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
が
、
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
の
下
で
の
い
わ
ゆ
る
黙
示
の
私
訴

権
に
基
づ
き
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
民
事
責
任
の
追
及
と
言
う
形
で
始
っ
た
こ
と
は
、
裁
判
所
２
週
樺
的
法

創
造
機
能
に
支
え
ら
れ
て
、
規
制
の
法
理
の
目
覚
し
い
発
展
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
同
時
に
、
そ
の
法
理
を

拘
束
す
る
原
因
に
も
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
違
法
性
を
勾
巳
の
」
ｓ
－
ｍ
で
い
う
「
詐
欺
」
概
念
に
よ
っ
て

根
拠
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
非
個
性
的
な
証
券
二
屯
場
を
通
し
て
行

わ
れ
る
場
合
に
、
理
藷
唯
窃
壁
迷
困
難
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
の
基
本
的
な
問
題
点
は
、
相
対
取
引
に
お
い

て
は
明
ら
か
に
違
法
（
詐
欺
）
だ
と
さ
れ
る
取
引
が
、
非
墹
荏
的
市
場
を
通
し
た
場
合
に
は
、
そ
う
で
は
な
く
な
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
直
観
胸
判
断
が
、
そ
の
後
の
法
理
を
生
み
出

五
結

語

7０
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に
知
ら
れ
て
い
な
い
情
報
に
基
.つ
-
取
引
を
不
公
正
だ
と
感
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

合
衆
国
最
高
裁
判
所
の
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
は
､
不
公
正
だ
と
さ
れ
る
基
準
を
､
あ
る
意
味
で
明
確
に
示
し
た
｡
し

か
し
､
そ
れ
は
'
理
論
的
に
は
'
詐
欺
概
念
に
縛
ら
れ
た
'
あ
ま
り
に
契
約
法
的
な
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
と
し
て
支
持
す
る
見
解
も

あ
る
が
'
少
な
く
と
も
'
旧
来
の
契
約
法
の
原
則
を
修
正
す
る
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
た
証
券
取
引
所
法
の
一
般
投
資
者
の
保
護
の

ヽ

観
点
か
ら
問
題
を
残
し
て
お
り
'
多
く
の
支
持
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
｡
ま
た
'
実
際
上
に
も
'
規
制
の
範
囲
を
制
限
す
る
お

そ
れ
が
あ
り
'
規
制
を
抵
大
強
化
す
べ
善
で
あ
る
と
す
る
一
般
の
趨
勢
を
押
し
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
｡

不
正
流
用
理
論
は
'
チ
ア
レ
ラ
お
よ
び
ダ
ー
ク
ス
判
決
の
右
の
よ
う
な
欠
点
を
補
う
も
の
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'
こ
れ
も
ま
た
'
一
方
で
は
'
遵
法
行
為

(詐
欺
)
の
故
事
者
が
同
時
に
証
券
取
引
に
よ
る
故
事
者
で
は
な
い
と
い
う
点
で
t

R
ute
tOb
-
5
の
下
で
の
｢証
券
取
引
に
関
す
る
詐
欺
｣
の
要
件
に
開
し
疑
問
を
残
し
へ
そ
の
た
め
に
へ
R
ute
10b
-
5
に
基
づ

-
規
制
の
限
界
を
表
面
化
さ
せ
'
新
た
な
立
法
へ
の
動
き
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
'
他
方
で
は
'
情
報
の
不
正
使
用

(流
用
)

の
概
念
を
拡
大
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
｡

一
九
八
七
年
に
上
院
の
証
券
小
責

会
に
提
出
さ
れ
た
立
法
案
に
'
こ
の
不
正
使
用
の
拡

大
事
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

二
'

一
九
八
<
年

二

月
に
'
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
に
関
す
る
新
た
な
法
律
が
成
立
し
た

｡
lnsid
er
Trading
and
S
?

curiti.sFraudEnforcementA
ctof
t988で
む
撃

,,
の
法
律
は
,
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
を
強
化
す
る
た
め
,

既
存
の
制
裁
手
段
の
強
化
'
翼

化
'
適
用
竃

の
拡
大
'
さ
ら
に
は
'
国
際
的
不
正
取
引
に
対
処
す
る
た
め
の
規
定
の
新
改
等
を

主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
雪

噂

,

今
回
も
ま
た
,
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
定
雪

望

こ
と
は
見
誉

れ
た
｡

イ
ン
サ
イ
ダ
l
取
引
を
定
義
づ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
根
強
い
反
対
が
あ
碕

o

イ
ン
サ
イ
ダ
I
取
引
が
,

1
種
の
詐
欺
ま
が
い

の
行
為
で
あ
る
以
上
'
こ
の
世
の
中
で
考
え
出
さ
れ
る
詐
欺
行
為
が
細
か
く
定
義
で
き
な
い
の
と
同
様
'
定
義
に
適
さ
な
い
と
い
う

71
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墨爵謹ｔ声：
いので、のイ

場引てし（

;蝋Ｉ

こ
と
と
、
こ
れ
を
定
襲
づ
け
る
と
、
直
ち
に
こ
れ
を
回
避
す
る
手
段
が
考
案
さ
れ
、
か
え
っ
て
規
制
の
効
果
を
な
く
し
て
し
ま
う
と

い
う
の
が
そ
の
理
由
で
叺
翻
・
確
か
に
、
こ
の
反
対
に
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
本
質
に
根
ざ
し
た
理
由
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
仮
に
、
明
文
の
規
定
を
設
け
る
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
耐
え
得
る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
を
不
公
正
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
場
合
で
も
、
増
幅
こ
そ
す
れ
、
減
少
す
る
も
の
で
は
な
い
。
Ａ
Ｂ
Ａ
の
選
択
肢
Ｂ

（
資
料
２
）
の
定
義
づ
け
は
、
こ
の
点
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
処
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
具
体
性
、
正
確
性
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。
行
為
準
則
の
明
確
化
、
罰
則
の
対
象
と
し
て
の
行
為

の
明
文
化
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
よ
り
正
確
な
類
型
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

上
院
の
証
券
小
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
立
法
案
は
、
判
例
の
積
重
ね
を
背
景
に
類
型
化
に
よ
る
定
裏
づ
け
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
基
本
的
な
問
題
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
立
法
案
が
、
ど
の
よ
う
な
基
本
理
念
に
立
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
明
確
で
な
い
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
規
制
の
手
法
が
適
切
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取

引
規
制
の
目
的
を
越
え
て
、
他
の
利
益
を
侵
害
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
立
法
案
相
互
の
間
に
立

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
法
理
が
、
皆
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
も
な
く
、
論
理
一
貫
し
た
も
の
に
も
な
っ
て
い
な
い
大
き
な
原

因
は
、
効
率
（
の
患
：
ロ
・
】
）
と
公
平
（
の
Ｐ
昌
亘
）
と
い
う
価
値
を
め
ぐ
る
相
克
に
ま
だ
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
わ
れ
瀬
〉
・

公
正
の
確
保
の
た
め
に
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
が
、
絶
え
ず
会
社
等
の
情
報
源
か
ら
情
報
を
収
集
し
、
こ
れ
を
分
析
し
、
そ

の
結
果
を
一
般
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
券
市
場
の
運
用
に
有
用
な
役
割
を
果
し
て
い
る
者
（
例
え
ば
、
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
）

に
ま
で
砿
大
さ
れ
て
く
る
と
、
効
率
樺
」
の
問
題
と
ま
と
も
に
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
定
義
づ
け
る
立
法
案
が
そ
れ
ぞ
れ
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
を
有
効
に
執

－７２－
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行
す
る
と
い
う
必
要
性
と
、
そ
れ
と
同
じ
く
重
要
な
必
要
性
を
も
つ
、
投
資
に
必
要
な
情
報
の
市
場
へ
の
自
田
な
流
入
と
い
う
こ
と

の
調
整
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
叺
鞄
。
た
だ
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
調
整
を
な

す
か
を
め
ぐ
っ
て
、
立
法
案
の
間
で
違
い
が
み
ら
れ
麹
・

「
公
正
」
史
観
点
か
ら
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
規
制
す
る
と
い
う
基
本
理
念
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
、
学
説
の
主
流
を
な

し
、
立
法
案
の
基
本
理
念
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
「
公
正
」
概
念
の
も
つ
広
が
り
の
故
に
、
何
を
基
準
に
公

正
か
否
か
を
判
》
町
す
る
か
と
い
う
尺
度
を
明
確
に
し
な
い
と
、
そ
の
判
断
が
窓
意
的
な
も
の
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
際
、
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
証
券
取
引
旦
町
法
に
基
づ
く
規
制
と
し
て
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

現
代
の
非
個
性
的
証
券
市
場
の
仕
組
を
解
明
し
、
そ
の
う
え
で
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
取
引
が
、
何
故
に
、

そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
不
公
正
と
一
般
に
認
識
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
砿
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
非
個
性
的
証
券

市
場
で
行
わ
れ
る
取
引
を
ど
の
よ
う
に
法
律
蜂
噂
成
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
定
義
に
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
に
対
す
る
有
効
な
規
制
手
段
を
考
え
る
場
合
に
も
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
す
る
民
事
責
任
も
、

そ
の
う
え
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
麹
）
こ
の
法
律
の
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
９
ｍ
・
因
・
陣
曰
・
罰
・
】
鴎
９
］
国
密
皀
ｇ
画
一
】
＠
圏
．
』
『
召
（
］
⑫
＄
）
参
照
。
な
お
、
条
文
の
邦

訳
、
商
事
法
務
一
一
七
○
号
二
三
頁
以
下
。

（
翅
）
同
法
の
要
点
に
つ
き
、
商
事
法
務
二
七
○
号
二
七
頁
以
下
参
照
。

（
醗
）
例
え
ば
、
上
院
征
券
小
委
員
会
の
公
聴
会
に
お
け
る
白
口
８
ヶ
、
お
よ
び
国
の
且
曾
②
の
発
言
、
白
冨
冒
凰
：
７
早
目
島
。
伽
陣
冒
ｏ
灘
◎
訂
の

－７３－
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’■、’■、'■、'－，

２２９２２８２２７２２６
－'ミージ、.'、－' 」

８
。
「
邑
囹
出
図
風
冨
叱
「
口
§
〕
、
緬
暮
。
、
５
８
コ
§
・
・
百
ｍ
の
。
冒
蔵
⑯
の
旦
忌
訂
一
の
§
§
⑩
○
○
コ
§
・
§
ロ
§
尊
崎
・
寄
・
属
の
「

ご
写
函
ｕ
ｐ
『
員
〔
〒
。
◎
ヨ
少
一
画
郡
『
鰯
》
垣
の
言
○
○
口
、
．
。
■
○
ｍ
の
、
の
。
四
つ
ｌ
ヨ
ョ
⑮
垣
ｌ
ご
］
（
】
の
忠
）
。

閂
守
『
ａ
。

田
ｐ
ｐ
ｍ
の
『
。
◎
ユ
ゥ
切
屡
ご
「
ロ
ロ
◎
訂
②
国
。
ｐ
一
画
の
②
．

Ｕ
ロ
竺
』
甘
、
ｐ
ｐ
ｑ
田
ゆ
く
。
尉
・
助
長
□
「
ロ
ロ
。
←
の
最
ペ
マ
ロ
ー
ー
ヨ
。

例
え
ば
、
Ｌ
Ａ
Ｃ
椹
藁
の
委
負
長
に
よ
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
提
案
に
対
季
，
ろ
批
判
に
つ
き
勺
巨
屋
已
、
ｍ
且
Ｆ
Ｐ
ご
◎
』
の
．
の
５
３
口
。
←
の
冒
驚
脇
。

7４
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his

duties
o

r
obligations

to
th

e
issuer;

o
r

(B
)

to
any

person
p

u
rsu

an
t

to
a

requirem
ent

o
f

any
statu

te
o

r
rule

o
r

regulation
prom

ulgated
there

under.SU
B

SE
C

T
IO

N
(b

).
A

F
F

IR
M

A
T

IV
E

D
E

FE
N

SE
S

-
N

o
person

w
ho

purchases
o

r
sells

a
security

(u
trad

in
g

person")
shall

be
liable

fo
r

violatioD
o

f
th

is
S

ection
if

he
sustains

th
e

burden
th

at:

(1)
K

now
ledge

o
f

the
T

rading
P

erson
or

O
ther

P
a

rty
-

-
-

-
-

-

(2)
Institutional

T
raders

-
-

-
-

-
-

(3
)

Supervening
CazLse

-
-

-
-

-
-

SU
B

SE
C

T
IO

N
(c).

D
E

FIN
T

IO
N

S.
F

o
r

purposes
o

f
th

is
section:

(1
)

"Insider"
m

eans
th

e
issuer,

a
director

o
r

officer
o

f
o

r
a

person
controlling,

controlled
by,

o
r

under
com

m
on

control
w

ith,
th

e
issuer;

a
person

w
ho

by
virtue

o
f

his
relationship

o
r

fo
rm

er
rela

tionship
o

f
trust

o
r

confidence
to

the
issuer

know
s

a
m

aterial
fact

ab
o

u
t

th
e

issuer
o

r
th

e
security

th
at

is
n

o
t

generally
available.

(2
)

"M
isap

p
ro

p
riate··

m
ean

s
(A

)
to

o
b

tain
m

aterial.
n

o
n

p
u

b
lic

in
fo

rm
atio

n
b

y
u

n
law

fu
l

m
ean

s.

o
r

(B
)

to
appropriate

m
aterial,

nonpublic
in

fo
rm

atio
n

to
one's

ow
n

use
o

r
benefit,

o
r

to
the

use
o

r

Jcoto
-I



IHR

• mr""}L-
"-"

,• Q•!~iiEI~~*' ~~to~~UoR=
"~~

benefit
o

f
another

person
w

here,
because

o
f

a
fiduciary,

contractual,
em

ployee,
o

r
other

relationship,

one
is

under
a

d
u

ty
n

o
t

so
to

appropriate
it.

(3
)

A
fact

is
"m

aterial"
if

-
-

-
-

-
-

(4
)

A
fact

is
"generally

available"
w

hen
-

...
-

-
-



(5
)A

"fact::
includes

-
-

-
-

-
-

(6
)

"K
now

ledge,"
"know

s,"
"know

ing"
and

cC
know

ingly"
include

-
-

-
-

......

S
U

B
S

E
C

T
IO

N
(d

)
C

O
N

T
R

O
L

L
IN

G
P

E
R

S
O

N
L

IA
B

IL
IT

Y
-

-
-

...
...

-

SU
B

SEC
TIO

N
(n

)
E

X
C

L
U

S
IV

IT
Y

-
...

-
-

-
...

,l."
t-I
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)

A
B

A
's

L
egislative

P
roposals

P
R

O
P

O
S

E
D

SE
C

T
IO

N
16A

-
A

L
T

E
R

N
A

T
IV

E
B

S
ection

16A
:

U
nlaw

ful
T

rading
on

M
aterial

N
onpublic

Inform
ation

It
shall

be
unlaw

ful
fo

r
a

n
y

person,
directly

o
r

indirectly,
by

use
o

f
a

n
y

m
eans

o
r

instrum
ental

ities
o

f
interstate

com
m

erce,
o

r
any

facility
o

f
any

national
securities

exchange.
to

trad
e

in
securities

on
the

basis
of

m
aterial.

D
onpublic

inform
ation

o
r

selectively
to

disclose
such

inform
ation

in
a

m
an

ner
reasonably

likely
to

lead
to

trading;
provided

th
at

no
person

shall
be

liable
under

th
is

section
U

D
-

less
it

is
proved

b
y

a
preponderance

o
f

th
e

evidence.th
a
t

such
p

erso
n

knew
(o

r
w

as
reckless

in
n

o
t

k
n

o
w

in
g

)
th

a
t

th
e

in
fo

rm
atio

n
w

as
m

aterial
an

d
nonpublic

an
d

,
in

th
e

case
o

f
selective

d
isclo

su
re,

knew

(or
w

as
reckless

in
not

know
ing)

th
at

the
disclosure

of
the

inform
ation

w
as

likely
to

lead
to

trading;

and
further

provided
th

at
no

person
shall

be
liable

under
this

section
for

trading
on

the
basis

of,
or

selectively
disclosing,

inform
ation

obtained
prim

arily
by

th
at

person's
o

r
any

o
th

er
person's

effo
rts

unless
the

plaintiff
proves

th
at

person
knew

(o
r

w
as

reckless
in

n
o

t
know

ing)
th

at
the

in
fo

rm
atio

n

w
as

provided
to

him
o

r
obtained

by
him

through
a

breach
o

f
a

contractual,
fiduciary,

o
r

o
th

er
legal

duty,
o

r
proves

th
at

the
inform

ation
w

as
used

by
th

at
person

in
know

ing
(o

r
reckless)breach

o
f

such

Icor:-I
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a
duty.

(I!Q
ltC

Q
)

S
.1380

lO
O

th
C

ongress,
1st

S
ession

June
17,

1987

SE
C

T
IO

N
1.

SH
O

R
T

T
IT

L
E

.

T
his

A
ct

m
ay

be
cited

as
"T

he
Insider

T
rading

P
roscriptions

A
ct

o
f

1987."

SE
C

T
IO

N
2.

IN
ST

D
E

R
T

R
A

.D
IN

G
PR

O
SC

R
IPT

IO
N

S.

C
hapter

7
8

of
ritle

1
5

,
U

nited
8t"ates

C
ode,

is
am

ended,
b

y
adding

a
t

th
e

end
o

f
78p

th
e

follow
ing:

"Sec.16A
..(a

)
F

indings.
---

"(1
)

T
h

e
fairn

ess,
h

o
n

esty
an

d
in

teg
rity

o
f

th
e

n
atio

n
's

secu
rities

m
ark

et
a
re

im
p

aired
w

h
en

co
r

porate
insiders

and
other

persons
w

ho
obtain

m
aterial,

nonpublic
in

fo
rm

atio
n

relatin
g

to
a

p
articu

lar

Iento-t
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security
o

r
group

o
f

securities
(o

r
the

m
ark

et
fo

r
such

security
o

r
group

o
f

securities)
w

rongfully

use
th

at
inform

ation,
o

r
w

rongfully
com

m
unicate

th
at

inform
ation

to
others

w
ho

m
isuse

it,
in

con

nection
w

ith
the

purchase
o

r
sale

o
f

any
security.

"(2
)

E
ffective

prohibitions
against

trad
in

g
by

persons
w

ho
w

rongfully
use

m
aterial,

nonpublic

inform
ation,

and
w

rongfully
com

m
unicate

th
at

inform
ation

to
others

w
ho

m
isuse

it,
are

necessary
to

preserve
the

integrity
o

f
o

u
r

m
arkets

and
th

eir
ability

to
serve

im
p

o
rtan

t
national

and
in

tern
atio

n
al

econom
ic

functions,
including

capital
form

ation.

"(3
)

T
here

is
an

im
p

o
rtan

t
public

interest
in

the
prom

pt,
unfettered

flow
to

the
securities

m
ar

kets
o

f
inform

ation.

"(4
)

T
he

specific
delineation

o
f

w
h

at
constitutes

the
w

rongful
use

o
r

w
rongful

com
m

unication

o
f

m
aterial,

nonpublic
inform

ation
provided

herein
is

necessary
to

prom
ote

g
reater

clarity
in

the
law

.

"(b
)

P
rohibition

A
gainst

the
U

se
o

f
M

aterial,
N

onpublic
Inform

ation.
---

"(I)
It

shall
be

unlaw
ful

fo
r

any
person,

directly
o

r
indirectly.

to
use

m
aterial,

nonpublic
infor-

m
atio

n
to

purchase
o

r
sell

an
y

security.
-

-
-,

if
such

person
know

s
o

r
is

reckless
in

n
o

t
know

ing
th

a
t

such
inform

ation
has

been
obtained

w
rongfully.

o
r

if
the

purchase
o

r
sale

o
f

such
security

w
ould

con

stitu
te

a
w

rongful
use

o
f

such
inform

ation.
F

o
r

th
e

purposes
o

f
this

S
ection,

inform
ation

shall
have

I&lI
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been
used

o
r

obtained
w

rongfully
only

if
it

has
been

obtained
by

o
r

its
use

w
ould

constitute,
directly

or
indirectly,

th
eft,

conversion,
m

isappropriation
o

r
a

breach
of

any
fiduciary,

contractual,
em

ploy

m
ent,

personal
o

r
other

relationship
o

f
tru

st
and

confidence.

"(2
)

F
o

r
purposes

o
f

subsection
(b

)(l),
any

person
w

ho
purchases

o
r

sells
a

security
w

hile
in

possession
o

f
m

aterial,
nonpublic

inform
ation

relating
to

th
at

security
(o

r
the

m
ark

et
therefor)

shall

be
presum

ed
to

have
used

th
at

inform
ation

in
connection

w
ith

such
purchase

o
r

sale.
N

otw
ithstanding

the
foregoing,

in
the

case
o

f
person

other
than

a
natural

person,
the

presum
ption

th
at

such
m

aterial,

nonpublic
inform

ation
in

th
at

person's
possession

w
as

used
in

connection
w

ith
transactions

in
th

at
se

curity
shall

be
overcom

e
if

such
person

sustains
the

burden
o

f
proving

th
at:

"(A
)

th
e

purchase
o

r
sale

o
f

th
e

security
w

as
n

o
t

influenced
by

such
m

aterial,
nonpublic

infor-

m
ation;

and

"(B
)

the
individual

effecting
th

e
purchase

o
r

sale,
o

r
causing

to
purchase

o
r

sale,
on

behalf
of

such
person,

did
not

know
the

m
aterial,

nonpublic
inform

ation.

In
determ

ining
w

hether
any

person
other

than
a

n
atu

ral
person

has
sustained

its
burden

o
f

proof
under

this
subsection,

it
shall

be
relevant

w
hether,

and
to

w
h

at
extent,

such
person

had
im

plem
ented

and

m
aintained

reasonable
policies

and
procedures

to
prevent

violations
o

f
this

S
ection

by
the

individuals

m
aking

o
r

influencing
investm

ent
decisions

on
its

behalf.

 coI



~
terial

block
of

the
issuer's

securities
or

its
assets,

o
r

any
person

acting
on

behalf
o

f
such

a
person

of<i:i
(herein

th
e

"transacting
person"),

fo
r

the
purpose

o
f

influencing
o

r
encouraging

the
purchase

or
sale

.......
~C

D
T

""1
~i

"(c)
P

rohibitions
A

gainst
the

W
rongful

C
om

m
unication

of
C

ertain
M

aterial,
N

onpublic
Inform

a

tion.
-"(1

)
It

shall
be

unlaw
ful

fo
r

any
person,

directly
o

r
indirectly,

w
rongfully

to
com

m
unicate

m
a

terial,
nonpublic

inform
ation

to
another

person
w

ho,
directly

or
indirectly,

purchase
o

r
sells

any
secu

rity
th

at
is

directly
or

indirectly
the

subject
of

the
com

m
unication,

w
hile

in
possession

o
f

such
infor

m
ation,

if
the

person
m

aking
the

com
m

unication
know

s
(o

r
is

reckless
in

not
know

ing)
th

at
such

in

form
ation

w
ould

be
used

fo
r

purchase
or

sale
o

f
a

security
th

at
w

ould
violate

subsection
(b

)
of

th
is

Section.

"(2
)

It
sh

all
be

u
n

law
fu

l
fo

r
an

y
p

erso
n

p
lan

n
in

g
an

acq
u

isio
n

o
r

d
isp

o
sitio

n
o

f
an

issu
er,

a
m

a-

of
the

securities
of

such
issuer,

to
com

m
unicate,

directly
o

r
indirectly,

m
aterial,

nonpublic
inform

ation

concerning
such

plans
to

a
n

y
other

person
w

ho
thereafter

purchases
o

r
sells

the
affected

securities,

unless
such

other
person

is
acting

on
behalf

of
o

r
as

p
art

of
a

group
w

ith
the

transacting
person

(w
ithin

th
e

m
eaning

o
f

S
ection

1
3

(d
)(3

)
o

f
this

T
itle)

o
r

the
com

m
unication

o
f

such
inform

ation

has
been

m
ade

in
the

course
o

f
a

good
faith

solicitation
o

f
such

other
person

to
act

on
behalf

o
f

o
r

as
p

art
o

f
a

group
w

ith
the

transacting
person

(w
ithin

the
m

eaning
of

S
ection

13
(d

)
(3

)
o

f
this

I~I



T
itle)

o
r

the
securities

are
acquired

directly
fro

m
o

r
sold

directly
to

the
tran

sactin
g

person.

"(d
)

D
eriv

ativ
e

L
iab

ility
-

-
N

o
person

sh
all

be
liab

le
u

n
d

er
th

is
S

ection
solely

b
y

reaso
n

o
f

th
e

fact
th

at
such

person
controls

o
r

em
ploys

a
person

w
ho

has
violated

th
is

S
ection,

if
such

controlling

person
o

r
em

ployer
neither

participated
in,

n
o

r
directly

o
r

indirectly
induced

th
e.acts

co
n

stitu
tin

g
th

e

violation
o

f
th

is
S

ection.

"(e)
C

om
m

ission
R

ulem
aking

and
O

rders
-

-
T

he
C

om
m

ission
m

ay,
by

rules
consistent

w
ith

th
e

provisions
o

f
th

is
S

ection,
im

plem
ent

the
provisions

o
f

this
S

ection.
T

he
C

om
m

ission,
b

y
rules,

o
r

by

order,
m

ay
exem

pt
a

n
y

perSO
D

,
security

o
r

transaction,
o

r
a

n
y

class
o

r
classes

o
f

persons,
securities

o
r

transactions,
from

a
n

y
provision

o
r

provisions
o

f
this

S
ection,

if
and

to
th

e
extent

th
a
t

such
ex

em
ption

is
consistent

w
ith

the
provisions

o
f

th
is

S
ection.

"(f)
P

riv
ate

R
ights

o
f

A
ction.

-
-

A
ny

person
w

ho
is

injured
b

y
a

violation
o

f
th

is
S

ection
in

connection
w

ith
th

e
purchase

o
r

sale
o

f
a

n
y

security
m

a
y

recover
a

n
y

dam
ages

sustained
by

reason
o

f

such
v

io
latio

n
.

F
o

r
th

e
p

u
rp

o
se

o
f

th
is

S
ection.

a
person

sh
all

be
deem

ed
to

h
av

e
been

in
ju

red
b

y
a

vi

olation
o

f
th

is
S

ection
if

such
person

h
as

purchased
o

r
sold

th
e

affected
securities

contem
poraneously

w
ith

the
transactions

in
such

securities
th

at
fo

rm
th

e
basis

o
f

th
e

violation
o

f
p

arag
rap

h
s

(b
)

o
r

(0
)

I~I



o
f

th
is

S
ection.

N
o

person
sh

all
be

liab
le

in
d

am
ag

es
in

a
n

y
actio

n
u

n
d

er
th

is
su

b
sectio

n
fo

r
an

am
o

u
n

t

in
excess

o
f

such
person's

actual
p

ro
fit

obtained
o

r
loss

avoided.
A

ny
dam

ages
im

posed

against
a

n
y

person
under

this
subsection

shall
be

dim
inished

b
y

(and,
w

here
available,

recovered
fro

m
)

the
am

ounts.
if

any,
th

at
such

person
m

ay
be

required
to

disgorge,
pursuant

to
a

court
order

obtain

ed
a
t

the
instance

o
f

the
C

om
m

ission,
in

a
proceeding

brought
under

S
ection

2
1

(d
)

o
f

th
is

T
itle

re-

latin
g

to
th

e
sam

e
a

tran
sactio

n
o

r
tran

sactio
n

s.
A

ny
person

w
h

o
v

io
lated

su
b

sectio
n

(c)
o

f
th

is
S

ection

sh
all

be
liab

le.
jo

in
tly

an
d

sev
erally

t
to

th
e

sam
o

ex
ten

t
as

an
y

persons
w

ho
o

b
tain

ed
p

ro
fits

o
r

avoid

ed
losses

as
a

result
o

f
such

violations
o

f
subsection

(c).
T

he
period

o
f

lim
itatio

n
s

fo
r

the
com

m
ence

m
ent

o
f

a
n

y
action

under
this

subsection
shall

he
the

sam
e

as
th

at
provided

in
S

ection
2

1
(d

)(2
)(D

)

of
this

T
itle

(the
Insider

T
rading

S
anctions

A
ct).

&
I(g)

E
xclusivity.

-
-

T
his

section
shall

provide
the

exclusive
standards

by
w

hich
the

w
rongful

use

o
r

w
ro

n
g

fu
l

co
m

m
u

n
icatio

n
o

f
m

aterial,
nonpublic

i
n
f
o
~
a
t
i
o
n

in
connection

w
ith

th
e

p
u

rch
ase

o
r

sale

o
f

a
secu

rity
sh

all
be

addressed.
T

h
is

S
ection

sh
all

n
o

t,
how

ever,
affect

o
th

er
p

ro
h

ib
itio

n
s

o
r

req
u

irtr

m
enta

o
f

law
based.

in
w

hole
o

r
in

p
art,

on
conduct

other
th

an
such

w
rongful

use
o

r
w

rongful
com



m
unication

o
f

m
aterial,

nonpublic
inform

ation.

SE
C

.
3.

E
FFE

C
T

IV
E

D
A

T
E

.
-

-
-

I~I



(
~
~
)

N
ew

Y
ork

Stock-
E

xchange
L

egal
A

dvisory
C

om
m

ittee

P
roposed

S
tatu

to
ry

D
efinition

o
f

Insider
T

rading

S
ection

16A
.

P
roscriptions

A
gainst

T
he

W
rongful

U
se

o
f

N
onpublic

Inform
ation

..

(a)
(C

ongressional
F

indings).
-

-
-

-
-

-

(b
)

(P
rohibitions

A
gainst

T
he

W
rongful

U
se

o
f

M
aterial.

N
onpublic

Inform
ation).

(1
)

It
shall

be
u

n
law

fu
l

fo
r

any
person,

directly
o

r
indirectly.

by
the

use
o

f
any

m
eans

o
r

In

strum
entality

o
f

in
terstate

com
m

erce,
o

r
o

f
th

e
m

ails,
o

r
any

facilities
o

f
a

n
y

national
securities

ex

change,
o

r
o

f
any

au
to

m
ated

quotations
sy

stem
m

antained
fo

r
th

e
trad

in
g

o
f

securities,

(i)know
ingly

o
r

recklessly
to

use
m

aterial,
nonpublic

in
fo

rm
atio

n
to

purchase
o

r
sell

any

secu
rity

if
such

in
fo

rm
atio

n
h

as
been

o
b

tain
ed

w
ro

n
g

fu
lly

,
o

r
if

th
e

p
u

rch
ase

o
r

sale
o

f
su

ch
secu

rity
w

o
u

ld
constitute

a
w

ro
n

g
fu

l
use

'o
f

such
inform

ation:
o

r

(ii)
to

co
m

m
u

n
icate

m
a
te

ria
l,

n
o

n
p

u
b

lic
in

fo
rm

atio
n

fo
r

th
e

p
u

rp
o

se
o

f
a
ssistin

g
a
n

o
th

e
r

p
erso

n
to

w
ro

n
g

fu
lly

u
se

su
ch

in
fo

rm
a
tio

n
to

p
u

rch
ase

o
r

sell
a

n
y

secu
rity

in
v

io
latio

n
o

f
th

is

S
ection.

(2
)

F
o

r
th

e
p

u
rp

o
ses

o
f

th
is

S
ectio

n
,

in
fo

rm
atio

n
sh

all
be

deem
ed

to
have

been
u

sed
o

r
o

b
tain

-

I18I



ad
w

ro
n

g
fu

lly
o

n
ly

if
it

h
as

been
o

b
tain

ed
b

y
,

o
r

its
u

se
w

o
u

ld
co

n
stitu

te
th

eft,
co

n
v

ersio
n

,
o

r
a

b
reach

o
f

a
fid

u
ciary

d
u

ty
,

a
p

erso
n

al
o

r
o

th
er

relatio
n

sh
ip

o
f

tru
st

an
d

co
n

fid
en

ce,
o

r
a

co
n

tractu
al

o
r

em
p

lo
y

-

m
ent

relationship.

(3)
F

or
the

purposes
o

f
this

S
ection,

any
person

w
ho

purchases
o

r
sells

a
security

w
hile

in
pas-

session
o

f
m

aterial,
n

o
n

p
u

b
lic

in
fo

rm
atio

n
relatin

g
to

th
a
t

secu
rity

w
ill

be
p

resu
m

ed
to

h
av

e
used

th
a
t

inform
ation

in
connection

w
ith

such
person's

purchase
o

r
sale

o
f

the
security,

unless
th

at
person

sus

tain
s

the
burden

o
f

proving
th

a
t

--

(i)
th

e
p

u
rch

ase
o

r
sale

o
f

th
e

secu
rity

w
as

n
o

t
influenced

b
y

such
m

aterial,
n

o
n

p
u

b
lic

in
fo

r

m
ation;

and

(ii)
in

th
e

case
o

f
a

person
o

th
er

th
an

a
n

atu
ral

p
erso

n
,

in
d

iv
id

u
als

p
articip

atin
g

.
in

th
e

deci

sio
n

to
p

u
rch

ase
o

r
sell

th
e

secu
rity

o
n

b
eh

alf
o

f
such

p
erso

n
d

id
n

o
t

k
n

o
w

th
e

m
aterial,

non

public
inform

ation.
In

determ
ining

w
hether

any
person

other
than

a
natural

person
has

sustained

its
burden

o
f

proof
under

this
subsection.

it
shall

be
relevant

w
hether,

and
to

w
hat

extent,
such

person
had

im
plem

ented
and

m
aintained

reasonalbe
policies

and
procedures

to
ensure

th
at

the
in

dividuals
m

aking
investm

ent
decisions

on
its

behalf
w

ould
not

violate
this

S
ection.

(c)
(E

xem
ption

F
rom

D
erivative

L
iability).

-
-

-
-

-


C
d)

(C
om

m
ission

R
ulem

aking
A

nd
O

rders).
-

-
-

-
-

-

,cocoI



S
ecurities

and
E

xchange
C

om
m

ission

Proposed
Insider

T
rading

B
~

A
ugust

3
t

1987

A
B

IL
L

S
E

C
T

IO
N

1.
S

H
O

R
T

T
IT

L
E

T
his

A
ct

m
ay

be
cited

as
"T

he
Insider

T
rading

A
ct

o
f

1987.
tI

S
E

C
T

IO
N

2.
F

IN
D

IN
G

S
.

S
E

C
T

IO
N

3.
IN

S
ID

E
R

T
R

A
D

IN
G

P
R

O
S

C
R

IP
T

IO
N

S
.

C
hapter

7
8

o
f

title
1

5
7

U
nited

S
tates

C
ode,

is
am

ended,
by

adding
a
t

t
h
~

end
o

f
7

8
p

th
e

follow
ing

new
section:

S
ection

16A
.

P
R

O
H

IB
IT

IO
N

A
G

A
IN

S
T

T
R

A
D

IN
G

W
H

IL
E

IN
PO

SSE
SSIO

N
O

F
t

A
N

D
C

O
M

M
U

N
IC

A
T



IN
G

t
M

A
T

E
R

IA
L

N
O

N
P

U
B

L
IC

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N

ISOI
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(a)
It

shall
be

unlaw
ful

fo
r

any
person,

directly
o

r
indirectly,

to
purchase,

sell,
o

r
cause

the
purchase

o
r

sale,
any

security
w

hile
in

possession
o

f
m

aterial
nonpublic

inform
ation

concerning
the

issuer
o

r

its
securities,

if
such

person
know

s
o

r
recklessly

disregards
th

at
such

inform
ation

has
been

obtained

w
rongfully

or
th

at
such

purchase
or

sale
w

ould
constitute

a
w

rongful
use

o
f

such
inform

ation.

F
o

r
purposes

of
this

S
ection,

inform
ation

is
obtained

o
r

used
w

rongfully
if,

directly
o

r
indirectly,

it

has
been

obtained
by

o
r

as
a

result
of,

or
its

use
w

ould
constitute:

(1
)

theft,
bribery,

m
isrepresentation,

o
r

espionage
through

electronic
o

r
other

m
eans;

o
r

(2)
a

breach
o

f
a

duty
to

m
aintain

such
inform

ation
in

confidence
o

r
to

refrain
from

purchas

ing,
selling,

o
r

causing
the

purchase
,or

sale
of,

the
security,

w
hich

duty
arises

from
any

fiduci

ary,
contractual,

em
ploym

ent,
personal

o
r

other
relationship

w
ith:

(A
)

the
issuer

of
the

security
o

r
its

securityholders,

(B
)

any
person

planning
or

engaged
in

an
acquisition

o
r

disposition
o

f
the

issuer's
securi

ties
or

assets,

(C
)

any
governm

ent,
or

a
political

subdivision,
agency

o
r

instrum
entality

o
f

a
governm

ent,

(D
)

any
person,

or
any

self-regulatory
organization,

registered
o

r
required

to
be

registered

w
ith

the
C

om
m

ission
under

any
provision

o
f

the
federal

securities
law

s
(as

th
at

term
is

de

fined
in

S
ection

21(g)
o

f
this

title),

(E
)

any
person

engaged
in

the
business

of
gathering,

analyzing,
o

r
dissem

inating
inform

a-

I&3I
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tion
concerning

securities,
the

m
arkets

fo
r

secutities,
o

r
the

financial
condition

o
f

issuers,

(F
)

any
other

person
th

at
is

a
m

em
ber

o
f

a
class

th
at

the
C

om
m

ission
designates,

by
rule

o
r

regulation,
w

here
the

C
om

m
ission

finds
(0

th
at

the
activities

o
f

th
e

m
em

bers
o

f
such

class

have
a

regular
nexus

to
the

operation
o

f
the

n
atio

n
's

securities
m

arkets,
and

(ii)
th

at
such

designation
is

necessary
o

r
appropriate

to
effectuate

the
purposes

o
f

th
is

S
ection,

o
r

(G
)

any
other

person
w

ho
obtained

such
inform

ation
as

a
result

o
f

a
direct

o
r

indirect
con

fidential
relationship

w
ith

any
o

f
the

persons
o

r
entities

referred
to

in
paragraphs

(A
)-(F

)

above.

(b)
It

shall
be

unlaw
ful

fo
r

any
person,

w
hose

purchase
o

r
sale

o
f

a
security

w
ould

violate
subsection

(a
)

o
f

this
S

ection,
to

com
m

unicate,
directly

o
r

indirectly,
inform

ation
th

at
such

person
know

s
o

r

recklessly
disregards

is
m

aterial
and

nonpublic
to

any
other

person
w

ho,
directly

o
r

indirectly,
pur

chases,
sells,

o
r

causes
th

e
purchase

o
r

sale
of,

such
security

o
r

w
ho

com
m

unicate
the

inform
ation

to

another
person

w
ho

m
akes

o
r

causes
such

a
purchase

o
r

sale,
if

such
purchase

o
r

sale
is

reasonably

foreseeable.

(c)(t)
If

any
person

has
taken

a
substantial

step
o

r
steps

to
com

m
ence,

o
r

h
as

com
m

enced,
a

tender

offer
(th

e
"offering

person"),
it

shall
be

unlaw
ful

fo
r

any
other

person
w

ho
is

in
possession

o
f

m
aterial

nonpublic
i
n
f
o
r
~
a
t
i
o
n

relating
to

such
tender

offer,
w

hich
inform

ation
such

other
per-

I~I
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son
know

s
o

r
recklessly

disregards
has

been
acquired

directly
o

r
indirectly

from
(0

the
offering

person.
(ii)

the
issuer

o
f

th
e

securities
sought

o
r

to
be

sought
by

such
tender

offer,
o

r
(iii)

any

officer,
director,

p
artn

er
o

r
em

ployee
o

r
any

other
person

acting
on

behalf
o

f
the

offering
person

o
r

such
issuer.

to
purchase

o
r

sell
o

r
cause

to
be

purchased
o

r
sold

any
security

o
f

such
issuer.

ex-

cept
fo

r
sales

to
the

offering
person.

(2
)

(A
)

It
shall

be
unlaw

ful
fo

r
any

person
described

in
paragraph

(2)(B
)

o
f

this
subsection

(c)

to
com

m
unicate,

directly
o

r
indirectly,

m
aterial

nonpublic
inform

ation
relating

to
a

tender

offer
to

any
other

person
under

circum
stances

in
w

hich
it

is
reasonably

foreseeable
th

at
such

com
m

unication
is

likely
to

result
in

a
violation

o
f

this
S

ection,
except

th
at

this
paragraph

shall
n

o
t

apply
to

a
com

m
unication

m
ade

in
good

faith

(0
to

the
officers.

directors.
partners

o
r

em
ployees

o
f

the
offering

person.
to

its
advi

sors
o

r
to

other
persons,

involved
in

the
planning,

financing,
preparation

o
r

execution

o
f

such
tender

offer,

(in
to

the
issuer

w
hose

securities
are

sought
by

such
tender

offer,
to

its
officers,

di

rectors,
partners,

em
ployees

o
r

advisors
o

r
to

other
persons.

involved
in

the
planning,

financing.
preparation

o
r

execution
o

f
th

e
activities

o
f

the
issuer

w
ith

respect
to

such

tender
offer,

o
r

(iii)
to

any
person

pursuant
to

a
requirem

ent
o

f
any

statu
te

o
r

rule
o

r
regulation

prom
-

I8I
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ulgated
thereunder.

(B
)

T
he

persons
referred

to
in

paragraph
(2

)(A
)

o
f

th
is

subsection
(c)

are:

(i)
the

offering
person

o
r

its
officers,

directors,
partners,

em
ployees

o
r

advisors;

(ii)
th

e
issu

er
o

f
th

e
secu

rities
so

u
g

h
t

o
r

to
b

e
so

u
g

h
t

b
y

su
ch

ten
d

er
o

ffe
r

o
r

its
o

ffic

ers,
directors,

partners,
em

ployees
o

r
advisors;

(iii)
anyone

acting
on

behalf
o

f
th

e
persons

described
in

paragraph
(2

)(B
)(i)

or
(2)(ii)

o
f

this
subsection,

and

(iv
)

any
person

in
possession

o
f

in
fo

rm
atio

n
relatin

g
to

a
ten

d
er

o
ffer

w
hich

inform
a-

tiO
D

such
p

erso
n

k
n

o
w

s
o

r
recklessly

d
isreg

ard
s

is
m

aterial
an

d
D

onpublic
an

d
h

as
been

acquired
directly

o
r

indirectly
fro

m
any

person
described

in
this

p
arag

rap
h

(2
)(B

).

(1
)

T
he

C
om

m
ission,

by
rule,

regulation,
o

r
order,

m
ay

exem
pt

any
person,

security
o

r
transac

tion,
o

r
an

y
class

thereof,
fro

m
an

y
o

r
all

o
f

th
e

provisions
o

f
th

is
S

ection,
upon

such
term

s

and
conditions

as
it

deem
s

necessary
o

r
appropriate,

if
th

e
C

om
m

ission
determ

ines,
b

y
reason

o
f

the
n

atu
re

o
f

such
person,

security,
transaction,

o
r

class
thereof,

o
r

otherw
ise,

th
at

such

action
is

n
o

t
inconsistent

w
ith

the
purposes

o
f

this
S

ection.

(2
)

T
he

prohibitions
o

f
subsections

(a
)

and
(c

)(l)
o

f
th

is
S

ection
shall

n
o

t
apply

to
any

per

son
w

ho
is

other
th

an
a

n
atu

ral
person

and
w

ho
su

stain
s

th
e

burden
o

f
proving

th
at:

(A
)

th
e

individual{s)
m

aking
th

e
investm

ent
decision

on
behalf

o
f

such
person

to
purchase



o
r

sell
the

security,
o

r
to

cause
the

purchase
o

r
sale

o
f

the
security

b
y

o
r

on
behalf

o
f

o
th



ers,
did

n
o

t
know

the
m

aterial
nonpublic

in
fo

rm
atio

n
;

and

(B
)

such
person

had
im

plem
ented

O
D

e
o

r
a

com
bination

o
f

policies
and

procedures,
reasona

ble
under

the
circum

stances,
taking

in
to

consideration
th

e
nature

o
f

th
e

person's
business,

to
ensure

th
a
t

individual(s)
m

aking
investm

ent
decision(s)

w
ould

n
o

t
violate

subsection
(a

)

o
f

this
S

ection,
w

hich
policies

and
procedures

m
ay

include,
but

are
n

o
t

lim
ited

to,
(i)

those

w
hich

restrict
a

n
y

purchase,
sale

and
causing

a
n

y
purchase

o
r

sale
o

f
a

n
y

such
security

o
r

(ii)
those

w
hich

prevent
such

individual(s)
fro

m
know

ing
such

inform
ation.

(3
)

T
he

prohibition
o

f
subsections

(b
)

and
(c)

o
f

th
is

S
ection

shall
n

o
t

be
contrued

as
m

aking

unlaw
ful

an
y

com
m

unication
m

ade
in

a
reasonable

effo
rt

to
m

ake
the

in
fo

rm
atio

n
public.

(4
)

T
he

prohibition
o

f
th

is
S

ection
shall

n
o

t
m

ake
unlaw

ful
an

y
com

m
unication

m
ade:

(A
)

in
the

ordinary
course

o
f

business
b

y
a

person
engaged

in
the

business
o

f
analysing

and

dissem
inating

inform
ation

concerning
securities,

the
m

arkets
fo

r
securities,

o
r

the
financial

condition
o

f
issuers:

o
r

(B
)

to
a

person
engaged

in
the

business
o

f
an

aly
zin

g
an

d
d

issem
in

atin
g

in
fo

rm
atio

n
concern-

io
g

securities,
th

e
m

ark
ets

fo
r

securities,
o

r
th

e
fin

an
cial

condition
o

f
issu

ers,
if

such
com

m
u-

n
icatio

n
is

n
o

t
m

ad
e

fo
r

th
e

personal
b

en
efit

o
f

th
e

person
m

ak
in

g
th

e
co

m
m

u
n

icatio
n

.

(5
)

T
he

prohibitions
o

f
th

is
S

ection
shall

n
o

t
apply

to
any

person
w

ho,
w

hile
in

possession
o

f

I~I
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m
aterial

nonpublic
inform

ation,
acts

on
behalf

o
f

and
w

ith
the

authorization
o

f
another

person

w
here

th
e

purchase,
sale,

o
r

com
m

unication
involved

w
hould

be
law

ful
if

done
directly

by
such

other
person

w
hile

in
possession

o
f

such
inform

ation.

(1
)

A
ny

person
w

ho
violates

subsection
(a

)
o

r
(c

)(t)
o

f
th

is
S

ection
shall

be
liable

in
an

action

in
any

co
u

rt
of

com
petent

jurisdiction
to

any
person

w
ho,

contem
poraneously

w
ith

th
e

purchase

o
r

sale
o

f
securities

th
at

form
s

th
e

basis
o

f
such

violation,
has

purchased
(w

here
such

violation

is
based

on
a

sale
o

f
securities)

o
r

sold
(w

here
such

violation
is

based
on

a
purchase

o
f

securiti

es)
securities

of
th

e
sam

e
class.

T
he

to
tal

liability
o

f
any

person
under

th
is

paragraph
(1

)
shall

n
o

t
exceed

the
p

ro
fit

gained
o

r
I~

loss
avoided

(w
ithin

the
m

eaning
o

f
S

ection
2

1
(d

)(2
)(C

)
o

f
th

is
title)

as
a

result
o

f
such

per-
I

son's
violations

o
f

this
S

ection.

(2
)

A
ny

person
(o

th
er

th
an

a
person

entitled
to

recovery
under

paragraph
(1

)
o

f
th

is
subsec

tio
n

)
injured

by
a

violation
o

f
th

is
S

ection
in

c'onnection
w

ith
such

person's
purchase

o
r

sale
o

f

securities
m

ay
bring

an
action

in
aily

co
u

rt
o

f
com

petent
jurisdiction

to
seek

recovery
o

f
any

dam
ages

caused
by

such
violation,

o
r

fo
r

appropriate
equitable

relief,
o

r
both.

(3
)

A
ny

person
w

ho
violates

subsetion
(b

)
o

r
(c

)(2
)

o
f

th
is

S
ection

shall
be

liable,
jointly

and

severally,
w

ith
and

to
the

sam
e

ex
ten

t
as

any
person

w
ho

gained
p

ro
fits

o
r

avoided
losses

(w
ith

in
the

m
eaning

o
f

S
ection

2
l(d

)(2
)(C

)
o

f
th

is
title)

as
a

resu
lt

o
f

such
violation

o
f

subsection
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P
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(b
)

o
r

(c)(2).

(4
)

N
o

action
m

ay
be

brought
under

this
subsection

m
ore

than
five

years
after

the
date

o
f

the

purchase
or

sale
of

securities
th

at
form

s
the

basis
o

f
the

violation.

SE
C

T
IO

N
4.

A
M

E
N

D
M

E
N

T
S

T
O

T
H

E
IN

SID
E

R
T

R
A

D
IN

G
SA

N
C

T
IO

N
S

A
C

T
.

SE
C

T
IO

N
5.

A
M

E
N

D
M

E
N

T
T

O
SE

C
T

IO
N

2O
(d)

O
F

T
H

E
SE

C
U

R
IT

IE
S

E
X

C
H

A
N

G
E

A
C

T

SE
C

T
IO

N
6

E
F

F
E

C
T

IV
E

D
A

T
E

.
I~I



S
ecurities

A
nd

E
xchange

C
om

m
ission

P
roposed

Insider
T

rading
B

ill

N
ovem

ber
18,

1987

SE
C

.
1.

S
H

O
R

T
T

IT
L

E
.

T
his

A
ct

m
ay

be
cited

as
"T

he
Insider

T
rading

P
roscriptions

A
ct

o
f

1987".

I~
SE

C
.

2.
IN

S
ID

E
R

T
R

A
D

IN
G

P
R

O
S

C
R

IP
T

IO
N

S
.

I

C
hapter

7
8

o
f

T
itle

1
5

.
U

nited
S

tates
C

ode.
is

am
ended,

by
adding

after
section

7
8

p
the

follow
ing.

&4
§

16A
.

P
R

O
S

C
R

IP
T

IO
N

S
A

G
A

IN
ST

W
R

O
N

G
F

U
L

SE
C

U
R

IT
IE

S
T

R
A

D
IN

G
W

H
IL

E
IN

P
O

S
S

E
S

S
IO

N

O
F

,
O

R
W

R
O

N
G

F
U

L
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

O
F

,
M

A
T

E
R

IA
L

,
N

O
N

P
U

B
L

IC
IN

F
O

R
M

A
T

IO
N

.

(a
)

(F
indings)

-
-
-

"(b
)

(1
)

It
shall

be
unlaw

ful
fo

r
any

person,
directly

o
r

indirectly,
to

purchase.
sell,

o
r

cause



'" og'l"""'l
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DIr

Ii

the
purchase

or
sale

of,
any

security,
w

hile
in

possession
o

f
m

aterial,
nonpublic

inform
ation

relating

thereto,
if

such
person

know
s

o
r

recklessly
disregards

th
at

such
inform

ation
has

been
obtained

w
rong-

fully,
o

r
th

at
such

purchase
o

r
sale

w
ould

constitute
a

w
rongful

use
o

f
such

inform
ation.

F
o

r
the

pur-

poses
o

f
this

subsection,
such

trading
w

hile
in

possession
o

f
m

aterial,
nonpublic

inform
ation

is
w

rong

ful
only

if
such

inform
ation

has
been

obtained
by,

o
r

its
use

w
ould

constitute,
directly

o
r

indirectly,

(A
)

theft,
bribery,

m
isrepresentation,

espionage
(through

electronic
o

r
other

m
eans)

o
r

(B
)

conver

sion,
m

isappropriation,
o

r
any

other
breach

o
f

a
fiduciary

duty,
breach

o
f

any
personal

o
r

other
rela

tionship
o

f
tru

st
and

confidence,
o

r
breach

o
f

any
contractual

o
r

em
ploym

ent
relationship.

"(2
)

T
he

prohibitions
o

f
subsections

(b
)(l)

and
(d

)(l)
o

f
this

section
shall

n
o

t
apply

in

the
case

o
f

a
person,

other
than

a
n

atu
ral

person,
w

ho
sustains

the
burden

o
f

proving
th

at:

"(A
)

no
individual

involved
in

m
aking

the
investm

ent
decision

on
behalf

o
f

such
person

to

purchase
or

sell
the

security,
o

r
to

cause
the

purchase
o

r
sale

o
f

the
security

by
o

r
on

behalf
o

f

others,
knew

,
o

r
w

as
influenced

by,
the

m
aterial

nonpublic
inform

ation;
and

"(B
)

such
person

had
im

plem
ented

one
o

r
a

com
bination

o
f

policies
and

procedures,
reasona-

hIe
under

the
circum

stances,
taking

in
to

consideration,
am

ong
other

things,
the

nature
o

f
the

per-

son's
business,

designed
to

prevent
th

e
individuals

m
aking

the
investm

ent
decision

involved
from

possessing
the

m
aterial

non
public

inform
ation.

"(c)
It

shall
be

unlaw
ful

fo
r

any
person

w
hose

ow
n

purchase
o

r
sale

o
f

a
security

w
ould

violate

IcoQ
)

I



paragraph
(b

)
o

f
this

section,
directly

o
r

indirectly,
w

rongfully
to

com
m

unicate
inform

ation
relatin

g

thereto
th

at
such

person
know

s
o

r
recklessly

disregards
is

m
aterial

and
nonpublic

to
any

o
th

er
person

w
ho,

w
hile

in
possession

o
f

such
in

fo
rm

atio
n

,
d

irectly
o

r
in

d
irectly

,
p

u
rch

ases,
sells,

o
r

causes
th

e
p

u
r

chase
o

r
sale

o
f,

any
security

th
at

is
th

e
subject

o
f

th
e

com
m

unication,
o

r
w

ho
com

m
unicates

th
e

in

form
ation

to
another

person
w

ho
m

akes
o

r
causes

such
a

purchase
o

f
sale

w
hile

in
possession

o
f

such

inform
ation,

if
such

purchase
o

r
sale

is
reasonably

foreseeable.
F

o
r

purposes
o

f
th

is
subsection,

infor

m
ation

is
w

rongfully
com

m
unicated

only
if

the
person

m
aking

the
com

m
unication

know
s

o
r

recklessly

disregards
th

at
the

inform
ation

com
m

unicated
has

been
obtained

by,
o

r
its

com
m

unication
w

onld
con

stitu
te,

directly
o

r
indirectly,

(A
)

th
eft,

bribery,
m

isrepresentation,
espionage

(through
electronic

o
r

other
m

eans)
o

r
(B

)
conversion,

m
isappropriation,

o
r

a
n

y
o

th
er

breach
o

f
a

fiduciary
duty,

breach
o

f

a
n

y
p

erso
n

al
o

r
o

th
er

relatio
n

sh
ip

o
f

tru
st

an
d

co
n

fid
en

ce,
o

r
b

reach
o

f
a

n
y

co
n

tractu
al

o
r

em
p

lo
y

m
en

t

relationship.

(d
)

(tender
offer)

----

(e)
(derivative

liab
ility

)
-----

(f)
(exem

ption)-----

(g
)

(civil
liability)

---

(h
)

(jurisdiction)
-

If;;I



SE
C

.
3.

A
M

E
N

D
M

E
N

T
S

T
O

T
H

E
IN

S
ID

E
R

T
R

A
D

IN
G

SA
N

C
T

IO
N

S
A

C
T

.

SE
C

.
4.

A
M

E
N

D
M

E
N

T
T

O
SE

C
T

IO
N

20(d)
O

F
T

H
E

S
E

C
U

R
IT

IE
S

E
X

C
H

A
N

G
E

A
C

T
.

-
-
-
-
,
-
-
-
-

SE
C

.
5.

E
F

F
E

C
T

IV
E

D
A

T
E

.

R
econciliation

D
raft

of
S.

1380

lO
O

th
C

ongress,
1

st
S

ession

N
ovem

ber
19,

1987

SE
C

T
IO

N
1.

S
H

O
R

T
T

IT
L

E
.

T
his

A
ct

m
ay

be
cited

as
"T

he
Insider

T
rading

P
roscriptions

A
ct

o
f

1987".

SE
C

.2.
IN

SID
E

R
T

R
A

D
IN

G
P

R
O

S
C

R
IP

T
IO

N
S

.

IcoC
»I



C
hapter

7
8

o
f

T
itle

1
5

U
nited

S
tates

C
ode,

is
am

ended.
b

y
adding

after
section

7
8p

th
e

follow
ing:

u
§

16A
.P

R
O

S
C

R
IP

T
IO

N
S

A
G

A
IN

S
T

W
R

O
N

G
F

U
L

S
E

C
U

R
IT

IE
S

T
R

A
D

IN
G

W
H

IL
E

IN
PO

SSE
SSIO

N

O
F

,
O

R
W

R
O

N
G

F
U

L
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

O
F

.
M

A
T

E
R

IA
L

,
N

O
N

P
U

B
U

C
IN

FO
R

M
A

T
IO

N
.

"(a)
F

IN
D

IN
G

S
.-

"(b
)

PR
O

H
IB

IT
IO

N
A

G
A

IN
S

T
T

R
A

D
IN

G
S

E
C

U
R

IT
IE

S
W

H
IL

E
IN

P
O

S
S

E
S

S
IO

N
O

F
M

A
T

E
R

IA
L

,

N
O

N
P

U
B

L
IC

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
.-

"(1
)

It
shall

be
unlaw

ful
fo

r
a

n
y

person,
directly

o
r

indirectly,
to

purchase,
sell,

o
r

cause

th
e

purchase
o

r
sale

of,
any

security.
w

hile
in

possession
o

f
m

aterial,
nonpublic

in
fo

rm
atio

n
relating

th
ereto

(o
r

relatin
g

to
th

e
m

ark
et

th
erefo

r),
if

su
ch

p
erso

n
k

n
o

w
s

(o
r

reck
lessly

d
isreg

ard
s)

th
a
t

su
ch

inform
ation

has
been

obtained
w

rongfully,
o

r
th

a
t
s
~
c
h

purchase
o

r
sale

w
ould

co
n

stitu
te

a
w

rongful

use
o

f
such

inform
ation.

F
o

r
th

e
purposeS

o
f

th
is

subsection,
such

trad
in

g
w

hile
in

possession
o

f
m

a

terial,
nonpublic

inform
ation

is
w

rongful
only

if
such

in
fo

rm
atio

n
has

been
obtained

by,
o

r
its

use

w
ould

constitute,
directly

o
r

indirectly,
(A

)
th

eft,
bribery,

m
isrepresentation,

espionage
(th

ro
u

g
h

elec

tronic
o

r
o

th
er

m
eans)

o
r

(B
)

conversion,
m

isappropriation,
a

breach
o

f
a

n
y

fiduciary
duty,

any
per

sonal
o

r
o

th
er

relationship
o

f
tru

st
and

confidence,
o

r
any

contractual
o

r
em

ploym
ent

relationship.

I~,



"(2
)

T
he

prohibitions
o

f
subsection

(b
)(l)

o
f

th
is

section
sh

all
n

o
t

apply
m

the
case

o
f

a
person,

other
th

an
a

n
atu

ral
person,

w
ho

su
stain

s
th

e
burden

o
f

proving
th

a
t-

"(A
)

each
individual

~
a
k
i
n
g

the
investm

ent
decision

on
behalf

o
f

such
person

to
pur

ch
ase

o
r

sell
th

e
secu

rity
,

o
r

to
cause

th
e

p
u

rch
ase

o
r

sale
o

f
th

e
secu

rity
b

y
o

r
o

n
b

eh
alf

o
f

o
th



ers,
neither

knew
,

n
o

r
w

as
influenced

by,
the

m
aterial,nonpublic

in
fo

rm
atio

n
;

and

"(B
)

such
p

erso
n

h
ad

im
p

lem
en

ted
o

n
e

o
r

a
co

m
b

in
atio

n
o

f
policies

an
d

p
ro

ced
u

res,
rea-

ao
n

ab
le

under
th

e
cicum

stances,
tak

in
g

in
to

co
n

sid
eratio

n
,

am
o

n
g

o
th

er
th

in
g

s,
th

e
n

atu
re

o
f

th
e

p
erso

n
's

business,
designed

to
p

rev
en

t
th

e
in

d
iv

id
u

als
m

ak
in

g
th

e
in

v
estm

en
t

decision
in

v
o

lv
ed

fro
m

p
o

ssessin
g

th
e

m
aterial,

n
o

n
p

u
b

lic
in

fo
rm

atio
n

.

"(c
)

P
R

O
H

IB
IT

IO
N

S
A

G
A

IN
S

T
T

H
E

W
R

O
N

G
F

U
L

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N
O

F
C

E
R

T
A

IN
M

A
T

E
R

IA
L

,

N
O

N
P

U
B

L
IC

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
.-

I
I(1

)
It

sh
all

be
unlaw

ful
fo

r
any

person
w

hose
ow

n
purchase

o
r

sale
o

f
a

security
w

ould

v
io

late
p

arag
rap

h
(b

)
o

f
th

is
section,

d
irectly

o
r

in
d

irectly
,

w
ro

n
g

fu
lly

to
co

m
m

u
n

icate
in

fo
rm

atio
n

relatin
g

th
ereto

(o
r

relatin
g

to
th

e
m

ark
et

th
erefo

r)
th

a
t

such
p

erso
n

k
n

o
w

s
(o

r
recklessly

d
isreg

ard
s)

is
m

aterial
and

nonpublic
to

any
o

th
er

person
w

ho,
w

hile
in

possession
o

f
such

inform
ation,

directy

o
r

indirectly,
purchases,

sells,
o

r
causes

the
purchase

o
r

sale
of,

any
security

th
at

is
directly

o
r

indi-

I8,.....I
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rectly
the

subject
of

the
com

m
unication,

o
r

w
ho

com
m

unicates
the

inform
ation

to
another

person
w

ho

m
akes

o
r

causes
such

a
purchase

o
r

sale
w

hile
in

possession
o

f
such

inform
ation,

if
such

purchase
o

r

sale
is

reasonably
foreseeable.

F
o

r
purposes

o
f

this
subsection,

inform
ation

is
w

rongfully
com

m
uni

cated
only

if
the

person
m

aking
the

com
m

nuication
know

s
(o

r
recklessly

disregards)
th

at
the

inform
a

tion
com

m
unicated

has
been

obtained
by,

o
r

its
com

m
unication

w
ould

constitute,
directly

o
r

indirect

ly,
(A

)
theft,

bribery,
m

isrepresentation,
espionage

(through
electronic

o
r

other
m

eans)
o

r
(B

)
conver

sion,
m

isappropriation,
o

r
a

breach
o

f
any

fiduciary
duty,

any
personal

o
r

other
relationship

o
f

tru
st

and
confidence,

o
r

any
contractual

o
r

em
ploym

ent
relationship.

"(2
)

It
shall

be
unlaw

fnl
fo

r
any

person
planning

an
acquisition

o
r

disposition
o

f
an

issuer,

a
m

aterial
portion

of
the

issuer's
securities

o
r

its
assets

(herein
the

'transacting
person'),

o
r

any
per

son
acting

on
behalf

of
such

a
person,

fo
r

the
purpose

o
f

influencing
o

r
encouraging

the
purchase

o
r

sale
of

the
securities

of
such

issuer,
to

com
m

unicate,
directly

o
r

indirectly,
m

aterial,
nonpublic

infor

m
ation

concerning
such

plans
to

any
other

person
w

ho
thereafter

purchases
o

r
sells

the
affected

secu

rities,
unless

such
other

person
is

acting
on

behalf
o

f
o

r
as

p
art

o
f

a
group

(w
ithin

the
m

eaning
o

f

section
13(d)(3)

o
f

this
title)

w
ith

the
transacting

person
o

r
the

com
m

unication
o

f
such

inform
ation

has
been

m
ade

in
the

course
of

a
good

faith
solicitation

o
f

such
other

person
to

act
on

behalf
of

o
r

as
p

art
o

f
a

group
(w

ithin
the

m
eaning

o
f

section
13(d)(3)

o
f

th
is

title)
w

ith
the

transacting
person

or
the

securities
are

acquired
directly

from
o

r
sold

directly
to

the
transacting

person.
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